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全体の概観
「２本の柱」の解決策

Ⅰ 国際課税を巡る最近の動向

（ 4ページ）

（ 3ページ）
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 市場国に物理的拠点（PE︓Permanent Establishment）を置かずにビジネスを⾏う企業の増加
 現在の国際課税原則「PEなくして課税なし」の下で、市場国で課税が⾏えない問題が顕在化。

 低い法⼈税率や優遇税制によって外国企業を誘致する動き
 法⼈税の継続的な引下げにより各国の法⼈税収基盤が弱体化。
 税制⾯において企業間の公平な競争条件を阻害。

 OECD/G20の「BEPS包摂的枠組み（IF）」（現在は147か国・地域が参加）において議論が
進められ、2021年10⽉、2本の柱の解決策（※）に合意。
（※）「第1の柱」（市場国への新たな課税権の配分）及び

「第2の柱」（グローバル・ミニマム課税）により構成。
 2021年12⽉、グローバル・ミニマム課税のモデルルールを公表。国内法での対応が求められており、各
国において法制化が進⾏中。
（※）⽇本においては、2023年に所得合算ルール（IIR）を法制化。2025年に軽課税所得ルール

（UTPR）及び国内ミニマム課税（QDMTT）を法制化。
 2023年10⽉、「第１の柱」の多数国間条約の案⽂を公表。
 2025年１⽉、国際課税に係る⽶国⼤統領覚書の公表。4⽉、IF声明を公表、議論の継続に合意。
 2025年６⽉、「グローバル・ミニマム課税に関するＧ７声明」の公表。IFにおいて具体的な解決策を
議論中。

国際課税に関するOECD/G20「「BEPS 包摂的枠組み」 ２本の柱について

経緯

6

親親会会社社

≪Ｂ国(親会社所在地
国)≫

≪Ｃ国（軽課税国）≫

子子会会社社

≪Ａ国（市場国）≫

Ａ国
税務当局

売売上上（（パパタターーンン①①））

売売上上
（（パパタターーンン②②））

オンライン音楽配信、
デジタル広告、
オンライン

プラットフォーム
の提供など

● 国内に外国法人の支店や工場などの物理的拠点(=PE）がある場合に限り、そのPEに紐づく

事業所得に課税することができる。

※ PE : Permanent Establishment （恒久的施設）

● しかし、経済の電子化により市場国で課税が行えない事例が顕在化（パターン①）。また、

軽課税国から事業を行うことで最低限の課税が行えない事例も発生(パターン②)。

経済のデジタル化に伴う課税上の課題への対応について

ＰＥ
なし

ＰＰＥＥががなないいたためめ
課課税税ででききなないい
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OECD/G20「BEPS包摂的枠組み」声明（仮訳）（2025年４⽉11⽇公表）

1. OECD/G20 BEPS包摂的枠組みは、４⽉７⽇から10⽇に、南アフリカ ケープタウンにて第17
回総会を開催した。会合には135の国・地域を代表する449名、及び11の国際機関からオブ
ザーバーが参加した。

2. BEPSパッケージの10周年を記念して、 会合は、４⽇間にわたり、BEPSの実施、経済のデジタル
化から⽣じる課税上の課題に対処するための「２本の柱」の解決策、及び将来の検討課題につい
て、メンバーの積極的な関与と建設的な議論とともに⾏われた。

3. メンバーは、特に第２の柱の実施と進⾏中の第１の柱の交渉に関し、国際課税システムにおける
確実性と安定性の確保が決定的に重要であることを認識し、この⽬的の推進のために議論を継
続することに合意した。

4. また、メンバーは、グローバル・モビリティや、税と不平等と成⻑の関係性を含む、共通の関⼼のある
新たな分野への取組について、段階的な根拠に基づくアプローチを⽤いて探求するための協働と機
会のためのプラットフォームとしての、包摂的枠組みの継続的な価値を認識した。有効性及び包摂
性を⾼めるための、包摂的枠組みの運営プロセスとガバナンスの改善が歓迎された。

5. メンバーは、現在までのBEPSの作業の進捗状況を確認することに合意し、2025年後半にG20
へ共有予定の報告書を構成する、初期の考察及びアイデアを提供した。ビジネス、シビルソサイエ
ティ、アカデミア、国際機関を含む、独⽴したステークホルダーによる洞察も共有された。

6. 会合は、「税に関する協働のためのプラットフォーム（PCT︓IMF、OECD、国連、世銀による共
同イニシアティブ）」が有益な貢献を⾏っている、国内資⾦動員および成⻑⽀援に関する⼀連の
議論を終えて、終了した。

8

⽶国の動向等

〇 本年１⽉、⽶国は国際課税に係る⼤統領覚書を公表。
〇 本年４⽉の「BEPS包摂的枠組み（IF ）」総会において、⽶国を含むIF参加国は、特に「第２の

柱」の実施と進⾏中の「第１の柱」の交渉に関し、国際課税システムにおける確実性と安定性の確保の
ため、議論の継続に合意した旨、公表。

〇 ⽶国議会の動きとして、本年５⽉に下院で可決された財政調整法案（⼀つの⼤きく美しい予算法
案、One Big Beautiful Bill Act︓OBBBA）には、⽶国が「不公平」と考える税制をもつ外国の政
府・企業等に対し、追加課税等の「対抗措置」を課する規定が含まれていた（通称「899 条」）。

〇 6⽉28⽇、上院案（※）から899 条が削除され、並⾏して29⽇、G7 声明が公表。
（※）財政調整法案は、7⽉1⽇に上院にて可決、7⽉3⽇に下院にて再可決、7⽉4⽇⼤統領署名を経て成⽴。

＜「899条」（下院案）の主な内容＞
⽶国が「不公平」と考える税制をもつ外国の居住者等が⽶国において稼得する所得に対する課税について、その税
率を適⽤⽇から毎年5％ずつ引き上げ、法定税率に加えて最⼤20％まで引き上げる。
 不公平な税制

①グローバル・ミニマム課税の⼀部である軽課税所得ルール（UTPR）、②デジタル・サービス税（DST）等
 適⽤対象者
「不公平な税制」をもつ外国の政府、居住者（個⼈・企業）、これらに保有されている外国企業 等

7
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GG2200財財務務大大臣臣・・中中央央銀銀行行総総裁裁会会議議声声明明（（仮仮訳訳抜抜粋粋））
（（22002255年年77月月1177--1188日日 於於::南南アアフフリリカカ・・ダダーーババンン））

国際課税

我々は、全ての関係者にとって受け⼊れ可能な、均衡ある、かつ実⽤的な解決策を⾒出すという共有された⽬標を
もって、「第２の柱」のグローバル・ミニマム課税に関する懸念に対処することに建設的に関与することを継続する。解
決策の実現は、実質ベースの税制上の優遇措置の公平な取扱いに関する議論を含む、公平な競争環境の観点か
ら特定されうる重⼤なリスク、及び、税源浸⾷と利益移転のリスクが対処されることを確保することへのコミットメントを
含む必要があるとともに、経済のデジタル化に伴う課税上の課題に関する建設的な対話を含む、国際課税システムを
安定させるための更なる進展を促す。これらの取組みは、全ての国の課税主権を保持しつつ、OECD/G20「包摂的
枠組み」（IF）のメンバー間の緊密な協⼒によって進められる。我々は、税の透明性に関する実績評価に係る
OECD及びグローバル・フォーラムによるレポート、BEPSに関する実績評価に係るIFによるレポート、脱税や租税回避
と闘うための不動産に関する⾃主的な情報交換に係るOECDによるレポート、技術⽀援を強化するための能⼒開発
の枠組みの強化に関する進展に係る「税に関する協働のためのプラットフォーム（PCT）」によるレポート、国内資⾦
動員（DRM）の向上のための歳⼊⾏政の強化に関するIMFによるレポートを期待する。我々は、PCTが、DRMに
焦点を当てた「税と開発カンファレンス」を、来年、東京で開催することを発表したことを歓迎する。

我々は、「国際租税協⼒に関するG20リオデジャネイロ閣僚宣⾔」を想起しつつ、グローバルな移動について研究し、
税制、格差、及び成⻑の相互作⽤を理解するために、段階的かつ証拠に基づいたアプローチを採⽤するというIFの決
定を歓迎する。また、IFの有効性及び包摂性を⾼めるための議論についても歓迎する。我々は、国際租税協⼒に関
する国連枠組条約を策定するための進⾏中の交渉に留意するとともに、参加しているG20メンバーは、不要な努⼒
の重複を避けるよう努めつつ、幅広いコンセンサスを得る、及び、既存の成果、プロセス、及び他の国際機関において
現在進⾏中の作業を基礎とするという⽬的を再確認する。

10

グローバル・ミニマム課税に関するG7声明（抄）（2025年６⽉28⽇（⽶国時間）公表）

○ 「⼀つの⼤きく美しい予算法案（One Big Beautiful Bill Act︓OBBBA）」の上院修正案（2025年6⽉16⽇提
出）において最近提案されている⽶国の国際課税システムへの変更の考慮、OBBBAの上院版における899条の削除、
及び、国内ミニマム課税（QDMTT）の実施の成功とその影響の考慮を含めた、両ミニマム課税制度の分析に基づいて
⾏われたこの問題に関する議論を踏まえ、共存システムは、将来にわたり、税源浸⾷と利益移転に対処する中で「包摂的
枠組み（IF）」 の法域が得た重要な成果を維持し、国際課税システムにおけるより⼤きな安定性と確実性を提供しうる
という理解が共有されている。

○ この理解は、潜在的な税源浸⾷及び利益移転のリスクに対処するために、「包摂的枠組み」を通じて共に協働することへ
の我々の継続的なコミットメントを基盤とするものであり、以下の受け⼊れられた原則に基づく︓
- 共存システムでは、⽶国親会社グループの、⽶国内利益および⽶国外利益の双⽅について、UTPRおよびIIRから完

全に免除する。
- 共存システムでは、その共通の政策⽬的を保持するため、公平な競争環境の観点から特定される重⼤なリスク、また

は税源浸⾷と利益移転のリスクが対処されることへのコミットメントを含む。
- 共存システムの実現に向けた作業は、「第２の柱」全般に係る執⾏とコンプライアンスの枠組みの⼤幅な簡素化の実

現と並⾏して⾏われる。
- 共存システムの実現に向けた作業は、「第２の柱」における実質ベースの還付無税額控除の取扱いが、還付付税額

控除の取扱いとより整合的になることを確保する変更を検討することと、並⾏して進められる。
○ 共存システムの実現は、デジタル経済の課税に関する建設的な対話及びすべての国の課税主権の保持を含む、国際課

税システムの安定化のさらなる進展を促進する。
○ 我々は、これらの問題がより広範な法域グループにとって関連性を持つことを認識しており、「包摂的枠組み」において、すべ

ての当事者が受⼊れ可能かつ実施可能な解決策に迅速に達する観点から、この理解及びそれが基づく原則について議論
し、発展させることを期待する。

9
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第１の柱 （市場国への新たな課税権の配分）

課税対象は、収⼊200億ユーロ（約3.3兆
円）超、利益率10％超の⼤規模・⾼利益⽔
準のグローバル企業グループ（全世界で100社
程度）
⼤規模なグローバル企業グループの通常利益
（収⼊の10％）を超える残余利益の25％を
市場国に配分

・ 物理的拠点がないため
課税できない

・ 市場国で⽣み出された
価値に⾒合った課税が
できない

グローバル
企業

収 ⼊

＜企業所在地国＞＜市場国＞

課 税

残余利益

通常利益

費⽤等

配分利益
（利益A）

物理的拠点の有無によら
ず、収⼊に応じて市場国
間で配分

市場国ビジネス
の提供

税務当局

【通常利益】
収⼊の10％

【残余利益】
通常利益を
超える利益

【配分利益】
残余利益の
25％

備考︓１ユーロ＝166円で換算（裁定外国為替相場2025年8⽉適⽤）。端数は四捨五⼊。 12

第１の柱（利益A、利益B）

（12ページ）

（11ページ）
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OECD/G20「BEPS包摂的枠組み」共同議⻑声明 概要（2025年１⽉13⽇公表）

「第１の柱」最終パッケージの進展について、「BEPS包摂的枠組み(IF)」による進捗状況を報告する。
利益A
 経済のデジタル化から⽣じる課税上の課題に対応し、納税者のために安定性と確実性を強化し、デジタル・サービス

税（DST）等を撤廃・停⽌する、持続可能で協調的な国際課税改⾰となるよう設計。
 2023年10⽉に多数国間条約（MLC）の条⽂案等が公表され、2024年6⽉には、各国国内におけるコンサル

テーションからのフィードバックを踏まえて修正された条⽂案が、IFに回付された。条⽂案の主な修正点は以下のとおり。
 DST等の定義の明確化
 ⾮国家地域とその国際関係に責任を負う国（本国）を⼀体的に取り扱う選択的規定の導⼊
 ⼆重計上調整（所得⽔準の低い市場国における超過利益の計算⽅法）の修正

 条⽂案については議論が収束した状況であり、利益Bの枠組みの残存論点解消に向けた交渉が焦点。
利益B
 基礎的マーケティング・販売活動に対する移転価格税制における独⽴企業原則の適⽤に係る簡素化・合理化アプ

ローチ。
 2024 年２⽉にOECD移転価格ガイドラインに組み込まれた、各国選択制の利益Bを基に、MLC参加国による義

務的な利益B（「利益B枠組み」）に関する議論が継続中。残存論点は、以下のとおり。
 MLCと利益Bの関係性の反映⽅法
 利益Bに係る紛争のリスクが低い国を（利益Bの対象から）除外する基準
 既存の（定量的）基準に加えて選択的に適⽤される、定性的基準の詳細
 現在の利益率表の適⽤が不適当な結果に繋がると考える少数国の懸念への対応

※上記に加え、「『第１の柱』パッケージの早期妥結のため、利益Bの枠組みにおける、残り少ない論点を解消すべく交渉
を続けるとともに、交渉妥結後に、MLCの速やかな実施を⽀援する準備ができるようコミットし続ける。」旨の記載有。

14

（参考）「第１の柱」の多数国間条約案における廃⽌対象の既存措置の概要

デジタル・サービス税
• 対象ビジネスの域内売上に３％を課税。
• 2019年１⽉施⾏。同措置に反対する⽶国に配慮し、
2020年1⽉に徴税を2020年末まで延期することを決定。
その後徴税を再開。フランス

デジタル・サービス税
• 域内のオンライン広告売上に５％を課税。
• 2019年10⽉法案が可決。2020年１⽉施⾏。オーストリア

デジタル・サービス税
• 対象ビジネスの域内売上に２％を課税。
• 2020年４⽉施⾏。

英国

デジタル・サービス税
• 対象ビジネスの域内売上に３％を課税。
• 2020年10⽉法案が可決。2021年１⽉施⾏。

スペイン

平衡税（オンライン広告サービス）
（Equalisation Levy）
• 2016年４⽉から外国法⼈に⽀払うオンライン広告等の
⽀払いに６％を源泉徴収していたが、2025年４⽉１⽇
以降の取引に対しては適⽤しない。

平衡税（電⼦商取引）
（Equalisation Levy）
• 2020年４⽉からeコマースの提供等を⾏う外国法⼈の売
上に２％を課税していたが、2024年８⽉１⽇以降の取
引に対しては適⽤しない。

インド

デジタル・サービス税
• 対象ビジネスの域内売上に7.5％を課税。
• 2019年12⽉公布。2020年３⽉施⾏。トルコ

デジタル・サービス税
• 対象ビジネスの域内売上に３％を課税。
• 2020年１⽉施⾏。イタリア

○ 「第１の柱」の多数国間条約の発効⽇から６か⽉の期間が満了した時以後に開始する最初の年の初⽇からデジタル・サービス
税等を適⽤することができない。

デジタル・サービス税
• 対象ビジネスの域内売上に３％を課税。
• 2020年１⽉施⾏。チュニジア

デジタル・サービス税
• 対象ビジネスの域内売上に３％を課税。
• 2024年6⽉施⾏（2022年に遡って適⽤）。
• 2025年６⽉29⽇、同⽉30⽇納付期限の初回徴収を
停⽌し、DST法を廃⽌することを表明。カナダ

13

（14ページ）
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国連

≪B国≫

国外関連取引
（商品の卸売）

従来の移転価格税制の適⽤例

≪A国≫

利益B:移転価格税制の適⽤に係る簡素化・合理化のイメージ

親会社

⽐較できる取引等から
独⽴企業間価格を算定

≪B国≫
【国内で販売活動】

国外関連取引
（商品の卸売）

⼦会社

利益Ｂの適⽤例

グループ外顧客

≪A国≫

産業分類や財務指標に応じて
予め定められた利益率を使⽤

親会社

○ 利益Ｂは、グローバル化に伴う移転価格税制に係る紛争の増加等に対応し、税の安定性を⾼めるため、販売会社による卸売販
売等の単純な取引について、産業分類や財務指標に応じて予め定められた共通の利益率を⽤いることにより、移転価格税制の
適⽤の簡素化・合理化を図るもの。

※ 移転価格税制とは、クロスボーダー取引について、海外の関連企業との間の取引（国外関連取引）を通じた所得の海外移転を防⽌するための措置。
関連者間における価格を、第三者と取引した場合の価格（独⽴企業間価格）と同⽔準の価格に引き直すことで、取引価格を是正する。

【国内で販売活動】

⼦会社 グループ外顧客

2024年２⽉公表
ガイダンス⽂書参照

15
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Ⅱ 第2の柱（グローバル・ミニマム課税）
情報交換 等

【経緯と現状】
⃝ 2023年、国連総会において、国際租税協⼒に関する決議。枠組条約の交渉に向けた基本的事項（ToR）案の策定等を要請。
⃝ 2024年12⽉、国連総会において、早期議定書の１つめのトピック等を含むToR案を含む決議案が採択（※1）。

（※1）国連総会の採択に対する投票の内訳
賛成︓119票（アフリカ諸国、BRICS等）反対︓９票（⽶・英・加・豪・ＮＺ・韓・イスラエル・亜・⽇）棄権︓43票（EU諸国、スイス、⼟、UAE等）

○ 2025年２⽉、枠組条約交渉の準備会合において、早期議定書の２つめのトピック及び交渉の意思決定⼿続が決定（※2, 3）。
（※2）意思決定⼿続を単純多数決等に基づくものとする議⻑提案に対し、コンセンサスのみに基づくものとする修正提案を英・仏等が提出したが、否決

され（賛成42票（⽇を含む先進国等）、反対98票、棄権10票）、議⻑提案通り可決。
（※3）⽶国は、準備会合初⽇に今後の交渉から離脱する旨表明。

○ 2025年8⽉、 国連政府間交渉委員会において、枠組条約及び早期議定書の正式交渉を開始。

国連における国際租税協⼒に係る議論について

【準備会合における決定事項】
早期議定書のトピック
⃝ ２つめの早期議定書のトピックは「租税に関する紛争の予防・解決」とする。

※ １つめのトピックは「デジタル化・グローバル化経済における国境を越えた役務の提供から⽣じる所得の課税」。
今後の交渉の意思決定⼿続
⃝ 交渉委員会は、コンセンサスに⾄る努⼒を尽くすものとする。
⃝ 議定書にかかる決定については、コンセンサスに⾄る努⼒を尽くしたとビューロ（各地域の代表国による会議体）が勧奨した場合のみ

投票へ進むこととし、２／３の多数決により決する。
⃝ 枠組条約本体など、その他の決定については単純多数決とする。

【今後の⽇程】
⃝ 2025年〜2027年に、少なくとも毎年３回の政府間交渉委員会を開催し、枠組条約と２つの早期議定書を策定。

国連総会の第82回会合第１四半期（2027年９⽉〜12⽉）に提出。
17
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○ 年間総収⼊⾦額が7.5億ユーロ（約1,208億円）以上の多国籍企業が対象。⼀定の適⽤除外を除く所
得について各国ごとに最低税率15％以上の課税を確保する仕組み。

同⼀グループ関連企業

同⼀グループ関連企業

≪日日本本(通常の税率)≫

子子会会社社等等

親親会会社社
子子会会社社等等

日本
税務当局

親親会会社社等等
関関連連企企業業日本

税務当局

≪ＸＸ国国≫

所得合算ルール（IIIIRR))

軽課税所得ルール（UUTTPPRR))

⼦会社等の税負担が
最低税率（15％）に⾄るまで課税

親会社等の税負担が
最低税率（15％）に⾄るまで課税

同⼀グループ関連企業
日本

税務当局

国内ミニマム課税（QQDDMMTTTT))

※ 令和５年度改正にて創設。
※ 令和6，7年度改正でも制度の明確化等の観点から
⾒直し。

※ 2024年4⽉より施⾏（注）。

Ｘ国
税務当局

⾃国に所在する事業体の税負担が
最低税率（15％）に⾄るまで課税

15％未満
の軽課税
の場合

15％未満
の軽課税
の場合

15％未満の
軽課税の場合

第２の柱（グローバル・ミニマム課税）

※日本でQDMTTが課税された場合、
IIR・UTPRの課税は行われない。

※ 令和7年度改正にて創設。
※ 2026年4⽉より施⾏（注）。

※ 令和7年度改正にて創設。
※ 2026年4⽉より施⾏（注）。

（注）申告期限は対象会計年度の終了から１年３⽉後（ただし、初回に限り１年６⽉後）。 20

第２の柱

（20ページ）

（19ページ）



―13―

軽課税所得ルールの概要

【軽課税所得ルール (UTPR: Undertaxed Profits Rule)】
• ⼦会社等の所在地国で当該⼦会社等に対して、グループ内の親会社
等の実効税率が最低税率15％に⾄るまで課税。

• 所得合算ルール/軽課税所得ルールのいずれも、税額の計算⽅法は
同様（右図参照）。

（税額の計算⽅法のイメージ）
税率

課税
ベース

最低税率
15%

グループ内会社等の
所在地国の実効税率

グループ内会社等が
所在地国で⽀払う租税

最低税率15％までの
上乗せ課税部分

【適⽤除外】
課税ベースから有形資産と⽀払給与額の⼀定割合を除外

（※）導入当初は有形資産（簿価）の8%、支払給与額の10%とし、
いずれも10年間で5%まで逓減

（参考）所得合算ルール (IIR: Income Inclusion Rule)
• 親会社等の所在地国で当該親会社等に対して、グループ内の⼦会社等の実効税率が最
低税率15％に⾄るまで課税。

 軽課税所得ルールは、多国籍企業グループについて最低税率15％以上の課税を確保するため、親会社等に課
税する所得合算ルールを補完して、⾃国に所在する⼦会社等に課税する仕組み。

 所得合算ルールの導⼊国にある親会社等と軽課税国にある⼦会社等を⼊れ替えることによる課税の潜脱を防
ぐもの。

22

所得合算ルール (IIR: Income Inclusion Rule) のイメージ

○ 軽課税国に所在する⼦会社等の税負担が国際的に合意された最低税率(15%)に⾄るまで、
親会社の所在する国において課税を⾏う制度

（※）所得合算ルールの課税ベースは、調整された財務諸表の税引前利益を使用

⼦会社等が居住地国
で⽀払う租税

子会社等居住地国
の実効税率

合合意意さされれたた最最低低税税率率
（（15%））

親会社居住地国の
法人税率

（日本の場合、29.74%（国・地方））

税税率率
国際的に合意された最低税率までの
「上乗せ（トップアップ）課税」部分

（適⽤除外が考慮された⼦会社等の例）

課課税税ベベーースス（（※※））

適適用用除除外外

所得合算ルールの対象から、
有形資産と⽀払給与の⼀定割合を除外

有形資産（簿価）と支払給与の5%
（導入当初は有形資産（簿価）の8%、支払給与の10%とし、

10年間で5%まで逓減）

21
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第第一一 令令和和７７年年度度税税制制改改正正のの基基本本的的考考ええ方方

３． 経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し

（３）経済のグローバル化・デジタル化への対応

① 新たな国際課税ルールへの対応

（前略）

このうち、グローバル・ミニマム課税（「第２の柱」）については、わが国企業の国際競争力の維持及び向上につながるもので

あり、令和７年度税制改正においても国際合意に則り、軽課税所得ルール（ＵＴＰＲ：Undertaxed Profits Rule）及び国内ミニ

マム課税（ＱＤＭＴＴ：Qualified Domestic Minimum Top-up Tax）の法制化を行う。適用開始時期は、対象企業の準備期間を確

保する観点等から、いずれも令和８年４月以後に開始する対象会計年度とする。あわせて、ＯＥＣＤにより発出されたガイダンス

の内容等を踏まえ、制度の明確化等の観点から所要の見直しを行う。引き続き令和８年度以降の税制改正において、今後発出され

るガイダンスの内容等を踏まえた見直しを検討するとともに、「第２の柱」との関係を踏まえて適正な課税を確保する観点から既

存の税制について必要な検討を行う。

外国子会社合算税制については、国際的なルールにおいても「第２の柱」と併存するものとされており、「第２の柱」の導入以

降も、外国子会社を通じた租税回避を抑制するための措置としてその重要性は変わらない。他方、「第２の柱」の導入により対象

企業に追加的な事務負担が生じること等を踏まえ、令和７年度税制改正においても引き続き見直しを行う。令和８年度以降の税制

改正においては、「第２の柱」の実施等に伴う環境の変化を踏まえつつ、国際的な経済活動により生じる課税上の問題に適正に対

処する観点等から必要な検討を行う。

「２本の柱」の解決策のうち「第１の柱」については、市場国への新たな課税権の配分等に関する多数国間条約の早期署名に向

けて、引き続き国際的な議論に積極的に貢献することが重要である。今後策定される多数国間条約等の規定を基に、わが国が市場

国として新たに配分される課税権に係る課税のあり方、地方公共団体に対して課税権が認められることとなる場合の課税のあり方、

条約上求められる二重課税除去のあり方等について、国・地方の法人課税制度を念頭に置いて検討する。移転価格税制の適用に係

る簡素化・合理化については、今後、国際的な議論及び各国の動向を踏まえて対応を検討することとし、当面は実施しない。他国

が本簡素化・合理化を実施する場合については、現行法令及び租税条約の下、国際合意に沿って対応する。

（後略）

令和７年度与党税制改正⼤綱（抜粋）

24

国内ミニマム課税の概要

国内ミニマム課税（QDMTT: Qualified Domestic Minimum Top-up Tax）は、多国籍企業グループに属す
る⾃国内の会社等について、他国の所得合算ルール/軽課税所得ルールに優先し、国内の実効税率が最低税
率15％に⾄るまで課税する仕組み。
国際合意に沿った国内ミニマム課税を導⼊していれば、他国から⾒た⾃国内の会社等に係る15％に満たな

い部分の⾦額（上乗せ税額）はゼロとみなされる。
他国において軽課税所得ルールに係る税務申告が必要になる場合でも、現地法令に基づいて求められる⾃

国の実効税率や上乗せ税額の計算は⼀律に不要になる。

（⽇本に最終親会社等がある多国籍企業グループのイメージ）

最終親会社

⼦会社A ⼦会社B ⼦会社C

実効税率計算 実効税率計算 実効税率計算

X国 Y国 Z国

⽇本
（国際合意に沿った国内ミニマム課税を導⼊）

現地の軽課税所得ルールにおける
⽇本の実効税率等の計算が⼀律不要に

23
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IIR・QDMTTの適格国リスト（2025年8⽉時点）
○ IFは、各国国内法のモデルルール等への整合性（コモンアプローチ）を確保する観点から、IIR・QDMTTについ
て、暫定適格レビューを実施。2025年1⽉、適格国リストが公表され、⽇本のIIRの適格性が認定。同年8⽉、
適格国リストが更新され、⽇本のQDMTT及びQDMTT SHの適格性が認定。

＜IIR適格国＞
オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、
ジブラルタル、ギリシャ、ガーンジー、ハンガリー、アイルランド、マン島、イタリア、ジャージー、
リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、オランダ、北マケドニア、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、
ルーマニア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス

欧州

インドネシア、⽇本、韓国、マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナムアジア
オーストラリア、ニュージーランドオセアニア
カナダ北⽶・中南⽶
南アフリカアフリカ

＜QDMTT/QDMTT SH適格国＞
オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、
ジブラルタル、ギリシャ、ガーンジー、ハンガリー、アイルランド、マン島、イタリア、
リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、オランダ、北マケドニア、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、
ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス

欧州

インドネシア、⽇本、マレーシア、シンガポール、タイ、アラブ⾸⻑国連邦、ベトナムアジア
オーストラリアオセアニア
バルバドス、ブラジル、カナダ北⽶・中南⽶
南アフリカアフリカ

（注）下線は、IIRかQDMTTいずれかのリストにのみ掲載された国。 26

グローバル・ミニマム課税に関するOECDのルール等（IFで承認されたもの）

2021年12⽉ GloBEモデルルール

2022年３⽉ コメンタリー

2023年12⽉ 執⾏ガイダンス③

2023年７⽉ 執⾏ガイダンス②、GloBE情報申告書

2024年６⽉ 執⾏ガイダンス④

引き続き、継続的に議論

2022年12⽉ セーフハーバー、GloBE情報申告書・税の安定性パブコン

2023年２⽉ 執⾏ガイダンス①

2025年１⽉ 執⾏ガイダンス⑤、GloBE情報報告書、適格国リスト（IIR、QDMTT）

25

（26ページ）
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UTPR セーフハーバー

 令和７年12⽉31⽇までに開始する対象会計年度において、多国籍企業グループの最終親会
社の所在地国の法⼈所得税の名⽬税率が20％以上（地⽅税も勘案可）であるときは、
UTPRトップアップ税額には、当該最終親会社の所在地国に係る部分の⾦額を含まない。

最終親会社
(軽課税)

X 社

A国
名⽬税率

20%

B国 X国

Y 社
（軽課税)

適格UTPR
導⼊国

UTPRトップアップ税額
に含む

UTPRトップアップ税額
に含まない

税務当局

UTPR課税

A国は最終親会社所在地国であり、名⽬税率が20％以上
→UTPRセーフハーバーを適⽤

B国は最終親会社所在地国ではない
→UTPRセーフハーバーは適⽤されない

2023年7⽉公表
ガイダンス⽂書参照

28

 執行関連公表物の作成
 パンフレット（改正のあらまし） 【2023年４月】

 令５法令解釈通達 【2023年９月】、Q&A【2023年12月】

 令５法令解釈通達趣旨説明【2024年４月】

 課税申告書様式【2024年５月】

 GIR記載要領【2024年６月】

 令６法令解釈通達【2024年８月】、 Q&A（改訂）【2025年１月】

 令６法令解釈通達趣旨説明【2024年11月】

 パンフレット⑵（改正のあらまし）【2025年４月】

 GIR記載要領（改訂）【2025年６月】

 GIR記録要領、記録手順【2025年９月】

 潜在的な納税者に対する周知
 経済団体等に対する説明会

国税庁ホームページ「グローバル・ミニマム課税関係」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/global-minimum/index.htm

グローバル・ミニマム課税に関する周知・広報活動

27

（28ページ）
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外国⼦会社合算（CFC）税制

次の要件の全てを満たすこと。
 CbCRにおける国別の総収⼊⾦額が1,000万ユーロ未満
 CbCRにおける国別の税引前当期利益の額が100万ユーロ 未満

次の式で計算される簡素な実効税率が15〜17%以上であること。

簡素な実効税率 ＝
連結等財務諸表に係る法⼈税等
及び法⼈税等調整額の国別合計額簡素な実効税率 ＝ CbCRにおける国別の

税引前当期利益の額

グローバル・ミニマム課税制度には、制度導⼊当初における多国籍企業グループのコンプライアンスコスト軽減の観点から、⼀定期間
のみ暫定的に適⽤できる移⾏期間CbCRセーフハーバーが存在。国別報告事項に係る情報（CbCR:多国籍企業グループの国別
の所得・納税額の配分等、多国籍企業グループの国別の活動状況に関する情報）を計算の⼀部で使⽤するもの。

2026年12⽉31⽇以前に開始し、2028年６⽉30⽇以前に終了する会計年度のみ適⽤可。わが国においては令和5年度改正
において措置済み。

移⾏期間CbCRセーフハーバーの制度終了後にGloBEルールの本則計算の適⽤によるコンプライアンスコストの⼤幅な増加を避ける
ため、GloBEルールによる計算を基礎として、信頼性を損なわずに複雑な計算を簡略化する恒久的セーフハーバーについて、議論が
⾏われている。

CbCRにおける国別の税引前当期利益の額が、実質ベースの所得除外
額以下であること。

恒久的セーフハーバー移⾏期間(暫定的)CbCRセーフハーバー

デミニマス要件

簡素な実効税率要件

通常利益要件

令和5年度
改正で措置済み

移⾏期間CbCRセーフハーバーと恒久的セーフハーバー

次の要件のいずれかを満たした国⼜は地域のトップアップ税額を零とみなす。 次の要件のいずれかを満たした国⼜は地域のトップアップ税額を零とみなす。

※１ 上記は2022年12⽉公表ガイダンス⽂書に記載の枠組み。
※２ 「簡素な計算」については、将来の執⾏ガイダンスで提⽰予定。

2022年12⽉公表
ガイダンス⽂書参照

次の要件の全てを満たすこと。
 「簡素な計算」に基づく国別平均収⼊が1,000万ユーロ未満
 「簡素な計算」に基づく国別の平均所得・損失額が100万ユーロ未満

次の式で計算される簡素な実効税率が15%以上であること。

「簡素な計算」に基づく
国別調整後対象租税額

「簡素な計算」に基づく
国別グループ純所得の額

「簡素な計算」に基づく国別グループ純所得の額が実質ベースの所得除外額
以下であること

デミニマス要件

簡素な実効税率要件

通常利益要件

29
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第第一一 令令和和７７年年度度税税制制改改正正のの基基本本的的考考ええ方方

３． 経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し

（３）経済のグローバル化・デジタル化への対応

① 新たな国際課税ルールへの対応

（前略）

このうち、グローバル・ミニマム課税（「第２の柱」）については、わが国企業の国際競争力の維持及び向上につながるもので

あり、令和７年度税制改正においても国際合意に則り、軽課税所得ルール（ＵＴＰＲ：Undertaxed Profits Rule）及び国内ミニ

マム課税（ＱＤＭＴＴ：Qualified Domestic Minimum Top-up Tax）の法制化を行う。適用開始時期は、対象企業の準備期間を確

保する観点等から、いずれも令和８年４月以後に開始する対象会計年度とする。あわせて、ＯＥＣＤにより発出されたガイダンス

の内容等を踏まえ、制度の明確化等の観点から所要の見直しを行う。引き続き令和８年度以降の税制改正において、今後発出され

るガイダンスの内容等を踏まえた見直しを検討するとともに、「第２の柱」との関係を踏まえて適正な課税を確保する観点から既

存の税制について必要な検討を行う。

外国子会社合算税制については、国際的なルールにおいても「第２の柱」と併存するものとされており、「第２の柱」の導入以

降も、外国子会社を通じた租税回避を抑制するための措置としてその重要性は変わらない。他方、「第２の柱」の導入により対象

企業に追加的な事務負担が生じること等を踏まえ、令和７年度税制改正においても引き続き見直しを行う。令和８年度以降の税制

改正においては、「第２の柱」の実施等に伴う環境の変化を踏まえつつ、国際的な経済活動により生じる課税上の問題に適正に対

処する観点等から必要な検討を行う。

「２本の柱」の解決策のうち「第１の柱」については、市場国への新たな課税権の配分等に関する多数国間条約の早期署名に向

けて、引き続き国際的な議論に積極的に貢献することが重要である。今後策定される多数国間条約等の規定を基に、わが国が市場

国として新たに配分される課税権に係る課税のあり方、地方公共団体に対して課税権が認められることとなる場合の課税のあり方、

条約上求められる二重課税除去のあり方等について、国・地方の法人課税制度を念頭に置いて検討する。移転価格税制の適用に係

る簡素化・合理化については、今後、国際的な議論及び各国の動向を踏まえて対応を検討することとし、当面は実施しない。他国

が本簡素化・合理化を実施する場合については、現行法令及び租税条約の下、国際合意に沿って対応する。

（後略）

令和７年度与党税制改正⼤綱（抜粋）

32

⽇本企業Ａ国企業

○ 我が国の内国法⼈等が、実質的活動を伴わない外国⼦会社等を利⽤する等により、我が国の税負担を軽減・回避する⾏為に対処
するため、外国⼦会社等がペーパー・カンパニー等である場合⼜は経済活動基準のいずれかを満たさない場合には、その外国⼦会社等
の所得に相当する⾦額について、内国法⼈等の所得とみなし、それを合算して課税（会社単位での合算課税）。

○ また、外国⼦会社等が経済活動基準を全て満たす場合であっても、実質的活動のない事業から得られる所得（いわゆる受動的所
得）については、内国法⼈等の所得とみなし、それを合算して課税（受動的所得の合算課税）。

※ ただし、事務負担に配慮し、外国⼦会社等の租税負担割合が⼀定（ペーパー・カンパニー等は27％、それ以外の外国⼦会社等は
20％）以上の場合には合算課税の適⽤を免除。

外国⼦会社合算税制について

経済活動基準
① 事 業 基 準︓主たる事業が株式の保有等でないこと
② 実 体 基 準︓本店所在地国に⼀定の固定施設を有すること
③ 管理⽀配基準︓本店所在地国において事業の管理等を⾃ら⾏っていること
④ 所在地国基準︓主として本店所在地国で事業を⾏っていること
⼜は⾮関連者基準︓主として⾮関連者との間で事業を⾏っていること

使⽤料20

⼦会社
所得20

Ａ国企業

⽇ 本 Ａ 国

右図を例にとると、本制
度は、⼦会社所得20
を、⽇本の親会社の所
得に合算する制度

⽇本企業
所得20

⽇ 本 Ａ 国
無形資産の
使⽤許諾

使⽤料20

Ｂ 国

無形資産の
使⽤許諾

外国⼦会社等を利⽤しない場合 外国⼦会社等を利⽤した場合

無形資産
の移転

31
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外国⼦会社合算税制に係る所得の合算時期の⾒直し

【改正事項】
 外国⼦会社合算税制（CFC税制）における外国関係会社に係る課税対象⾦額等の合算時期について、その外国関係会社の事業年度終了
の⽇の翌⽇から４⽉（現⾏︓２⽉）を経過する⽇を含む内国法⼈（親会社）の事業年度とする改正を⾏った。

（注）内国法⼈の令和７年４⽉１⽇前に開始した事業年度に係る外国関係会社の課税対象⾦額等（外国関係会社の令和６年12⽉１⽇から令和７年１⽉31⽇ま
での間に終了する事業年度に係るものに限る。）について、その外国関係会社の事業年度終了の⽇の翌⽇から４⽉を経過する⽇を含むその内国法⼈の
同年４⽉１⽇以後に開始する事業年度において外国⼦会社合算税制の適⽤を受けることができる経過措置を講じている。

《改正前》現⾏のCFC税制では、外国関係会社の所得は、その事業年度終了の２か⽉後に内国法⼈（親会社）に合算して課税される。
→12⽉決算の外国関係会社を持つ３⽉決算の親会社にとって、期末直前に外国関係会社の所得が合算される。

外国関係会社
（12⽉決算） Y1年12⽉期 Y2年12⽉期

親会社
（３⽉決算） Y2年3⽉期 Y3年3⽉期

Y1年 Y2年

２か⽉後に合算

Y1年12⽉期 Y2年12⽉期

Y2年3⽉期 Y3年3⽉期 Y4年3⽉期

Y1年 Y2年

《改正後》外国関係会社の所得が親会社に合算して課税される時期を、外国関係会社の事業年度終了の４か⽉後に伸⻑する。

外国関係会社
（12⽉決算）

親会社
（３⽉決算）

期末直前に所得合算が⽣じることで
過重な事務負担が発⽣

期末直前に合算が⽣じる状況を解消

２か⽉後に合算

４か⽉後に合算 ４か⽉後に合算

34

 グローバル・ミニマム課税（「第２の柱」）について、軽課税所得ルール（UTPR）/国内ミニマム課税（QDMTT）の導⼊等により対象企
業に追加的な事務負担が⽣じること等を踏まえ、令和５年度及び令和６年度に引き続き、令和７年度税制改正においても⾒直しを⾏った。

【令和５年度改正事項】
① 適⽤免除要件である租税

負担割合の閾値引下げ
30％→27％

【令和６年度改正事項】
ペーパーカンパニー特例の要件のうち「収⼊割合要件」につい
て、外国関係会社の収⼊がゼロの場合には満たすことができな
かった点を改正により⾒直し。

【令和７年度改正事項】
① 外国関係会社に係る所得の合算時期の⾒直し

外国関係会社の事業年度終了の⽇の翌⽇から「２⽉を経過する⽇」→「４⽉を経過する⽇」。
② 書類添付・保存義務の緩和︓⼀定の書類を添付・保存義務の対象から除外

27％
未満

収⼊がゼロの場合に必要だった租税負担割合の計算と、そのた
めの情報収集等の作業に係る事務負担が軽減

租税負担割合の確認が
必要な外国⼦会社数が減少

② 合算⾦額がないなどの
⼀定の部分対象外国関
係会社について、書類
添付義務を保存義務に
緩和

③ 書類添付義務を課され
ている外国関係会社に
関する書類の記載内容
を⼀部⾒直し

添付書類の作成等に係る
事務負担が軽減

→12⽉決算の外国⼦会社を持つ３⽉決算親会社において、所得合算から申告までの間に⼗分な
期間が確保され、申告準備に係る事務負担が分散・軽減される（①）とともに、添付書類作成
に係る情報収集等の作業に係る事務負担が軽減（②）。

外国子会社合算税制（CFC税制）の見直し（令和７年度改正）

33
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［日本から外国への情報提供のイメージ］ 【報告制度】

≪OECD、G20での議論≫

○ 暗号資産等を利用した脱税等のリスクが顕在化したことを受け、2022年、OECDは、各国の税務当局が自国の暗号資産交
換業者等から報告される非居住者の暗号資産等取引情報を租税条約等に基づいて税務当局間で自動的に交換するための国
際基準（Crypto-Asset Reporting Framework;｢CARF｣)を策定し、承認・公表。

○ 2023年、G20首脳宣言が、「税の透明性と情報交換に関するグローバル・フォーラム（｢GF｣：172か国・地域が参加する
OECDの関連組織）」に対し、2027年の情報交換開始を原則とするCARF実施スケジュールの検討を要請。

≪上記議論を受けた日本の対応≫

○ 暗号資産交換業者等による、非居住者の暗号資産等取引情報の報告制度を整備。

○ 暗号資産交換業者等の準備期間を考慮し、2024年立法→2026年施行→2027年初回情報交換（2026年分の取引情報）のス
ケジュールとする。

１．暗号資産等取引実施者は、その者の居住地国等の情報を記載した届出
書を暗号資産交換業者等に提出

２．暗号資産交換業者等は、一定の条約相手国を居住地国とする暗号資産
等取引実施者の取引情報等を国税庁に報告

３．報告制度の実効性を確保するため、以下の事項を整備

⑴ 暗号資産等取引実施者の居住地国の特定に関する記録の作成・保存
義務

⑵ 暗号資産交換業者等の報告に関する調査のための質問検査権

⑶ 報告事項の提供回避を主たる目的とする行為等に対する特例

⑷ 罰則（届出書の不提出、暗号資産交換業者等の不報告、調査に係る
検査忌避等）

４．令和８年（2026年）１月１日から適用

（注）暗号資産交換業者等から報告を受けた情報は、租税条約等の情報交換に係
る規定及び租税条約等実施特例法の規定に基づき、条約相手国に提供。

⾮居住者に係る暗号資産等取引情報の⾃動的交換のための報告制度の整備等

36

情報交換
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BEPS包摂的枠組み（Inclusive framework on BEPS）参加国・地域 （2024年10⽉現在）

38

参考資料
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40

X国（最終親事業体所在地国）

通常利益

残余利益
二重計上
調整

Y国（市場国）

Z国（⼆重課税除去国）

通常利益

残余利益

残余利益

通常利益
（収⼊の10%）

費⽤等

収⼊に応じて
市場国に配分されうる利益A

既に課税

既に課税
新たに課税

Ｙ国に割当 ⼆重課税除去
税務当局

税務当局①

① グローバル企業グループ全体の収⼊から、市場国（Ｙ国）に配分されうる利益Ａの⾦額を算定。
② 市場国（Ｙ国）におけるグループの利益には、市場国（Ｙ国）において既に計上され、課税対象となっている利益Ａ

が含まれることから、その⾦額を①の⾦額から減額（⼆重計上調整）。
③ ⼀⽅、新たに市場国（Ｙ国）に配分される利益Ａについては、他国（Ｚ国）において既に課税対象となっている利益

であるため、Ｚ国において⼆重課税除去を実施。

②

③

配分利益
（利益A）

（残余利益の25%）

「第１の柱」の多数国間条約案の適⽤イメージ

「国際租税協⼒に関するG20閣僚リオデジャネイロ宣⾔」の概要

今後の対応の⽅向性

• 可能な限り早期に多数国間条約に署名するため、第１の柱の迅
速な最終化に引き続きコミット。

• 第２の柱のグローバル・ミニマム課税（GloBE）ルールの実施を
⽀援。

• 「２本の柱」の解決策の最終化及び迅速な実施に向けたコ
ミットメントを確認。

• 第１の柱の交渉は、多数国間条約の署名開放を可能とする
ため、移転価格税制の執⾏の簡素化・合理化（利益B）の
枠組みの残る論点の解決により、迅速な妥結を奨励。

• 第２の柱の実施は、利益移転と法⼈税率引下げ競争の可
能性を限定し、国際課税を取り巻く状況を安定化させる。

２本の柱

• ①広範なコンセンサスに達することによる包摂的で効果的な国際
租税協⼒の促進、②合意に達しやすい課題を優先、③DRMの
向上と能⼒開発に焦点を当てることの重要性を強調。

• 他の国際機関における既存の成果、プロセス、進⾏中の作
業を基礎とし、不必要な努⼒の重複を避けるよう努める。国連枠組条約

交渉に向けた議論

• 各国の課税主権を尊重しつつ、超富裕層への効果的な課税（注）

のために協⼒し、G20等で議論を継続。

• 暗号資産の報告制度等の迅速な実施及び税⽬的の不動産関
連の情報を⾃主的に交換する可能性をOECDで検討。

• 技術⽀援の強化はDRMの促進に不可⽋であり、税の能⼒開発
の枠組強化を求める。

• 累進課税は、国内の格差を是正し、SDGsの達成を促進する
ための重要な⼿段。国内税制改⾰と国際租税協⼒は、効果
的で公平かつ累進的な税政策を推進するために重要。

• 租税回避や脱税は依然として課題であり、暗号資産や不動
産に関連する情報を含め、税の透明性を⾼めることが重要。

• 各国は、税の能⼒開発の促進等による、税執⾏の有効性の
向上のために取り組む。

SDGs達成の
ための⽅策

基本的な考え⽅

 2024年7⽉25・26⽇開催のG20財務⼤⾂・中央銀⾏総裁会議（議⻑国︓ブラジル）において、「国際租税協⼒に関するG20
閣僚リオデジャネイロ宣⾔」が採択された。宣⾔の主な内容は以下の通り。
１．「2本の柱」の解決策の最終化及び迅速な実施へのコミットメントを確認。
２．国際租税協⼒に関する国連枠組条約の交渉に向けた指針の議論にあたっての留意点として、広範なコンセンサスの重要性等を
指摘。

３．不平等是正を含む持続可能な開発⽬標（SDGs）達成のための⽅策として、国内資⾦動員（DRM）の向上、累進課税の
強化、超富裕層への効果的な課税の促進（注）等を提案。

（注）仏経済学者ズックマン⽒は、超富裕層に対するグローバル・ミニマム課税（世界総資産10億ドル超を保有する個⼈を対象とし、対資産額最低2％を課税）の導⼊を提案。 39

（40ページ）

（39ページ）
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MLC発効のために各国・地域が持つポイントの割合

ポイントの割合（注）国・地域
48.6%⽶国
9.4%中国
8.8%⾹港
5.6%フランス
4.9%英国
4.7%⽇本
4.5%ドイツ
3.4%スイス
2.1%アイルランド
1.5%インド
1.5%オランダ
1.5%スペイン
1.1%韓国
0.9%ベルギー
0.6%カナダ
0.4%デンマーク
0.2%サウジアラビア
0.2%メキシコ
0.0%その他
100.0%合計

（注）四捨五⼊の関係上、計数の和が合計値と⼀致していない。 42

「第１の柱」の多数国間条約案の概要（2023年10⽉公表）

○市場国への新たな課税権配分ルール（利益Ａ）
【課税対象】
• 全世界収⼊が200億ユーロ（約3.3兆円）超、かつ、利益率が10%超のグローバル企業グループ。
※ 規制された⾦融機関、採掘事業、防衛事業、外国事業が僅少で国内メインの企業等は除外。

• 収⼊閾値について条約発効7年後にレビューを⾏い、円滑な制度の実施を条件として100億ユーロ（約1.7兆円）に引下げ。

【配分割合】
• 収⼊の10%を超える残余利益の25%を、ネクサス（課税上のつながり）を有する市場国に配分。

【ネクサス（課税上のつながり）】
• 市場国での100万ユーロ（約1.7億円）以上の収⼊。
※ GDPが400億ユーロ（約6.6兆円）未満の国は25万ユーロ（4,150万円）以上の収⼊。

【税の安定性】
• グローバル企業グループに対して、利益Ａの適⽤について安定性（税務当局がその課税関係について変更を加えることがない状
態）を付与し、多数国間の紛争を未然に防⽌するメカニズム等を提供。

【⼀⽅的措置】
• 多数国間条約の締約国は、全ての企業に対する既存のデジタル・サービス税及びその他の関連する類似の措置を廃⽌し、また、
将来にわたり導⼊しないよう所要の措置を定める。

【発効要件】
• Critical Massを満たす国の承認が必要→利益Aの対象となるグローバル企業グループの数を最終親事業体の所在地国別に
指数化したポイント数で６０％以上を占める３０以上の国が条約を承認した後、これらの国が所要の⼿続により条約発効⽇を
決定。

備考︓１ユーロ＝166円で換算（裁定外国為替相場2025年8⽉適⽤）。端数は四捨五⼊。
41

（42ページ）

（41ページ）
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44

利益Bの価格適⽤表

- 産業分類(横軸)や財務指標(縦軸)に応じて予め定められた利益率を使⽤

2024年２⽉公表
ガイダンス⽂書参照

2025年1⽉1⽇以降に開始する事業年度から各国が選択適⽤適⽤開始時期

簡素化・合理化アプローチの適⽤を選択した国
（例︓当局のリソースや⽐較対象企業の情報が不⾜する国等）

適⽤国

適⽤国が、いずれかの⽅法を選択可能
①納税者による任意適⽤
②原則適⽤

執⾏⽅法

適⽤国における簡素化・合理化アプローチの結果に相⼿国は拘束されない適⽤国の相⼿国における効果

原則として、⼆国間租税条約に基づく相互協議にて、対応的調整を⾏う⼆重課税排除の⽅法

43

利益B︓執⾏⽅法 2024年２⽉公表
ガイダンス⽂書参照

（44ページ）

（43ページ）
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GloBE (Global Anti‐Base Erosion)ルルーールル（（ググロローーババルル・・ミミニニママムム課課税税））のの概概要要

GloBEルール適⽤プロセス

多国籍企業グループがGloBEルールの適⽤対象かを判定し、グループを構成する事業体（構成事業体）とその所在地国を特定。

Step1︓適⽤対象となるグローバル企業グループ及び構成事業体(Constituent Entity)の特定

財務諸表上の純損益からスタートし、⼀定の調整等を通じて各構成事業体のGloBE所得・損失を決定。
Step2︓GloBE所得・損失(GloBE Income or Loss)の決定

国・地域別のETRを計算し、最低税率（15%）を下回る国・地域について、各構成事業体のトップアップ税額を計算。
Step4︓実効税率(ETR)及びトップアップ税額(Top up Tax)の計算

財務諸表上の対象租税(Covered Taxes)を特定し、⼀定の調整等を通じて各構成事業体の調整後対象租税を決定。

Step3:調整後対象租税(Adjusted Covered Taxes)の決定

Step4のトップアップ税額の割当てを受けた国・地域において、IIR/UTPRによって課税。
Step5︓所得合算ルール(IIR)と軽課税所得ルール(UTPR)の適⽤

一国・地域の
GloBE純所得

一国・地域の
実効税率（ETR）

一国・地域のトップアップ税率
（=最低税率（15％） ‐ ETR） 一国・地域のトップアップ税額

（=（トップアップ税率×対象所得）＋
追加当期トップアップ税額 -

適適格格国国内内ミミニニママムムトトッッププアアッッププ税税額額）
一国・地域の対象所得

（=GloBE純所得 ‐実質基準の適用除外）

一国・地域の
調整後対象租税

（（参参考考））Step4：：ETR及及びびトトッッププアアッッププ税税額額のの計計算算ププロロセセスス

46

利益B︓Pricing matrixの産業分類

45

Industry Group 3Industry Group 2Industry Group 1
 医療⽤機器
 産業機械（産業⽤、農

業⽤⾞両含む）
 産業⽤⼯具・部品

 ITハードウェア・部品
 電⼦部品・消耗品
 動物⽤飼料
 農業⽤品
 酒類・タバコ
 ペットフード
 履物・その他アパレル⽤品
 プラスチック・化学製品
 潤滑剤
 染料
 医薬品
 化粧品
 ヘルスケア・福祉製品
 家庭⽤品、家電製品
 家具
 家庭⽤・オフィス⽤消耗品
 印刷物
 製紙・梱包材
 宝飾品
 繊維製品、⽪⾰、⽑⽪
 新⾞及び中古⾞
 ⾃動⾞部品
 混合製品
 Industry Group １,３のリストにないもの

 ⽣鮮⾷料品
 ⾷料雑貨品
 家庭⽤消耗品
 建設⽤資材
 配管⽤資材
 ⾦属

2024年２⽉公表
ガイダンス⽂書参照

（46ページ）

（45ページ）
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税制関係資料

財務省主税局
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（ 4ページ）

4

一般会計税収、歳出総額及び公債発行額の推移

（注１）令和６年度までは決算、令和７年度は予算による。点線は当初予算による。
（注２）公債発行額は、平成２年度は湾岸地域における平和回復活動を支援する財源を調達するための臨時特別公債、平成６～８年度は消費税率３％から５％への引上げに先行して行った減税による租税収入の減

少を補うための減税特例公債、平成23年度は東日本大震災からの復興のために実施する施策の財源を調達するための復興債、平成24年度及び25年度は基礎年金国庫負担２分の１を実現する財源を調達するため
の年金特例公債を除いている。
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6

令和７年度税制改正の概要

 スタートアップへの投資促進や「資産運用立国」の実現に向けた環境整備
 エンジェル税制について、再投資期間を最大で２年間に延長（繰戻し還付制度の創設）。
 NISAについて、つみたて投資枠のETFの最低取引単位の見直し等により、利便性を向上。

 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
 安全保障環境が厳しさを増す中、わが国の防衛力の抜本的な強化を行うために安定的な財源を確保するという観点から、
防衛力強化に係る財源確保のための税制措置を講ずる。

 法人税は、８年４月１日以後に開始する事業年度について、法人税額から500万円を控除した上で、税率４％（法人税率

換算１％程度）の新たな付加税。
 所得税は、５年度大綱等を踏まえつつ、引き続き検討。
 加熱式たばこの課税については、紙巻たばことの間の税負担差を解消するため、２段階で適正化（８年４月、８年10月）。
国のたばこ税率は３段階で引上げ（９年４月、10年４月及び11年４月に0.5円／1本ずつ）。

 新たな国際課税ルールへの対応
 「法人税引下げ競争」に歯止めをかける観点から、国際合意に則り、グローバル・ミニマム課税（最低税率15％）の導入を完了

（軽課税所得ルール（ＵＴＰＲ）及び国内ミニマム課税（ＱⅮＭＴＴ）を法制化）。

 外国人旅行者向け免税制度の見直し
 制度の不正利用に対応するため、リファンド方式に見直し（課税で販売、事後的に消費税相当額返金）。
 免税店の事務負担軽減や外国人旅行者の利便性向上の観点から、免税販売要件の見直し。

6

5

令和７年度税制改正の概要
 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応
 物価動向を踏まえ、所得税の基礎控除を最大48万円から最大58万円に10万円引上げ。
 物価上昇や就業調整への対応として、給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に10万円引上げ。
 学生アルバイトの就業調整への対応として、19歳～22歳の子の給与収入が150万円までは親が所得控除（63万円）を受け
られる特別控除を創設。給与収入が150万円を超えた場合の控除額は段階的に逓減。

 令和７年末の年末調整から適用。
→ 衆議院修正により基礎控除の特例を創設。（課税最低限を160万円に引上げ、納税者の８割強を対象に税負担軽減）

 老後に向けた資産形成の支援
 確定拠出年金（企業型DC及びiDeCo（個人型確定拠出年金））について、企業年金の有無等によるiDeCoの拠出限度額の差
異を解消。

 賃金上昇の伸びを踏まえ、会社員（２号被保険者）の共通拠出限度額（企業型DC＋iDeCo）を7000円引上げ（月額5.5万円

→6.2万円）。この結果、企業年金のない会社員のiDeCoの拠出限度額が2.7倍に（月額2.3万円→6.2万円）。
 個人事業主（１号被保険者）についても会社員と同額の引上げ（月額6.8万円→7.5万円）。

 子育て支援に関する政策税制
 住宅ローン控除・住宅リフォーム税制（７年限りの時限措置）、生命保険料控除の拡充（８年限りの時限措置）。
 高校生年代の扶養控除等の見直しは、引き続き検討。

 地域経済を支える中小企業の取組みを後押しする税制
 地域経済に好循環を生み出していくため、売上高100億円超を目指す中小企業を対象に、中小企業経営強化税制を拡充

（対象資産に建物追加）。
 軽減税率の特例（15％）を２年延長。同時に、極めて所得が高い企業には一定の見直し（所得10億円超の企業は17%等）。
 法人版事業承継税制の特例措置における役員就任要件の見直し（個人版事業承継税制も同様の見直し）。

（ 5ページ）

（ 6ページ）
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令和７年度の税制改正（内国税関係）による増減収⾒込額②

上記の計数は、10億円未満を四捨五⼊している。（注１）
令和7年度税制改正による現時点の増収⾒込額を記載したもの。計数は今後変動がありうる。（注２）
所得税については、令和5年度税制改正⼤綱等の基本的⽅向性を踏まえつつ、いわゆる「103万円の壁」の引上げ等の影響も勘案しながら、引き続き検討することとされている。（注３）

（単位：億円）

平年度令和9年度令和8年度改 正 事 項

7,7108,2105,280１．防衛特別法人税の創設（令和8年4月施行）

2,1501,170440２．たばこ税の見直し（令和8年4月施行）

9,8609,3805,720合 計

【別掲】防衛力強化に係る財源確保のための税制措置による増収見込額

8

令和７年度の税制改正（内国税関係）による増減収見込額①

（注１） 上記の計数は、10億円未満を四捨五入している。
（注２） 「１.（１）物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応」は、基礎控除の引上げ（平年度▲5,450億円、初年度▲6,310億円）、給与所得控除の引上げ等（平年度▲280億円、

初年度▲320億円）及び特定親族特別控除の創設（平年度▲100億円、初年度▲120億円）である。
（注３） 住宅ローン控除の拡充による平年度減収見込額は、令和7年の居住分について、改正後の制度を適用した場合の減収見込額と改正前の制度を適用した場合の減収見込額との差額を計上している。

（注４） 外国子会社合算税制における外国子会社所得の合算時期の後ろ倒しによって、法人税について、令和6年度に▲620億円の減収が生じることとなる。

（単位：億円）

改 正 事 項 平年度 初年度

１．個人所得課税

（１）物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応 ▲ 5,830 ▲ 6,750

（２）生命保険料控除の拡充 ▲ 250 -

（３）住宅ローン控除の拡充 ▲ 290 ▲ 20

（４）企業年金・個人年金制度等の見直し ▲ 200 -

個人所得課税 計 ▲ 6,570 ▲ 6,770

２．法人課税

中小企業経営強化税制の拡充等 ▲ 40 ▲ 30

合 計 ▲ 6,610 ▲ 6,800

（参考）衆議院における所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正（所得税の基礎控除の特例の創設）

本修正による減収見込額は、令和７年度約６,２１０億円である。

7

（ 7ページ）

（ 8ページ）
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概要（見直し前） ポイントと見直し内容

103万
（税）
⇓⇓
対応

 本人の年間の給与収入が103万円を超えた場合、本人に所得税
が段階的に賦課される

 扶養される側（例 学生）の年間給与収入が103万円を超えた
場合、扶養する側（例 学生の親）が（特定）扶養控除を受け
られなくなる
※扶養される側が配偶者の場合、控除はなくならない

 本人の手取り収入は減少しない（「壁」ではない）
⇒⇒ 令和７年度税制改正（160万円への引上げ）により、

いわゆる「103万円の壁」を名実ともに解消
 扶養する側と扶養される側（配偶者を除く）を合わせた世

帯の手取り収入は減少する
※扶養される側が配偶者の場合、手取り収入は減少しない

⇒⇒ 令和７年度税制改正により、扶養される側が大学生年
代の場合にも、手取り収入が減少しない仕組みを創設

106万
(社保)
⇓⇓
撤廃

 扶養される側（被扶養配偶者（第３号被保険者））が、以下の
全ての要件を満たす場合、厚生年金・健康保険に加入（保険料
を負担）し、扶養から外れる
・雇用契約時の所定内賃金（注１）が月8.8万円（年106万円）以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・従業員50人超の企業に勤務
・学生ではない

 厚生年金・健康保険の保険料負担（労使折半）が生じるた
め、壁を超える前後で手取り収入が減少する

 厚生年金や健康保険の傷病手当金等の給付が上乗せされる
⇒⇒ 令和７年の年金制度改正法により、雇用契約時の所定

内賃金が月8.8万円（年106万円）以上という、いわゆ
る「106万円の壁」と呼ばれる賃金要件を撤廃（注２）

⇒⇒ 企業の規模に関する要件も段階的に撤廃

130万
(社保)

 扶養される側（被扶養配偶者（第３号被保険者）（注３））の年
間収入見込み額（給与所得以外の収入も含む）が130万円以上
（注４・５）となる場合、国民年金・国民健康保険に加入（保険
料を負担）し、扶養から外れる

 国民年金・国民健康保険の保険料負担が生じるため、壁を
超える前後で手取り収入が減少する

 被扶養配偶者（第３号被保険者）であったときと給付面は
変わらない

150万
(税)
⇓⇓

160万

扶養される側の配偶者の年間給与収入が150万円を超えた場合、扶
養する側に適用される配偶者特別控除が段階的に減少する

世帯の手取り収入は減少しない（「壁」ではない）
⇒⇒ 令和７年度税制改正により、基準が160万円に

いわゆる「年収の壁」のポイントと見直し

（注１）毎月支払われる基本的な賃金を指し、時間外手当や家族手当、通勤手当、賞与などは除く。
（注２）最低賃金の状況を踏まえ、令和７年6月から３年以内に撤廃（最低賃金が時給1,016円以上となると週20時間以上働く方の賃金が月8.8万円以上となり、賃金要件の意味が実質的になくなる。）。
（注３）健康保険の場合、扶養される側には配偶者以外に三親等以内の親族まで含まれる。その場合、年金は第１号被保険者となる。
（注４）今後１年間の収入を見込む際には、例えば、認定時（前回の確認時）には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近３か月の収入を年収に換算すると130万円以上となる

場合であっても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断することとしている。
（注５）人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に収入が130万円を超えても、事業主の証明があれば、連続２年までは引き続き扶養にとどまることが可能（年収の壁・支援強化パッケージ）

10

所得税の基礎控除等（「103万円の壁」）

9
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課税最低限

課税最低限の趣旨
かつてわが国の国民の生活水

準が国際的に低かった時期には、
生計費からの観点が重視される
傾向にありました。その後、高
度成長期から安定成長を経て、
国民の所得水準は大幅に上昇す
るとともに、国民の保有資産も
相当程度増加してきています。
このような経済社会の構造変化
などに鑑みると、課税最低限に
ついては、生計費の観点からの
みではなく、個人所得課税を通
じて公的サービスを賄うための
費用を国民が広く分かち合う必
要性などを踏まえて総合的に検
討していく必要があります。
「わが国税制の現状と課題 －21世紀に
向けた国民の参加と選択－」（政府税
制調査会 平成12年７月）

納税者の大半を占める給与所得者について、その水準以下では課税されず、その水準を超えると課税が始まる給与収入の水
準を示す指標を課税最低限と呼んでいる。具体的には、様々な控除のうち、一般的に適用されるもの、すなわち、給与所得控除、
基礎的な人的控除（納税者の世帯構成などの事情に応じて適用される基礎控除、配偶者控除及び配偶者特別控除、扶養控
除の各控除を言います。）、社会保険料控除の各控除額を合計した額が課税最低限となる。なお、課税最低限は、控除額の積
重ねとして決まるため、世帯構成などに応じてそれぞれ異なる金額となる。

所得税の課税最低限のイメージ

給与所得控除
（55万円）

単身／扶養親族なしの場合

社会保険料控除
（約18.1万円）

基礎控除
（48万円）

給与所得控除
（約93.7万円）

夫婦片働き子１人（大学生）の場合

社会保険料控除
（約42.9万円）

特定扶養控除
（63万円）

121.1万円
社会保険料
がない場合、
103万円

285.8万円

（注）標準的な社会保険料を仮定。

基礎控除
（48万円）

配偶者控除
（38万円）

12

Ｒ７改正以前

所得税の税額計算

• 所得税は、原則として、個人の1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適
用して税額を計算している。

合計
所得金額

収入から差し引く金
額（経費等）

※給与収入の場合、
給与所得控除

収
入
金
額

課税所得金額

所得控除額

×税率

（算出）
所得税額

納付税額

税額控除額等

＜ 所得税の計算（イメージ）＞
収入金額
ー収入から差し引く金額
＝合計所得金額

合計所得金額
ー所得控除額
＝課税所得金額

課税所得金額
×所得税率
＝（算出）
所得税額

所得税額
－税額控除額等
＝納付税額

所得税率（超過累進税率）
所得税の税率は、所得が多くなるに従って段階的に高くなり、納税者
がその支払能力に応じて公平に税を負担する仕組み

税率

課税所得金額650万円の場合

195万円×5% + 135万×10%
 + 320万円×20% = 87万2,500円

所得の種類：
不動産、事業、給与、
雑（公的年金含む） 等

所得控除の例：
・人的控除
障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、扶
養、配偶者（特別）、基礎控除 等

・その他の控除
雑損、医療費、社会保険料、小規模共
済、生命・地震保険料 等

税額控除の例：
住宅ローン控除

課税所得金額（万円）
195 330

5%
10%

20%

695 900 1,800 4,000

23%

33%
40%

45%

11

（11ページ）
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配偶者控除と特定扶養控除

控
除
額

配偶者の
給与収入
（合計所
得金額）

「扶養している」側の税負担

「扶養される側」が特定扶養親族（19～22歳の親族）の場合
（万円）63

0 103
(48)

特定扶養控除

「扶養される側」が配偶者の場合

配偶者控除 配偶者特別控除

• 「扶養する側」の税負担が増加するのは、 「扶養される側」の配偶者の給与収入が
103万円ではなく、150万円を超えた場合。

• 150万円を超えても、配偶者の収入の大きさに応じて控除額が段階的に減少する配
偶者特別控除により、世帯の手取りは逆転しない。

扶養親族の
給与収入

（合計所得金額）

控
除
額

（万円）

「扶養されている」側の税負担
• 配偶者であるか扶養親族であるかを問わず、給与収入が103万円（基礎控除（48万円）＋給与所得控除（55万円））を超えた部分に税率（国税
５％～）をかけた額

※ 学生については、給与収入が130万円以下である場合には、勤労学生控除（27万円）が適用されるため、税負担が生じない。ただし、給与収入が
130万円を超える場合には、給与収入が103万円を超えた部分について税負担が生ずる。

「扶養する側」の納税者に適用される控除は、「扶養される側」の配偶者の給与収入が
• 103万円以下の場合：配偶者控除（38万円）、
• 103万円超～201万円以下の場合：配偶者特別控除（38万～0円）

• 「扶養する側」の税負担が増加するのは、「扶養される側」の給与
収入が103万円を超えた場合。

• 「扶養される側」の給与収入が103万円を超えた場合、 「扶養す
る側」の納税者の税負担が控除額全額分（63万円に税率を乗
じた額）が一度に増加し、世帯の手取りが逆転。

38

Ｒ７改正以前

14

• 「扶養されている」側の給与収入が103万円を超えた場合、 「扶養され
ている」本人に所得税が賦課されるが、103万円を超えた部分にのみ課
税されるため、手取りの逆転はしない。

• 新たな手続きも生じない。

103万円の「壁」

収入（万円）
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額面収入
所得税控除後の収入

額面収入 所得税額 所得税控除後収入

110万円 3,500円 109万6,500円

120万円 8,500円 119万1,500円

130万円 13,500円 128万6,500円

「扶養されている」側の課税最低限と手取り

各種控除：
（課税なし）

（所得控除後）
～330万円：

10％

（所得控除後）
～695万円：

20％

（所得控除後）
～195万円：

５％

●超過累進税率のイメージ

所得税負担

●所得税負担のイメージ（社会保険料支払いがない場合）

• 配偶者の所得の大きさに応じて控除額を段階的に減少させる配偶者
特別控除により、配偶者の収入が103万円を超えても世帯の手取りは
逆転しない。

世帯の手取り

配偶者を「扶養している」側の税負担と世帯の手取り

●配偶者控除・配偶者特別控除の仕組み

●世帯の手取りのイメージ

配偶者の
給与収入
（万円）

103万円

（注）配偶者以外の
収入は一定と仮定

150万円

配偶者の所得の大きさ
に応じて控除額を
段階的に減少

配偶者を「扶養している」納税者の
受ける控除額（万円）

配配偶偶者者控控除除

201万円

38
配配偶偶者者特特別別控控除除

平成29年度改正に
おいて見直し

世帯の手取りは
逆転しない

給与収入
（万円）

「扶養されて
いる」配偶者
の給与収入
（万円）

Ｒ７改正以前
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16

玉木代表 Ｘ（ツイッター）抜粋

■２０２４年１１月１７日（手取りを増やす、最低生計費には課税しない）

・１０３万円→１７８万円は、基礎控除を４８万円→１２３万円にする話なので、学生アルバ

イトやパートさんだけでなく、すべての働く人の課税対象所得が減って減税の恩恵が広く及びます。

・１７８万円の水準は高過ぎるとの声も聞きますが、これは、今日の最低賃金の水準を１９９５

年と比較した場合、１．７３倍になっていることから導かれた数字です。

■２０２４年１２月２５日（税収増を返す）

・「１０３万円の壁」を１７８万円に引き上げるにあたっては７．６兆円の減収が見込まれると

言いますが、５年間で１７．６兆円増えた税収のうち７．６兆円を納税者に還元すればいいだ

けの話です。
15
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消費者物価指数（総合、基礎的支出）の推移

【令和７年度税制改正大綱】 （令和６年１２月２０日（金））自由民主党・公明党

わが国経済は長きにわたり、デフレの状態が続いてきたため、こうした問題が顕在化することはなかったが、足元では物価が上昇傾向
にある。一般に指標とされる消費者物価指数（総合）は、最後に基礎控除の引上げが行われた平成７年から令和５年にかけて
10％程度上昇し、令和６年も10月までに３％程度上昇しており、今後も一定の上昇が見込まれる。また、生活必需品を多く含
む基礎的支出項目の消費者物価は平成７年から令和５年にかけて20％程度上昇している。こうした物価動向を踏まえ、所得
税の基礎控除の額を現行の最高48万円から最高58万円に10万円、20％程度引き上げる。

【消費者物価指数の推移】

（出所）総務省

110.1

100.0

120.5

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0
消費者物価指数（総合）

消費者物価指数（基礎的支出項目）

（1995年=100）

（年）
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（2025年１月現在）

米国 英国（凍結中）（注２） ドイツ フランス

基礎的な控除 標準控除 基礎控除 ゼロ税率 ゼロ税率

調整の法的根拠 物価調整制度は法定
結果は当局が公表し適用

物価調整制度は法定
結果は財務省令（注３）により
反映

物価調整は慣行
結果は法改正により反映

物価調整は慣行
結果は法改正により反映

調整頻度 毎年 毎年 毎年（注４） 毎年

参照する
指標

物価
①前年８月までの12ヵ月間におけ
る連鎖消費者物価指数（C-CPI-
U）の平均を、②基準年（注１）にお
ける同平均値で除した数（①が②
を上回る場合のみ）

物価
①前年９月の消費者物価指数
（CPI）を、②さらにその前年９月の
CPIで除した数（①が②を上回る場
合のみ）

低所得者の支出見込み額
５年に一度の家計調査等に基づく
低所得者世帯の実際の消費支出
額に基づく基準需要
調査のない年は物価等の変動率に
基づく見込み額（注４）

物価
前年のたばこを除く消費者物価指
数（CPI）の予測値を、さらにその
前年の同指数で除した数

公表時期 課税年度の
前年10～11月頃

課税年度の開始前
※規定なく、運用上もばらつきあり

課税年度の
前年11月頃

課税年度の
前年９月頃

課税年度 １月～12月 ４月６日～４月５日 １月～12月 １月～12月

給与所得に係る
源泉徴収時の

基礎控除等の勘案
あり

（１月～）

あり
（５月18日～）

※ ４月６日～５月17日は、源泉
徴収において基礎控除等の物価調
整を考慮しなくともよいとされている

あり
（１月～）

※ 源泉徴収に関するプログラムの公
表が遅れた場合には、１～２か月
程度の猶予期間が設けられる場合
がある

源泉徴収時の税率は前年所得の
確定申告に基づき税務当局から通
知される税率を用いるため、源泉徴
収義務者はインフレ調整への対応
不要

（注１）各規定によって異なるが、標準控除及びブラケットの調整については、2017年を基準年としている。
（注２）英国では、財源確保策の一環として、2022年度以降、基礎控除額等における物価調整は行われていない。
（注３）上記の枠組みによる基礎控除等の物価調整は、財務省令により行われることが法律上定められている。
（注４）ドイツでは、 5年に一度の家計調査等に基づく低所得者世帯の実際の消費支出額に基づく基準需要（調査のない年は物価等の変動率に基づく見込み額）に基づき、物価上昇による最低生活費の変動を示す報告書

（1996年～）及び所得税負担への影響を示す報告書（2015年～）がおよそ２年に一度公表され、議会は両報告書において示された指標に基づき、向こう２年のゼロ税率の閾値及びブラケット等を調整する法案を可
決している。予想を上回る上昇率であった年については、例外的に進行年度中に再度の調整が行われる場合がある。

主要国の基礎控除等の物価調整

17
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0 20 40 60 80 100

総人口 8,377万人

就業者数 4,273万人

納税者数 4,407万人

※総人口の51.0％

※総人口の52.6％

就業者数：納税者数＝100：103
0 20 40 60 80 100

総人口 6,792万人

就業者数 3,347万人

納税者数 3,330万人

※総人口の49.3％

※総人口の49.0％

英国

0 20 40 60 80 100

総人口 3億4,059万人

就業者数 1億6,698万人

納税者数 1億6,057万人

※総人口の49.0％

※総人口の47.1％

米国

0 20 40 60 80 100

総人口 1億2,532万人

就業者数 6,707万人

納税者数 5,569万人

(%)

※総人口の53.5％

※総人口の44.4％

就業者数：納税者数＝100：83

（2022年現在）

主要国における所得税の納税者数について

（注）フランスは所得税に関して、世帯単位の課税であり、他４か国と比較が困難であることから除外している。
（出典）総人口はUN ”World Population Prospects 2024”、就業者数はILO “Employment by sex and age” （2025年３月11日取得）、納税者数は英米独につ

いてはOECD“Tax Administration 2024”、日本は“令和５年度市町村税課税状況等の調”による。

(%)

日本

就業者数：納税者数＝100：99 (%) (%)

就業者数：納税者数＝100：96

ドイツ

20

主要国における基礎控除等の金額の変化

（2024年１月現在）

日本 米国 英国 ドイツ フランス

1996年/
1995年

2024年/
2023年

1996年/
1995年

2024年/
2023年

1996年/
1995年

2024年/
2023年

1996年/
1995年

2024年/
2023年

1996年/
1995年

2024年/
2023年

基礎控除等
の金額

（1996⇒2024）
103万円 103万円 6,550

ドル
14,600
ドル

3,525
ポンド

12,570
ポンド

7,207
ユーロ

12,834
ユーロ

4,787
ユーロ

12,548
ユーロ

物価の変化
（1995⇒2023） 1.10倍 2.00倍 1.94倍 1.68倍 1.64倍

平均賃金の
変化

（1995⇒2023）

0.98倍 2.58倍 2.45倍 1.86倍 1.88倍

501万円 491万円 31,058
ドル

80,115
ドル

17,563
ポンド

43,073
ポンド

25,994
ユーロ

48,301
ユーロ

23,170
ユーロ

43,592
ユーロ

（注１）単身者における、各国の基礎控除及び給与所得者を対象とした概算控除に相当するもの（各年１月時点）を考慮している。
（注２）日本については、基礎控除と給与所得控除を合計した金額を記載。
（注３）米国については、人的控除及び標準控除を合計した金額を記載。なお、人的控除は、2017年の減税及び雇用法により、2025年まで停止されているため、2024年は標準控除のみを考慮している。
（注４）英国については、基礎控除の金額を記載（給与所得者を対象とした概算控除制度は存在しない）。
（注５）ドイツについては、 ゼロ税率が適用される閾値及び被用者概算控除の額を合計した金額を記載。
（注６）フランスについては、ゼロ税率が適用される閾値、必要経費概算控除の額及び給与所得控除（2007年廃止）の額を合計した金額を記載。なお、必要経費概算控除の計算は社会保険料等を控除した後の

給与収入をもとにを行うが、表中の数値は社会保険料等の支払いがないものと仮定して計算した結果を記載している。
（注７）物価の変化はIMF ”World Economic Outlook Database” （2024年10月）による。平均賃金の変化は、OECD Statによる。
（備考）1995年・1996年当時は、ドイツの通貨単位はマルク、フランスの通貨単位はフラン。基礎控除等の金額については、比較のため、欧州連邦銀行が定める換算レート（１ユーロ＝1.95583マルク、１ユーロ＝ 

6.55957フラン）を用いてマルク・フランからユーロに換算している。なお、端数は四捨五入している。

1.00倍 2.23倍 3.57倍 1.78倍 2.62倍
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物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応

• デフレからの脱却局面に鑑み、基礎控除の額が定額であることにより物価が上昇すると実
質的な税負担が増えるという所得税の課題に対応

• 源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和７年12月の年末調整から適用

所得税の基礎控除の引上げ

• 最後の基礎控除引上げ（平成７年）からの消費者物価指数等の物価動向を勘案
• 現行の最高48万円から10万円（20％程度）引き上げ、最高58万円に。

大学生年代の子の親への特別控除の創設

• 人手不足の中、特に大学生のアルバイトの就業調整に対応
• 大学生年代（19～22歳）の親向けの特別控除の創設。
子の給与収入が、 150万円以下→63万円
子の給与収入が、 150万円超 →控除額が段階的に逓減

• 物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応
• 最低保障額を現行の55万円から10万円引き上げ、 65万円に。

給与所得控除の最低保障額の引上げ

22

諸外国における国民負担率（対国民所得比）の内訳の比較

（注１）日本は令和４年度（2022年度）実績。諸外国は、OECD “Revenue Statistics ”、同 “National Accounts ”及び米国商務省経済分析局資料による。
（注２）租税負担率は、国税及び地方税の合計の数値。また、個人所得課税には資産性所得に対する課税を含む。
（注３）老年人口比率は、日本は総務省「人口推計」、諸外国は国際連合 "World Population Prospects 2024"による。
（注４）四捨五入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。
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給与所得控除については、給与収入に対する割合に基づき計算される控除であり、物価の上昇とともに賃金が
上昇すれば、控除額も増加する。しかしながら、最低保障額が適用される収入である場合、収入が増えても控除
額は増加しない構造であるため、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、最低保障額を
55万円から65万円に10万円引き上げる。
源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和７年12月の年末調整から適用する。

65

引上げのイメージ

0

100

200

0 500 1,000

（万円）

（万円）

55

最低保障額：55万円 ⇒ 65万円

給与収入 控除額

180万円以下 給与収入×40%－10万円

360万円以下 給与収入×30%＋８万円

660万円以下 給与収入×20%＋44万円

850万円以下 給与収入×10%＋110万円

850万円超 195万円

給与所得控除額

給与収入

850162.5

195万円

子育て世帯の場合：210万円

190

（控除額）

給与所得控除の最低保障額の引上げ

24

（控除額）

所得税の基礎控除の引上げ

所得税については、基礎控除の額が定額であることにより、物価が上昇すると実質的な税負担が増えるという課
題がある。
わが国経済は長きにわたり、デフレの状態が続いてきたため、こうした問題が顕在化することはなかったが、足元では

物価が上昇傾向にある。一般に指標とされる消費者物価指数（総合）は、最後に基礎控除の引上げが行われた
平成７年から令和５年にかけて10％程度上昇し、令和６年も10月までに３％程度上昇しており、今後も一定
の上昇が見込まれる。また、生活必需品を多く含む基礎的支出項目の消費者物価は平成７年から令和５年に
かけて20％程度上昇している。こうした物価動向を踏まえ、所得税の基礎控除の額を最高48万円から最高58
万円に10万円、20％程度引き上げる。
源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和７年12月の年末調整から適用する。

（万円）

（所得金額）

48

（万円）
2,400

2,500
2,450
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16

0
0

引上げのイメージ

2,350

58
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（１）令和７年分及び令和８年分の所得税について基礎控除の特例を創設する。
・ 給与収入２００万円相当以下 ： ３７万円上乗せ
    ※恒久的な措置
・ 給与収入２００万円相当～５００万円相当以下 ： １０万円上乗せ

    ※令和７年分及び令和８年分の措置
（注）給与所得者については、年末調整において適用する。
（参考） 課税最低限は160 万円（一般的な社会保険料支払いがある場合、188 万円）となる。

（２）今後の対応
・ 令和９年以降の本特例の取扱いについては、令和８年度予算編成及び税制改正において、所得税の抜
本的な改革に係る検討と併せて、歳入・歳出両面の取組による財源の確保とともに検討する。

（参考） 我が国の経済社会の構造変化を踏まえ、各種所得の課税の在り方及び人的控除をはじめとする各
種控除の在り方の見直しを含む所得税の抜本的な改革について検討する。

・ 物価上昇局面における税負担の調整について、源泉徴収義務者への影響も勘案しつつ、物価の上昇等を
踏まえて基礎控除等の額を適時に引き上げることとし、所得税の抜本的な改革において具体案を検討する。

2月18日 自公国税制協議⑦ 自民党案（抜粋）

26

（注）上記の給与収入及び合計所得の金額は、令和７年度改正による給与所得控除の最低保障額の引上げ（+10万円）適用後の金額である（【改正前】の部分を除く。）。

特定扶養控除の見直し・特定親族特別控除の創設等（令和７年度改正）

新たな控除のイメージ
（万円）

63

150
(85)

155(90)61

51

41

31

21

11

6
3

160(95)

165(100)

170(105)

175(110)

180(115)

185(120)

188
(123)

0 （万円）

188(123)

納税者本人の
受ける控除額

特定扶養控除 特別控除（創設）

被扶養者の給与収入
（合計所得金額）

123
(58)

103
(48)
【改正前】

特定親族特別控除
の創設

基礎控除引上げを
踏まえた扶養親族の
対象の所得要件の
引上げ

現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっていると
の指摘がある。このため、19歳以上23歳未満の大学生年代の子等の合計所得金額が85万円（給与収入
150万円に相当）までは、親等が特定扶養控除と同額（63万円）の所得控除を受けられ、また、大学生年
代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組み
（特定親族特別控除）を導入する。
扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、基礎控除と同額であった48万円（給

与収入103万円に相当）を、基礎控除の引上げを踏まえ、58万円（給与収入123万円に相当）とする。
源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和７年12月の年末調整から適用する。
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基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設

10万円（基礎控除の引上げ）

10万円

0 200 475 665

30万円

給与収入
（万円）

控除額の
引上げ幅
（万円）

850

5万円

37万円

１．低所得者層の税負担への配慮（恒久的措置）
生活保護基準や最低賃金の水準等を勘案し、課税最低限を160万円に引き上げ
２．中所得者層を含めた税負担軽減（令和７年・８年）
物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況を踏まえ、高所得者優遇とならないよう工夫して上乗せ

限界税率5% 10% 20%

※単身の給与所得者の場合

特例の対象：納税者の８割強
（4,600万人）

基礎控除等の引上げの対象
5,600万人

基礎控除の
上乗せ特例

デフレからの脱却局面に鑑み、基礎控除の額が定額であることにより物価が上昇すると実質的な税負担が
増えるという所得税の課題に対応。これにより課税最低限は103万円から123万円に
・ 基礎控除：48万円から10万円引き上げ、58万円に ※物価上昇を勘案し20％の引上げ
・ 給与所得控除の最低保障額：55万円から10万円引き上げ、65万円に

基礎控除等
の引上げ

給与所得控除の最低保障額
55万円 → 65万円（最大10万円引上げ）

000～200万円：37万円の上乗せ 300万人 
200～475万円：30万円の上乗せ 2,500万人 
475～665万円：10万円の上乗せ 1,200万人 
665～850万円： 5万円の上乗せ 600万人 

⇒ 単身世帯の場合、対象となる全ての収入階層で２万円以上（２～４万円）の税負担減
     令和７年12月の年末調整から適用

＋47～57万円
＋40万円

＋20万円
＋15万円

←給与収入190万円未満の者

2545

28

令和７年分及び令和８年分の所得税について基礎控除の特例を創設し、政府案と合わせて控除の金額を
以下のとおり引き上げる。

① 給与収入200万円相当以下  ： ＋47万円
（政府案に37万円上乗せ）

② 給与収入200万円相当～475万円相当以下 ： ＋40万円
（同30万円上乗せ）

③ 給与収入475万円相当～665万円相当以下 ： ＋20万円
（同10万円上乗せ）

④ 給与収入665万円相当～850万円相当以下 ： ＋15万円
（同5万円上乗せ）

（注１）①の上乗せは恒久的な措置。②～④の上乗せは令和７年分及び令和８年分の措置。
（注２）給与所得者については、年末調整において適用する。その他所要の措置を講じる。
（参考）課税最低限は160万円（一般的な社会保険料支払いがある場合、188万円）となる。

2月21日 自公国税制協議⑨ 公明党案
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附則

（所得税の抜本的な改革に係る措置）

第８１条 政府は、我が国の経済社会の構造変化を踏まえ、各種所得の課税の在り方及び人
的控除をはじめとする各種控除の在り方の見直しを含む所得税の抜本的な改革について検
討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

２ 前項の検討に当たっては、基礎控除等の額が定額であることにより物価が上昇した場合に実
質的な所得税の負担が増加するという課題への対応について、所得税の源泉徴収をする義
務がある者の事務負担への影響も勘案しつつ、物価の上昇等を踏まえて基礎控除等の額を
適時に引き上げるという基本的方向性により、具体的な方策を検討するものとする。

（所得税の基礎控除の特例の実施に要する財源の確保に係る措置）

第８２条 政府は、令和七年度末までに、歳入及び歳出における措置を通じた所得税の基礎控
除の特例の実施に要する財源の確保について、前条の検討と併せて検討を加え、その結果に
基づき、必要な措置を講ずるものとする。

所得税法等の一部を改正する法律（令和7年法律第13号）

30

収入階層ごとの単身給与所得者一人当たり減税額（所得税）

給与収入

減税額

政府案

上乗せ
収入～200万円：37万円控除

～475万円：30万円控除
～665万円：10万円控除
～850万円： 5万円控除

合計

200万円 0.5万円 1.9万円 2.4万円

300万円 0.5万円 1.5万円 2.0万円
400万円 0.5万円 1.5万円 2.0万円
500万円 1.0万円 1.0万円 2.0万円
600万円 1.0万円 1.0万円 2.0万円
800万円 2.0万円 1.0万円 3.0万円

850～2,545万円 2.0～4.0万円 0.0万円 2.0～4.0万円
2,545万円超 0.0万円 0.0万円 0.0万円

（注１）税額は、所得税のみを含んでいる。
（注２）単身の給与所得者を想定。税額の計算に当たり、所得控除については、一定の社会保険料控除及び基礎控除のみを勘案している。 29
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「ガソリン減税」

32

自公維 幹事長合意（令和７年３月３日）

自由民主党、公明党、日本維新の会は、以下の通り合意する。

Ⅰ．自由民主党、公明党は、いわゆる「１０３万円の壁」への対応をはじめ、政党間協議について、
令和７年度税制改正大綱（令和６年１２月２０日自由民主党、公明党）（別紙）に明記さ
れている「引き続き、真摯に協議を行っていく」との姿勢を変えることなく、今後とも誠実に対応する。

Ⅱ．上記Ⅰを前提に、自由民主党、公明党提案の令和７年度予算及び令和７年度税制改正法
の修正案について、年度内の早期に成立させる。

（別紙）令和７年度税制改正大綱（抄）（令和６年１２月２０日 自由民主党、公明党）

第一 令和７年度税制改正の基本的考え方

なお、衆議院における令和６年度補正予算の採決に当たり、令和６年12月11日に自由民主党、公明
党及び国民民主党の幹事長間で、以下の合意がなされた。

「一、いわゆる「103万円の壁」は、国民民主党の主張する178万円を目指して、来年から引き上げる。
一、いわゆる「ガソリンの暫定税率」は、廃止する。
上記の各項目の具体的な実施方法等については、引き続き関係者間で誠実に協議を進める。」

自由民主党・公明党としては、引き続き、真摯に協議を行っていく。

31
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揮発油税等の当分の間税率

○ 当分の間として措置されている現在の税率水準については非常に厳しい財政事情や地球温暖化対策の観点も踏まえ、
引き続き維持する。

○ いわゆる「トリガー条項」（指標となるガソリン価格の平均が、連続３ヶ月にわたり、160円／ℓを超えることと
なった場合に燃料課税の本則税率を上回る部分の課税を停止する等の措置）については、東日本大震災の復旧及び復
興の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間、凍結中。

〔２８．７円／ℓ〕

〔５３．８円／ℓ〕

租税特別措置法
旧措法８９条（揮発油税等）

揮発油税法等
揮発油税法（９条）

地方揮発油税法（４条）

平成22年度改正前 現 行

〔５３．８円／ℓ〕

〔２８．７円／ℓ〕

揮発油税法等

（参考）
・軽油引取税（地方税法144の10）
・自動車取得税（旧同法119）

租税特別措置法
措法８８条の８（揮発油税等）

（参考）
・地方税法附則12の2の8（軽油引取税）

〔暫定税率〕
（10年間の措置）

〔本則税率〕 〔本則税率〕

（当分の間の措置）

（参考）
・旧地方税法附則12の2の5（軽油引取税）
・旧同法附則12の2の2（自動車取得税） 34

（注１）税収は、国については令和７年度予算額、地方については令和７年度地方財政計画額。
（注２）当分の間税率については、揮発油税等のほか、自動車重量税にも設定されており、エコカー減税

対象車以外の車に最大6,300円／0.5t・年が適用される。
（注３）自動車税及び軽自動車税には環境性能割を含む。
（注４）地方揮発油税は、全額地方譲与となる。
（注５）計数は四捨五入しているため合計が一致しない。

自動車関係諸税収（国・地方）の内訳

自動車関係諸税（国・地方） 5兆8,027億円

〔車体課税 2兆7,076億円〕

〔燃料課税 3兆951億円〕

自動車重量税
7,153億円

（うち地方譲与分 3,083億円）

自動車税 1兆6,551億円
うち 環境性能割 1,652億円

種別割 1兆4,899億円

軽自動車税
3,372億円
うち 環境性能割

237億円
種別割
3,135億円

石油ガス税
80億円

（うち地方譲与分
40億円）

軽油引取税
8,997億円

揮発油税等
２兆1,874億円

（うち地方揮発油税 2,114億円）

（当分の間税率） （当分の間税率）

◎揮発油税等及び軽油引取税の当分の間税率分の税収
国分：揮発油税等 1兆205億円（うち地方揮発油税325億円）
地方分：軽油引取税 4,793億円

合計：1兆4,998億円

国税 地方税

53.8円/ℓ
本則税率 28.7円

（うち地方揮発油税4.4円）
上乗せ分 25.1円

（うち地方揮発油税0.8円）

税率 税率
32.1円/ℓ

本則税率 15.0円
上乗せ分 17.1円

33
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立憲・国民提出 税法修正案（要綱）（令和７年３月３日）

一 揮発油税及び地方揮発油税の「当分の間税率」の廃止

揮発油税及び地方揮発油税の「当分の間税率」は廃止するものとし、これに関連する規定を

削除すること。（租税特別措置法第88条の8等関係）

二 地方揮発油税の「当分の間税率」の廃止に伴う措置

政府は、地方揮発油税の「当分の間税率」の廃止に伴う地方揮発油譲与税の額の減少が地

方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、当該額の減少に伴う地方公共団体の減収

を補填するために必要な措置を講ずるものとすること。（改正法附則第81条関係）

三 施行期日

令和7年4月1日から施行すること。

36

自公国 幹事長合意（令和６年12月11日）

自民党、公明党及び国民民主党は、以下に合意する。

一、いわゆる「１０３万円の壁」は、国民民主党の主張する１７８万円を目指して、
来年から引き上げる。

一、いわゆる「ガソリンの暫定税率」は、廃止する。

上記の各項目の具体的な実施方法等については、引き続き関係者間で誠実に協議
を進める。

35
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自公維 幹事長合意（令和７年３月３日）

自由民主党、公明党、日本維新の会は、以下の通り合意する。

Ⅰ．自由民主党、公明党は、いわゆる「１０３万円の壁」への対応をはじめ、政党間協議について、
令和７年度税制改正大綱（令和６年１２月２０日自由民主党、公明党）（別紙）に明記さ
れている「引き続き、真摯に協議を行っていく」との姿勢を変えることなく、今後とも誠実に対応する。

Ⅱ．上記Ⅰを前提に、自由民主党、公明党提案の令和７年度予算及び令和７年度税制改正法
の修正案について、年度内の早期に成立させる。

（別紙）令和７年度税制改正大綱（抄）（令和６年１２月２０日 自由民主党、公明党）

第一 令和７年度税制改正の基本的考え方

なお、衆議院における令和６年度補正予算の採決に当たり、令和６年12月11日に自由民主党、公明
党及び国民民主党の幹事長間で、以下の合意がなされた。

「一、いわゆる「103万円の壁」は、国民民主党の主張する178万円を目指して、来年から引き上げる。
一、いわゆる「ガソリンの暫定税率」は、廃止する。
上記の各項目の具体的な実施方法等については、引き続き関係者間で誠実に協議を進める。」

自由民主党・公明党としては、引き続き、真摯に協議を行っていく。

38

維新提出 揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に関する法律案（要綱）（令和７年３月３日）

一 趣旨
この法律は、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例が設けられてから長期間が経過し、当該税率の特

例が設けられた当時とは社会経済情勢が著しく変化していることに鑑み、当該税率の特例の廃止について定
めるものとすること。（第1条関係）

二 揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止
租税特別措置法第88条の8に規定する揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例については、令和8年

3月31日限り廃止するものとし、政府は、このために必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならな
いこと。（第2条関係）

三 地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う措置
政府は、二に定める措置を講ずる場合においては、地方揮発油税の収入の減少が地方公共団体の財政

に悪影響を及ぼすことがないよう、当該収入の減少に伴う地方公共団体の減収を補填するために必要な措置
を講ずるものとすること。（第3条関係）

四 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。（附則関係）
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地方団体の意見

『いわゆる「ガソリンの暫定税率」廃止に関する緊急提言』（抄）

いわゆる「ガソリンの暫定税率」による税収は、揮発油税、地方揮発油税のほか、軽油引取税をあわせて約

１．５兆円と見込まれており、地方の道路整備や維持管理、老朽化対策等にも充てられる重要な財源となって

いる。また、このうち地方の財源は、軽油引取税及び地方揮発油譲与税を合わせて約５千億円と試算されてお

り、財源の乏しい地方にとって極めて貴重なものとなっている。

地方は「地方創生２．０基本構想」に対応し、安心して生活できる持続可能な地域づくりに取り組む必要が

ある中、社会インフラの更新や老朽化対策、防災・減災事業などに対する財政需要は今後一層高まっていくと

見込まれることを考慮すると、財政需要に対応した安定的な地方財源が確保されなければ、地方の存続そのも

のが危ぶまれる事態に陥る。

また、各地方自治体においては既に当該財源をもとに令和７年度予算を編成し、各種事業を実施する中、唐

突な廃止は財源不足を招き、地方行政が機能不全に陥ることも懸念される。

加えて、暫定税率の廃止はガソリンの消費拡大につながりかねず、二酸化炭素の排出削減の取組が後退する

など、脱炭素化に逆行するとの指摘もある。

このようなことから、いわゆる「ガソリンの暫定税率」の廃止については、安定的な行政サービスの提供及

び財政運営を担う地方への影響等を十分に考慮し、財源論なき減税が行われることがないよう、地方の減収に

対しては代替となる恒久財源を措置するなど、国・地方を通じた安定的な財源を確保することを前提に、将来

世代の負担にも十分配慮の上、責任ある議論を丁寧に進めていくことを強く求める。

地方六団体等による緊急提言抜粋（令和７年８月２７日）

全国知事会「令和７年度国の施策並びに予算に関する提案・要望」抜粋（令和６年８月２日）

『 ２１ 地方分権改革の推進について』（抄）

国の政策が地方税財政に影響を及ぼす場合は、国が確実に財源を措置し、その際には自主財源比率を低下させ

ないよう、地方税源の充実を行うことを基本ルールとすること。 40

令和７年４月11日 自公維税制協議③与党提出資料

乗り越えるべき課題

１．地方財政との関係

２．地球温暖化対策との関係

３．社会インフラの維持管理等の財源確保等との関係

４．手持品控除の取扱い及び流通に与える影響

５．事業者（バス・トラック、ガソリンスタンド等）向け交付金の取扱い

39
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当当分分のの間間税税率率をを廃廃止止ししたた場場合合ののCCOO22排排出出量量へへのの影影響響（（22002255））

○ 今般国立環境研究所が行った試算では、 ２２００５５００年年ネネッットト・・ゼゼロロ及及びび２２００３３００年年度度４４６６％％減減のの達達成成をを前前提提
に、現行の地球温暖化対策計画（令和７年２月１８日閣議決定）に位置付けられているああららゆゆるる対対策策・・施施
策策をを講講じじたたとしても、当当分分のの間間税税率率をを廃廃止止した場合には、２２００３３００年年にに６６１１００万万トトンンＣＣＯＯ２２のの排排出出量量増増加加が見
込まれることとなった。

○ したがって、当当分分のの間間税税率率のの廃廃止止はは我我がが国国のの排排出出削削減減目目標標のの達達成成にに大大ききなな影影響響をを与与ええ得得るることから、
その廃止に当たっては、同同等等以以上上のの環環境境保保全全効効果果をを確確保保すするるたためめのの所所要要のの措措置置を検討する必要がある。

当当分分のの間間税税率率廃廃止止にによよるるCCOO22排排出出量量へへのの影影響響試試算算（（国国立立環環境境研研究究所所（（22002255））））

22003300年年 （（参参考考））22004400年年

排出量の
増加

全全部部門門：：661100万万トトンンCCOO22ee
（（22003300年年度度ののエエネネルルギギーー起起源源CCOO22排排出出量量のの約約１１％％にに相相当当））

全全部部門門：：223300万万トトンンCCOO22ee
（（22004400年年度度ののエエネネルルギギーー起起源源CCOO22排排出出量量のの約約00..66％％にに相相当当））

運運輸輸部部門門：：336600万万トトンンCCOO22
（（22003300年年度度のの運運輸輸部部門門CCOO22排排出出量量のの約約22..55％％にに相相当当））

運運輸輸部部門門：：220000万万トトンンCCOO22
（（22004400年年度度のの運運輸輸部部門門CCOO22排排出出量量のの約約22..55～～55％％にに相相当当））

※（）内の値は地球温暖化対策計画（令和７年２月18日閣議決定） 関連資料１の排出量の部門別の目標・目安の数値を用いて算出

＜＜試試算算のの前前提提等等＞＞

• ガソリンについては、揮発油税及び地方揮発油税の当分の間税率（53.8円/ℓ）と本則税率（28.7円/ℓ）の差分（25.1円/ℓ）、軽油については、軽油
引取税の当分の間税率（32.1円/ℓ）と本則税率（15.0円/ℓ）の差分（17.1円/ℓ）がそれぞれ減税された場合を想定。その他、将来のGDP成長率等
のマクロフレームは、経済財政諮問会議の成長移行ケースをもとに設定。また、当分の間税率を維持した場合の温室効果ガス削減量は、日本
のNDC（2030年度に2013年度比46％削減、2035年度に同60％、2040年度に同73％削減）に準拠している。

• 運輸部門におけるCO2排出量への影響は、ガソリン及び軽油の直接消費によるもの、運輸部門以外への影響は、それ以外の商品やサービス
の消費、生産活動の変化によるもの。いずれも、当分の間税率を維持した場合の排出量と比べた増加分を示す。

• 2013年度の日本のエネルギー起源CO2排出量＝1,235百万トン（うち運輸部門は224百万トン）、地球温暖化対策計画（2025）における2030年度
の日本のエネルギー起源CO2排出量の目安は677百万トン（うち運輸部門146百万トン）。

• 留意点として、NDC達成を前提としており経年で排出削減が進むことから、2040年における税率廃止の影響は2030年よりも小さくなる。

環境研究総合推進費 2-2302 「わが国の脱炭素
社会実現に向けた都道府県の脱炭素計画に係る
課題の統合的分析」
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英国 55.9%

ベルギー 55.5%
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オーストリア 56.2%
スロベニア 54.6%
ラトビア 53.2%

スロバキア 52.2%
ルクセンブルク 51.7%

スペイン 47.5%
チェコ 53.4%

スウェーデン 51.8%
リトアニア 48.9%
ハンガリー 46.9%
ポーランド 48.3%

ニュージーランド 41.3%
韓国 44.0%
チリ 41.7%

トルコ 42.7%
コスタリカ 40.1%
日本 41.3%

オーストラリア 34.6%
カナダ 32.6%
米国 16.7% ※税負担額順

個別間接税額（数字は小売価格に対する税負担率）
付加価値税額（数字は小売価格に対する税負担率）
１ℓ当たり小売価格（税込）

OECD加盟国（35ヵ国）におけるガソリン１ℓ当たりの価格と税の比較（2024年第４四半期）

（注１）原則、IEA “Energy prices and taxes”から2024年第４四半期のデータを記載。リトアニア、スペイン、エストニア、スロベニアについては、2024年第３四半期のデータを記載。なお、OECD加盟国のうちコロンビア、
アイスランド、メキシコについては、比較可能なデータが存在しないため、掲載していない。

（注２）個別間接税にはエネルギー消費に課される付加価値税に相当しないすべての税（例：エネルギー税、炭素税）が含まれ、日本の個別間接税は、揮発油税、地方揮発油税及び石油石炭税である。なお、ガソリンに
係る日本の石油石炭税の本則税率は2.04円/ℓであるが、地球温暖化対策のための課税の特例により、2.8円/ℓとなっており、本比較では、これを基に計算している。

（注３）日本の消費税及び地方消費税は、付加価値税に区分している。なお、米国は、連邦における付加価値税は存在せず、地方税として小売売上税は存在するものの、IEAによると平均的な小売売上税を計算するため
に必要な細分化された消費データが入手困難なため、上記グラフでの付加価値税額には含まれていない。

（注４）四捨五入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。
（備考）邦貨換算レートは、基準外国為替相場及び裁定外国為替相場：データに対応する四半期の平均値を適用。

税負担額 （円）

（税負担率：計）

日本の位置［35カ国中]
高い方から

① 小 売 価 格 ： 34位
② 税 負 担 額 ： 32位
③ 税 負 担 率 ： 30位
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○ 社会資本の維持管理及び更新に必要な支出は、2018年から2048年にかけて、事後保全では最大2.4倍、
予防保全では最大1.3倍の増加が見込まれる。

○ また、建設後50年以上経過する社会資本の割合は、将来的に増加していく見込み。

今後の社会資本の維持管理等について

＜建設後50年以上経過する社会資本の割合＞

（出典）国土交通省ＨＰ「インフラメンテナンス情報」を基に作成。

＜将来の社会資本の維持管理・更新費の推計結果＞

2024年
３月

2030年
３月

2040年
３月

道路橋
（橋長２ｍ以上） 約３９％ 約５４％ 約７５％

トンネル 約２７％ 約３５％ 約５２％
2018(平成30)    2028                2038                2048

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

（兆円）

約5.2兆円

約6.5兆円
～

約5.9兆円

（出典）平成30年11月30日「経済・財政一体改革推進委員会 国と地方のシステ
ムワーキング・グループ」国土交通省提出資料等を基に作成。

約12.3兆円
～

約10.9兆円

［事後保全の場合］
最大２．４倍

（年）

［予防保全の場合］
最大１．３倍

27%
28%

31%
33% 33% 33%

34% 35% 36% 36%

40% 41%
43%

44%

H21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4

維持的経費の割合が
40％を超える

【出典】 国土交通省 「道路統計年報」を基に作成。

＜道路投資額（国・地方）に占める維持的経費の割合＞
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2.0 2.0

0.7 0.6 0.7
0.9 0.9 0.9

2.9 2.7 2.3

1.7
2.3

3.3

4.0
4.1

4.3
1.1

1.1

1.2

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

歳出 税収 歳出 税収 歳出 税収

6.5

7.8

6.2

9.0

7.0
5.9

2.0

原因者負担・受益者負担

＜国・地方の自動車関係税収と道路関係の歳出の推移＞

（注１）いずれも決算額であり、歳出については予算補正追加額を含む。端数処理の関係で合計が一致しない。
（注２）旧道路特定財源制度において道路財源ではなかった歳入項目（自動車税や自動車重量税の一部）や旧道路特定財源が充当されていなかった歳出項目（救急、交通安全対策、災害復旧、農林道等）を含む。
（注３）歳出項目のうち「道路整備（直轄事業等）」については、決算書等をもとに一定の仮定を置いて試算したものである。なお統計上の制約から、道路関係の災害復旧事業費として一部計上できていない部分があり、また地方への補助事業分を除いていない部分がある。その

他の歳出は総務省試算。
（注４）燃料課税（国税）は揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、燃料課税（地方税）は軽油引取税、車体課税（国税）は自動車重量税、車体課税（地方税）は自動車税、軽自動車税、自動車取得税を指す。

（兆円）

H24年度 H29年度 R４年度

〔歳入項目〕
燃料課税（国税）
燃料課税（地方税）
車体課税（国税）
車体課税（地方税）

救急
交通安全対策
道路関係（農林道含む）
道路整備（直轄整備等）

〔歳出項目〕

○ 自動車関係諸税は、道路利用による受益者負担、道路損壊等に対する原因者負担の性格を有している。
○ 平成21年度の一般財源化以降、道路関係の歳出が増加する一方、税収は減少。
 【【令令和和７７年年度度与与党党税税制制改改正正大大綱綱（（抄抄））】】

自自動動車車関関係係諸諸税税をを負負担担すするる自自動動車車ユユーーザザーーのの理理解解ににもも資資すするるよようう、、受受益益者者負負担担・・原原因因者者負負担担とといいっったた課課税税のの考考ええ方方やや、、
ここれれままででのの沿沿革革等等をを踏踏ままええつつつつ、、使使途途のの明明確確化化をを図図るるととととももにに、、受受益益とと負負担担のの対対応応関関係係をを分分かかりりややすすくく説説明明ししてていいくく

（参考）「道路に関する世論調査」 （令和３年７月内閣府）によれば、道路整備等の費用を車利用者が負担することについて、約７割が

「適切である」「やむを得ない」と回答。
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与野党国対委員長合意（令和７年7月30日）

ガソリン暫定税率廃止法案に関連し、以下のとおり合意する。

１．財源確保、流通への影響、地方財政への配慮等の課題を含め、すみやかに与野
党合意の上、法案を成立させ、今年中のできるだけ早い時期に実施する。

２．このため、与野党の実務者間で法案内容及び実施に必要な施策について協議す
る場を８月１日開会の臨時国会中に設置し、閉会中にも精力的に検討を行い、早
期に実施できるよう合意を目指す。

46

流通や販売の現場に与える影響 （2008年4月～ 暫定税率失効時）
• 2008年4月の１か月間、暫定税率一時失効時において、ＳＳの現場で混乱が発生。

 値下げになったガソリンを購入するため、全国各地のＳＳ周辺の道路で渋滞が発生し、近隣
住民等からＳＳに苦情が寄せられたり、在庫切れになったＳＳが閉店。

 失効前の高い税率で仕入れていた在庫を「旧税率での販売」として価格を維持しようとしても、
結果的に安値で売らざるを得ず、各地のSSで損失発生。

▲ 暫定税率失効により「皆様に
ご迷惑をおかけする恐れがある」
旨事前告知しているSS

（2008年3月26日・岐阜市内）

▲ 暫定税率失効直後にSSに殺到した車列
（2008年4月1日・名古屋市内）

平均して1SSあたり50KL程度の手持ち在庫が存在

上記の場合１SSあたり120万円程度※の損失が発生

複数SSを所有する事業者ほど多大な損失が発生

渋滞の発生、在庫切れSSの閉店 在庫分についての損失発生

失効前に仕入れた在庫分について
は旧税率に基づいて販売をする旨
の告知

（2008年４月1日東京都内）

暫定税率復活直後に
    在庫切れ閉店となったSS
（2008年5月1日・大阪市内）

※ １SSあたりの在庫約50kL × 25.1円/L
棚卸資産の手持期間の平均:11.1日（石油協会経営実態調査（2023年4月～2024年3月決算））、
年間の国内向け販売量4,450万kL（石油統計 2023年度）、
SS数27,414（2023年度末時点登録事業者数）を元に算出 45
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消費税の議論

48

野党７党提出 ガソリン暫定税率廃止法案（令和７年８月１日）

47
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50

① 価格改定等の対応

⑤ 各種システムの設定変更・改修

④ 免税事業者に与える影響

② 買い控え・駆け込みと反動

③ 価格転嫁

税率変更に伴う実務上の課題

税率を引き下げる場合

○ 我が国では、消費税の税率変更は適切に価格に反映されることが重要。消費税の税率変更に事業者が対応す
るためには、税率変更を踏まえた価格改定やシステム改修等の対応が必要。
（注）過去の税率変更時（3→5％、5→10％）は消費税転嫁対策特別措置法を制定するなど、転嫁拒否等の行為の取締り等、円滑かつ適正な価

格転嫁を実現するための各種施策を実施。

○ こうした対応には十分な準備期間が必要となることから、過去の税率変更時は、改正法公布から少なくとも１年
半の期間をおいて施行。

⑥ 税率差が大きくなることによる影響

⑦ 事業者の資金繰りに及ぼす影響

（追加的課題）
軽減税率のみ引き下げる場合

各党の主張（立憲、国民、維新、参政）

立民 維新 国民 参政

所得税 ・高校生の扶養控除額の
維持

・Ｎ分Ｎ乗方式の導入
・年少扶養控除の復活

・基礎控除を178万円に引
き上げ
・基礎控除の所得要件を撤
廃
・年少扶養控除の復活、高
校生の扶養控除の堅持

・年収の壁の見直し
・第一子より段階的に減税
し、第三子より非課税世帯
化（子育て減税）

ガソリン
税 ・暫定税率の廃止

・暫定税率廃止
・自治体へ財源措置の上、
軽油引取税を含め全て廃
止

・暫定税率廃止
・二重課税の廃止
・本則税率の地方税化

消費税
・食料品を一年間０％
・給付付き税額控除に移行
※経済情勢を踏まえて一回
のみ延長が可能

・食料品を２年間０％
・一律５％（実質賃金が
持続的にプラスになるまで）
・インボイス廃止

・段階的廃止
・インボイス廃止

出典 「物価高から、あなたを守り抜く」 「社会保険料から、暮らしを変え
る」 「手取りを増やす夏」 「日本人ファースト

これ以上、日本を壊すな！」
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52

課題③ 価格転嫁

○ 過去の税率引上げ時（5→8％、8→10％）においては、下請等の事業者に対する消費税の転嫁拒否等が行われないよう、消費税
転嫁対策特別措置法に基づき、転嫁拒否等の行為を禁止したほか、公取委等による監視・取締り等の対応を実施。

○ 他方で、8→10%の引上げ時には、税率引上げの前後で、駆け込み需要・反動減が抑制されるよう、事業者の価格設定のタイミン
グ等が規制されるものではない旨、政府のガイドラインで周知したところ。

○ 仮に物価高対策として消費税率を引き下げる場合、事業者は、税率引下げ相当分の値引きを消費者から期待されると考えられる
が、事業者の経営上の判断も踏まえた価格設定のタイミング等をどこまで規制できるか、といった論点があると考えられる。

・ 税率が下がれば、買い手から税率引下げ相当分の価格引下げを求められることが想定される。
・ さらに、ＢtoＢ取引において、価格交渉力の弱い事業者は、原材料費の上昇等に伴い販売価格の改定が必要な状況
であっても、税率引下げに伴う値下げを理由に、買い手から税抜価格の据え置きを求められ、実質的に税率引下げ分以上
の値引き（買い叩き）を強いられる可能性。

※ 税率引下げ分を超える値引きや一方的な価格据え置きについては、独占禁止法における優越的地位の濫用等に該当する可能性。

税率引下げにより生じ得るBtoB取引の課題

BtoC取引における論点

・ 税率を引き上げる場合（主にBtoB取引上、強い立場にある買い手の買い叩き等を規制）と異なり、例えば、税率が引
き下げられても、原材料費の高騰や賃上げの原資を確保するといった経営上の判断から小売価格を据え置く場合など、
ＢtoＢ取引を含め、売り手が値下げしないことを規制できるのか等、十分な検討が必要。

51

課題② 税率変更に伴う買い控え・駆け込みと反動

○ 税率引下げ前には買い控えが生じ、引下げ後にはその反動増が生じるおそれ。
・ 税率引下げが決定してから施行まで、一定の準備期間を要することから、住宅や耐久消費財をはじめ、高額な財・サービスを中心
に、買い控えが長期間続く可能性。

・ 税率引下げ後の急激な需要増により、需給のひっ迫や供給不足による生産・流通・販売現場の混乱が生じる可能性。

○ 時限措置とした場合、終了前の駆け込み購入と、再引上げ後の反動減が生じるおそれ。
・ 終了前の買いだめ、前倒し購入により、品薄やそれに伴う価格高騰が消費に混乱を及ぼす可能性。

（注）前回の税率引上げ（8→10％）に際しては、需要変動の平準化を図るため、中小小売業等へのポイント
還元や住宅・自動車の購入に対する税制・予算措置を実施。

（参考）前回の税率引上げ時（8→10％）の対応

《臨時・特別の措置》 （令和元年度当初予算：国費2.0兆円）

・ キャッシュレス・消費者還元事業
・ 低所得者・子育て世帯向けプレミアム商品券
・ 住宅購入者等に対する支援（すまい給付金、次世代住宅ポイント制度）
・ 防災・減災、国土強靱化

《税制上の措置》 （減収見込額：①1.1兆円程度／②③0.3兆円程度）

① 軽減税率制度の実施
② 住宅ローン控除の拡充（控除期間の延長等）
③ 自動車税の取得時及び保有時の税負担の軽減

（51ページ）
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課題⑥ 税率差が大きくなることによる影響

○ 物価高の中、テイクアウトや惣菜・弁当等の中食の割安感が増すことから、外食の売上げに影響する可能性。
○ イートイン（10％）とテイクアウト（８％）の価格差が大きくなる場合、コンビニ等の店頭での確認手続きを、公
平性のために従来以上に丁寧に行うことが消費者から求められる可能性。

○ 大手フランチャイズ・チェーンでは、イートイン（10％）、テイクアウト（８％）の税込価格を統一している場合があ
る。仮に軽減税率対象品目の税率を０％とする場合、値札の貼替えに加え、標準税率との税率差が大きくなること
から、イートイン・テイクアウトの値段設定の検討等が必要となる。

ハンバーガーチェーン

コーヒーチェーン

牛丼チェーン

外食チェーンにおける価格設定例

うどんチェーン

（注）価格を統一した上で、容器代を別途請求している。

（参考）価格表示の状況

消費者向け取引では、「総額（税込価格）」を表示す
る義務がある（税抜き価格も併せて表示することは可）
⇒ 税率変更に伴って値札の張り替え等が必ず必要。

（参考１）飲食料品を扱う事業所数（令和３年総務省経済センサス）

飲食料品の小売業 89.1万者
飲食料品の卸売業 10.0万者
料理・飲食業 43.0万者

（参考２）小売業者における価格表示の状況
消費者庁の令和３年３月物価モニター調査結果では、

食料品の７割以上で税抜価格・税込価格の双方が表示
されている。

軽減税率のみを引き下げる場合

53

大手システム事業者からの聴取内容（課題⑤ 税率変更に伴うレジ・システムの改修工程）

○ 過去の税率引上げ時に、税率に関して自由度の高い「POSレジ」システムを構築しているため比較的短期間で対応
可能とする事業者もあった一方、そのようなシステムを構築していない事業者からは、全顧客でのシステム改修を終える
までには相当の期間を要するとの見立てが示されている。

※ 主に小規模事業者が用いる「一般的なレジ」については、税率変更に伴う設定の変更をユーザー自身がマニュアル等をもとに行えることが多いため、比較的短
期間で対応可能ではないかとの見立てが示されている。

改修作業に相当の期間を必要とする場合の工程（イメージ）

具体的な
内容・時期
が決定

開発に必要な
人員・予算
の調整・確保

標準POSシステム
向け開発

カスタマイズされたPOSシステム
向け開発・インストール

税率
変更

（標準システム改修完了から順次着手）

※ 税率が新たに１つに増え
る場合と同じ開発が必要
（返品対応のためには変
更前税率が必要）

＋

１ 非課税売上

２ 10％売上

３ ８％売上

４ ○％売上

標準POSシステムへのインストール

※ 他の各種システムに接続しているケースが多く、
その状況に応じたチューニングが必要。

※ 接続先システムの改修を経てからでないと開発
できないケースもある。

〔標準ユーザー向け〕

〔大手スーパー・コンビニ向け〕
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（注１）合計額が一致しない箇所は端数処理の関係による。
（注２）年金の額には年金特例公債に係る償還費等約0.3兆円を含む。
（注３）地方分の使途は、上図の社会保障４経費を含む、「社会保障施策に要する経費」（地方単独事業を含む）とされている。
（注４）酒類・外食を除く飲食料品及び定期購読契約が締結された週２回以上発行される新聞については軽減税率８%（国分：6.24%、地方分：1.76%）が適用され
ている。

年金

医療

介 護

子ども・子
育て支援

地 方

年金
医療
介護

子ども・子育て支援

14.3兆円
12.3兆円
3.7兆円
3.6兆円

［34.0兆円］

消 費 税
7.8 ％

24.9兆円

地方消費税
2.2 ％

6.5兆円

消 費 税
（国・地方）

10 ％

31.4兆円

社会保障４経費

（国・地方）

［47.9兆円］

地方消費税

地方交付税として地方へ

地方消費税
１ % 分

従来分：2.6兆円
増収分（５%→８％） ：1.5兆円
増収分（８%→10％）：0.8兆円

消費税（国分）

地方交付税

計 47.9兆円

消費税収（地方消費
税１％分を除く）
28.3兆円との差額は
19.5兆円

国

税率構造

20.1兆円
従来分：10.7兆円

増収分（５%→８％） ：6.1兆円

増収分（８%→10％）：3.2兆円

国で徴収して地方へ

社会保障４経費へ

             4.9兆円

             3.4兆円

計 8.3兆円

［13.9兆円］

令和７年度税収

社会保障４経費と消費税収の関係（令和７年度予算）

令和７年度予算においては、
・ 地方交付税分を除いた国分の消費税収は、２０．１兆円である一方、
・ 国の社会保障４経費（年金、医療、介護、少子化対策）は３４．０兆円と
税収を大幅に上回っており、

・ その差額は、１３．９兆円。

（消費税の19.5％分）

平成24年度
7.3兆円

平成24年度
22.8兆円
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課題④ 税率変更が免税事業者に与える影響

○ 免税事業者においても、消費税引下げ分の値下げを期待する販売先から、値下げが求められる可能性があり、それに応じた場合、免
税事業者においては利益が減る場合がある。

○ 仕入れ時に支払った消費税相当分を回収するためには、課税事業者に転換した上で還付申告する必要がある。

仕入代金 880

農産物の出荷苗・肥料等の仕入れ

売上代金 1,080

本体価格 800
＋10％税 80

具体例（農家の場合）

軽減税率のみを引き下げる場合

※値下げによって利益が80減少

仕入代金 880
本体価格 800
＋10％税 80

利益200（=1,080－880）

利益120（=1,000－880）
値下げ後の売上代金 1,000
引下げ前の価格1,080から
▲８％相当分80（1,080 × 8/108）
の値下げが求められた場合

軽減税率８％が０％
に引き下がった場合

課税転換した場合
仕入代金 880
本体価格 800
＋10％税 80

利益200（=1,000－880＋還付80）
売上代金 1,000
本体価格 1,000
＋０％税 ０

（注）「苗・肥料等の仕入れ」と「農産物の出荷」 （売上げ）のみの取引を想定し、これらの売上げと仕入れの差額に還付される税がある場合はそれを足した
金額を「利益」と表記。
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収入階級別の消費税の負担状況

4.0万 5.1万 5.5万 5.6万 5.7万 6.1万 6.2万 6.4万 6.9万 7.3万 7.7万 8.3万

9.2万

12.3万
13.7万 15.2万

17.2万
18.6万

20.8万 21.9万
24.2万

26.9万

33.9万

39.5万

0

10

20

30

40

50

～200万 ～300万 ～400万 ～500万 ～600万 ～700万 ～800万 ～900万 ～1000万 ～1250万 ～1500万 1500万～

消費税負担額（軽減税率対象分） 消費税負担額（標準税率対象分）

（年間収入階級）

（万円）

13.2万

17.5万
19.2万

20.9万
22.9万

24.6万
27.0万

28.3万

31.1万

34.2万

41.7万

47.7万

世帯人員 2.37人 2.55人 2.80人 2.94人 3.08人 3.27人 3.35人 3.30人 3.46人 3.48人 3.42人 3.43人

消費税負担率 6.1% 5.4% 4.6% 4.4% 4.2% 4.0% 3.7% 3.5% 3.4% 3.2% 3.1% 2.8%

うち標準税率分 4.2% 3.8% 3.3% 3.2% 3.2% 3.0% 2.9% 2.7% 2.6% 2.5% 2.6% 2.3%

うち軽減税率分 1.8% 1.6% 1.3％ 1.2% 1.1% 1.0% 0.9% 0.8% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5%

（出典）総務省「家計調査」（令和６年）「二人以上世帯のうち勤労者世帯」
（注１）消費税負担額については、家計調査における支出金額に、標準税率対象品目は110分の10、軽減税率対象品目は108分の8を乗じて算出。消費税負担率については、実収入に占める消費税負担額の割合。
（注２）一部、家計調査における各階級の計数を世帯数分布により加重平均している。
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消費税率の引下げによる減収等

⃝ 消費税収は、全世代型社会保障を支える重要な財源として社会保障給付等に充当。

税率引下げにより、その財源が損なわれる。

➣ 消費税収（令和７年度予算）

３１．４兆円（国分：２４．９兆円※、地方分：６．５兆円）

   ※ 国分のうち１９．５％が地方交付税の法定率分

➣ １％あたり消費税収（右図）（令和７年度予算）

標準税率分：２．７兆円程度（うち国：２．１兆円 地方：０．６兆円）

軽減税率分：０．６兆円程度（うち国：０．５兆円 地方：０．１兆円）

⃝ 引下げにより地方財源に大きな影響。

➣ 消費税収の配分

国 ：７８％（うち１５．２％※が地方交付税分）※ ７８％×１９.５％

地方：２２％

→ 消費税収の約４割は地方財源

10％

8％

１％
２．７兆円 ０．６兆円
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【2025.5.13 消費税の減税論 各党の見識が問われている】
消費税は年金、医療、介護などの社会保障の財源に充てることが消費税法で定められている。消費税を減税する場合、別の財源を新
たに手当てしない限り、社会保障サービスを削ることは避けられないだろう。
そうした肝心の部分に触れず、参院選の受けだけを狙った減税論は無責任と言わざるを得ない。各党の見識が問われている。（中略）
また、コメの価格の急騰は農政上の問題であり、消費税の動向とは直接関係がない。
消費税と物価高を結びつけて議論することは、経済政策の方向性を混乱させかねない。（中略）
現役世代は一時的に減税の恩恵を受けることになるだろうが、国債を発行すれば、結局は将来の増税となって跳ね返ってくる。
財源を棚上げし、バラマキばかりを主張しているようでは、とても国政の舵取りは担えない。

消費税に係る各紙の主張②

日本経済新聞 【2025.5.10 参院選対策の消費減税公約は無責任だ】
すでに主な野党が消費税の減税策を競うなか、見過ごせないのは政権を担う公明党や参院自民党にまで減税論が広がっていることだ。
政策効果や財源の議論抜きに選挙目当てのバラマキに走るようでは「責任政党」とはいえない。（中略）
消費税を下げればいいというのは短絡的だ。食品に掛かる8%の軽減税率をゼロにすれば約5兆円の財源が必要になる。石破茂首相
が「高所得の方も含めて負担が軽減される。低所得の方が物価高で一番苦しんでいるのにどうなのか」と認める通り、再分配策としての効
率も悪い。（中略）
消費税は医療・年金・介護・子育て支援など社会保障や地方の財源となる基幹税で、下げたら容易に戻せない。次の選挙のために次の
世代にツケを回さないか。政治家も有権者も問われている。
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読売新聞

毎日新聞 【2025.5.23 石破政権と物価高 必要性見極め政策提示を】
消費税減税には課題が多い。野党などの案では年5兆～15兆円の税収が失われる。借金で穴埋めすれば、将来にツケを回すことにな
る。いったん引き下げた税率を元に戻すのは、政治的に難しい。
今の物価高はコメとエネルギーが主な要因だ。いずれも需給などによって変動するため、社会保障の恒久財源である基幹税に手を付け
ることには慎重であるべきだ。

【2025.4.26 消費税の減税 与野党の幅広い合意で】
時限的な消費税減税は、食料品を中心とする物価高に賃金上昇が追いつかず、実質賃金の低迷が長期化している現状ではやむを得な
い。実現に向けて与野党が協議を進めるよう求める。（中略）
消費税収は社会保障の財源に充てられている。税率引き下げが時限的でも赤字国債の安易な発行で財源を賄えば、財政規律が緩み、
将来世代に負担を押しつけることになる。時限的なはずが長期間に及び、将来世代の不安が増す事態は避けなければならない。
そうした観点からも、消費税減税は幅広い与野党の合意に基づいて、代替の財源を確保し、物価安定後には税率を元に戻す責任を分
かち合うことが必要だ。

【2025.4.27 消費税と野田氏 減税公約の重みと疑問】
そもそも、いま消費税の減税が必要な情勢なのか。物価の先行きは不透明だが、エネルギー価格の高騰は落ち着きつつあり、賃上げが広
がる。政府はこれまで所得税の減税や低所得層への給付金、ガソリン補助、備蓄米の放出など多くの対策をとってきた。それで不十分なのか、
まず精査が欠かせない。
立憲案では年５兆円もの税収減になるが、すべての人に一律で減税する手法は適切なのか。野田氏は「給付もばらまき、減税もばらまき
と言ったら、何もしないでよいのか」と強調するが、減税額は高所得層ほど大きくなる。消費税は所得の低い人に負担感の大きい税であること
は確かだが、より困っている人たちを重点的に支援するやり方に知恵を絞るべきだろう。
いったん下げた税率を予定通りに戻せるかも、不透明だ。法律で定めた消費税率10％への引き上げ時期を、安倍政権は２度先送りした。

消費税に係る各紙の主張①
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朝日新聞

産経新聞 【2025.5.15 消費税の減税 与野党は責任ある議論を】
ただ、消費税率の変更には吟味が必要だ。消費税は社会保障を支える基幹税である。減税を訴えるなら、併せて財源などで納得できる
説明が求められるのに、各党の主張は十分とはいえない。世論受けを狙い減税を唱えるだけなら無責任である。（中略）
財源は重要である。社会保障費は現状でも消費税収だけで賄えないほど巨額だ。代替財源もないままの減税は避けるべきなのに具体案
は出てこない。赤字国債は安定財源にならない。一時的な減税なので際限なく国債を発行することにはならないとしても、期限付きの減税
でどこまで政策効果を得られるのか。減税前には買い控えも起きるし、期限が来れば増税である。税率を元に戻すのは政治的に難度が高い。
そもそも、新型コロナ禍のような危機でもないのに消費税を減税する必然性はあるか。（中略）法改正などで時間を要し、高所得世帯に
も恩恵が及ぶ消費税減税を行う意義をはっきりさせなければ論議は深まるまい。

東京新聞
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扶養控除
（所得税）

扶養控除
（住民税）

15歳 16歳 18歳19歳 22歳23歳 69歳70歳～0歳

38万円

48万円

58万円
63万円

38万円

特定
扶養控除扶養控除 扶養控除

（成年） 老人扶養控除

同居老親等加算
48万円

58万円

38万円

63万円

扶養控除
（年少）

【改正後】
廃止

【改正後】
25万円縮減

15歳 16歳 18歳19歳 22歳23歳 69歳70歳～0歳

33万円

特定
扶養控除扶養控除 扶養控除

（成年） 老人扶養控除

同居老親等加算
38万円

45万円

33万円

45万円

扶養控除
（年少）

【改正後】
廃止

【改正後】
12万円縮減

33万円

38万円

45万円

○ 「所得控除から手当へ」等の観点から、子ども手当の創設とあいまって、年少扶養親族（～15歳）に対する扶養控除（38万円）を廃止。
○ 高校の実質無償化に伴い、16～18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分（25万円）を廃止。
※ 「子ども手当」は平成22年4月から給付開始。扶養控除の見直しについては、所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度分から適用。

扶養控除の見直しについて（平成22年度改正）
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その他の課題

61

（61ページ）

（62ページ）



―63―

68 

180 195 

110 

254 
300

0

50

100

150

200

250

300

350

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

給与のみ（注２）
給与所得控除額
（万円）

給与及び年金 （注１）
給与所得控除及び公的年金
等控除の合計額（万円）

年金・給与双方の収入がある場合と給与収入のみの場合の概算控除額の違い

（注１）公的年金等収入が200万円ある65歳以上の者で、給与収入が0～800万円の間で推移した場合の概算控除額。
なお、この他に所得金額調整控除（～10万円）の適用がある。

（注２）給与収入が200～1000万円の間で推移した場合の概算控除額。

控除額 〔万円〕

年収（万円）

※給与のみ：給与収入
※給与及び年金：給与収入

＋公的年金等収入

 公的年金等控除は、給与収入がある場合でも適用
 同じ収入でも給与収入のみの納税者と、給与収入と公的年金等の双方を有する納税者で税負担に差異

（万円）
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○ 16歳から18歳までの扶養控除について、15歳以下の取扱いとのバランスを踏まえつつ、高校生年代は子育て世帯において教
育費等の支出がかさむ時期であることに鑑み、現行の一般部分（国税38万円、地方税33万円）に代えて、かつて高校実質
無償化に伴い廃止された特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分（国税25万円、地方税12万円）を復元する。

○ 高校生年代に支給される児童手当と合わせ、全ての子育て世帯に対する実質的な支援を拡充しつつ、所得階層間の支援の
平準化を図る。

15
歳

18
歳

22
歳

～H21 H22改正後

扶養控除
（38万円）

（一般）
扶養控除
（38万円）

上乗せ分
（25万円）

扶養控除
⇒廃止

児童手当
拡充

（一般）
扶養控除
（38万円）

上乗せ分
⇒廃止

（一般）
扶養控除
（38万円）

上乗せ分
（25万円）

高校無償化高校生・大学生を持つ
世帯は教育費等の
支出が多いことに対応

児童手当

特
定
扶
養
控
除

～

～
16

～

今回の見直し

（一般）
扶養控除
（38万円）

上乗せ分
（25万円） 特

定
扶
養
控
除

扶養控除児童手当

（一般）
扶養控除
（38万円）

上乗せ分
（25万円）高校無償化

児童手当

高校生・大学生を持つ
世帯は教育費等の
支出が多いことに対応

15歳までと
16歳～18歳
での取扱いの
バランス

特
定
扶
養
控
除19

〔令和８年度税制改正以降において結論を得る〕「扶養控除」の見直しのイメージ（案）
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（注）確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度等に基づき支払われる退職一時金等は、退職手当等とみなし、
退職所得として課税することとされている。

○他の所得と区分して次により分離課税

・（収入金額－退職所得控除額）×1/2（注）＝退職所得の金額

勤続年数20年まで １年につき40万円

勤続年数20年超 １年につき70万円

・退職所得の金額×税 率＝所得税額
課税所得金額 税 率

195万円以下
330万円以下
695万円以下
900万円以下

1,800万円以下
4,000万円以下
4,000万円超

5％
10％
20％
23％
33％
40％
45％

（例）勤続年数30年の場合
退職一時金 2,000万円

500万円×1/2

退職所得控除額 1,500万円

〔 40万円×20年 ＋ 70万円×(30年－20年) 〕

退職所得
金額
250万円

退 職 所 得 の 課 税 方 式

（注）勤続年数５年以下の法人役員等の退職金については、２分の１課税を適用しない。（平成24年度税制改正）

勤続年数５年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち

300万円を超える部分については、２分の１課税を適用しない。（令和３年度税制改正）

所得税額
15.3万円

（備考）このほか、個人住民税が一律10％課される。
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給与収入が高い年金受給者の合計控除額の調整（案）

公的年金収入が標準的な年金額（基礎年金：80万円、報酬比例部分：120万円）の場合の例

 給与所得控除と公的年金等控除の合計額の上限を280万円とする
 在職老齢年金制度の見直しの帰趨を確認した上で、令和８年度税制改正において法制化する

控除額 （万円）

※給与のみ ：給与収入
給与及び年金：給与収入

＋公的年金等収入
（注）65歳以上の者と仮定。なお、この他に所得金額調整控
除（～10万円）の適用がある。
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250

300

350

300 400 500 600 700 800 900 1000

（参考）給与のみの場合
給与所得控除額
・給与収入が200～1,000万円で推移

給与及び年金がある場合
給与所得控除及び公的年金等控除の合
計額（注）
・年金収入は200万円で固定
・給与収入が0～800万円で推移

830万円
200

年収 （万円）

280万円

195.5

0 500 1000 1500

公的年金等控除

65歳
未満60

110

65歳
以上

年収
（万円）

200

110

195

0 500 1000 1500

給与所得控除

55

控除額
（万円）

年収
（万円）

170万円

630万円

控除額
（万円）

合算
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申告納税者の所得税負担率

2.6% 2.9%
3.4%

4.4%

5.8%

7.2%

8.5%

10.0%

12.0%

14.4%

17.2%

20.9%

24.1%

25.9%
25.3%

23.1%

21.2%

20.1% 20.2%

17.5%

16.2%

0.4% 0.5% 0.6% 0.7% 0.9% 1.1%
1.3%

1.7%

1.9%
2.3% 2.4% 3.0%

4.7%

8.0%

15.3%

28.3%

45.2%

57.0%

68.1%

88.6%
91.0%

1.0% 1.2% 1.5% 2.1% 2.7% 3.3%
4.2%

5.4% 6.8%
8.2%

9.5%

12.8%

19.6%

28.3%

35.1% 35.2%

26.1%

18.9%

8.4%

1.7% 2.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

200万超～250万 ～300万 ～400万 ～500万 ～600万 ～700万 ～800万 ～1千万 ～1.2千万 ～1.5千万 ～2千万 ～3千万 ～5千万 ～1億 ～2億 ～5億 ～10億 ～20億 ～50億 ～100億 100億超～

（備考）令和５年分の国税庁「申告所得税標本調査（税務統計から見た申告所得税の実態）」より作成。
（注） 所得金額があっても申告納税額のない者（例えば還付申告書を提出した者）は含まれていない。

また、源泉分離課税の所得や申告不要を選択した所得も含まれていない。

（合計所得金額：円）

所得税負担率
（左軸）

合計所得金額のうち

株式等譲渡所得等の占める割合

（右軸）

（負担率） （割合）

合計所得金額のうち

分離長期譲渡所得（土地建物）

の占める割合（右軸）

令和５年分

668.4万人
2.8万人
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第第一一 令令和和７７年年度度税税制制改改正正のの基基本本的的考考ええ方方

（２）個人所得課税のあり方

① 私的年金等に関する公平な税制のあり方

働き方やライフコースが多様化する中で、税制が老後の生活や資産形成を左右しない仕組みとしていくことが、豊かな老後生活に向
けた安定的な資産形成の助けとなると考えられる。

こうした考えの下、勤務先の企業が企業年金を設けているかどうか、企業年金の形態がどうであるかといった違いにかかわらず、継
続的に、かつ、平等に資産形成をできる環境の整備を進めるため、iDeCoの拠出限度額について、「穴埋め型」による引上げを行う。

さらに、豊かな老後生活に向けて、公的年金を補完し、老後に向けた資産形成を支援するという私的年金の役割を踏まえ、賃金上昇
の状況を勘案し、確定拠出年金の拠出限度額について7,000円の引上げを行う。また、公的年金による保障が相対的に限定的な個人事
業主のiDeCo等の拠出限度額についても、同額の引上げを行う。確定拠出年金については、加入率が３分の１以下にとどまる、拠出限
度額の近くまで拠出している者の割合が低い、高所得者ほど利用者が多く拠出額も多いといった実態もある。今後、こうした実態を踏ま
え、拠出限度額の考え方について、各国の制度も参照しながら、次期年金制度改革までに検討し、結論を得る。

包括的所得課税の下では、拠出時に所得控除の対象とされる、私的年金を含む年金については、給付時において相応の課税がなさ
れることが原則と考えられる。しかしながら、現行の年金課税や退職所得課税の下では、私的年金の給付時課税が限定的となっており、
給付時課税のあり方を検討する必要がある。

また、退職金や私的年金等の給付に係る課税について、給付が一時金払いか年金払いかによって税制上の取扱いが異なり、給付の
あり方に中立的ではないといった指摘がある。

退職所得課税については、勤続年数が20年を超えると１年あたりの退職所得控除額が増加する仕組みが転職の増加等の働き方の
多様化に対応していないといった指摘もある。

退職金や私的年金等のあり方は、個人の生活設計にも密接に関係すること等を十分に踏まえながら、拠出・運用・給付の各段階を通
じた適正かつ公平な税負担を確保できる包括的な見直しが求められる。例えば、各種私的年金の共通の非課税拠出枠や従業員それぞ
れに私的年金等を管理する個人退職年金勘定を設けるといった議論も参考にしながら、あるべき方向性や全体像の共有を深め、具体
的な案の検討を進めていく。

令和７年度税制改正大綱（令和６年12月20日）（抄）
自 由 民 主 党
公 明 党
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つみたて投資枠 成長投資枠

年間の投資上限額 112200 万円 224400 万円

非課税保有期間 制限なし（（無無期期限限化化）） 同同左左

非非課課税税保保有有限限度度額額
（（総総枠枠））

11,,880000 万円

11,,220000 万円（内数）

口座開設可能期間 制限なし（（恒恒久久化化）） 同同左左

投資対象商品
積立・分散投資に適した一定の公募等株式投資信託

（商品性について内閣総理大臣が告示で定める要件を満たしたものに限る）

上場株式・公募等株式投資信託等

投資方法 契約に基づき、定期かつ継続的な方法で投資 制限なし

つみたてＮＩＳＡ及び
一般ＮＩＳＡとの関係

令令和和５５年年末末ままででににつつみみたたててＮＮＩＩＳＳＡＡ及及びび一一般般ＮＮＩＩＳＳＡＡににおおいいてて投投資資ししたた商商品品はは、、
新新ししいい制制度度のの外外枠枠でで、、非非課課税税措措置置をを適適用用

併併用用可可

※安定的な資産形成につながる投資商品に絞り込む観点から、

高レバレッジ投資信託などの商品（注４）を対象から除外

（注１） 非課税保有期間の無期限化に伴い、つみたてＮＩＳＡと同様、定期的に利用者の住所等を確認し、制度の適正な運用を担保。
（注２） 利用者それぞれの非課税保有限度額については、金融機関から既存の認定クラウドを活用して提出された情報を国税庁において管理。
（注３） 金融機関による「成長投資枠」を使った回転売買への勧誘行為に対し、金融庁が監督指針を改正し、法令に基づき監督及びモニタリングを実施。
（注４） 高レバレッジ投資信託などの商品とは、投資信託の受益権等で、一定の目的以外でデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行うこ

ととされているもの等をいう。

ＮＩＳＡ制度（少額投資非課税制度）の抜本的拡充・恒久化（令和５年度改正）

（注１）

（注２）

（注３）

つみたてＮＩＳＡ 一般ＮＩＳＡ

年間の投資上限額 40 万円 120 万円

非課税保有期間 20 年間 ５ 年間

口座開設可能期間 平成30年(2018年)～令和24年(2042年) 平成26年(2014年)～令和５年(2023年)

投資対象商品
積立・分散投資に適した一定の公募等株式投資信託

（商品性について内閣総理大臣が告示で定める要件を満たしたものに限る）
上場株式・公募等株式投資信託等

投資方法 契約に基づき、定期かつ継続的な方法で投資 制限なし

いずれかを選択

【～令和５年】

【令和６年～】

※※簿簿価価残残高高方方式式でで管管理理（（枠枠のの再再利利用用がが可可能能））

70

極めて高い水準の所得に対する負担の適正化

① 通常の所得税額

② （合計所得金額 ※ － 特別控除額（３．３億円）） × ２２．５％

※株式の譲渡所得のみならず、土地建物の譲渡所得や給与・事業所得、その他の各種所得を合算した金額。

※スタートアップ再投資やNISA関連の非課税所得は対象外であるほか、政策的な観点から設けられている

特別控除後の金額。

【【イイメメーージジ】】

税負担の公平性の観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化のための措置を設ける。
（令和７年分の所得から適用）

22.5％

15％

（所得税負担率）

約30億円 （合計所得金額）特別控除額
（3.3億円） 追加負担が生じる

平均的な所得水準

②②がが①①をを上上回回るる場場合合にに限限りり、、

差差額額分分をを申申告告納納税税

※令和２年分の申告データを用いて機械的に試算 69
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72

○ 中小企業の経営者の死亡に伴う株式の分散の防止や相続時の税負担に対応することで、事業承継
の円滑化を通じた雇用の確保、地域経済活力の維持や生前贈与による事業承継を促進する観点から、
中小企業の先代経営者から後継者がその会社の非上場株式等を相続・贈与により取得した場合には、
その非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税を猶予（後継者の死亡等の場合に免除）。

○ 平成30年１月～令和９年12月末までの相続・贈与については、従来の制度を抜本拡充した特例措
置が活用可能。

相
続
・
贈
与

申
告
期
限

５年間

要件を満たさなくなった場合申告・担保提供

取得した全株式に対応
する相続税・贈与税の
納税を猶予（100％）

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づく都道県知事の関与

（注１）経営状況の悪化等を理由に、５年間の平均が８割を満たせなかった場合には、認定支援機関の指導助言を受ける。
（注２）猶予税額の納付に併せて利子税を納付。利子税の割合（措置法の特例適用後）は現在年0.4％。
（参考）本措置を利用した場合、当初の５年間は毎年、５年経過後は３年に１回、継続届出書を税務署へ提出する。

特例承継計画の提出
・確認

令和８年３月31日まで
特例承継計画を都道府県知事
に提出

都道府県知事の認定
会社、後継者（３人まで）
に関する要件の判定
・贈与の日までに役員就任から
３年以上経過していること
・会社の代表者であること 等

事業の継続

代表者であること
株式等の保有継続
雇用要件（弾力化注１） 等

全額納付注２

株式等の
保有継続等

後継者の死亡等
後継者の死亡
更なる後継者への贈与
経営環境が悪化した場合
の株式の譲渡 等

株式等の譲渡等

譲渡等した株式等
に対応する税額を
納付注２

猶予税額の免除

※下線部は、10年間の特例措置で拡充されている部分

【令和7年度改正後】
贈与の直前において
役員であること

非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予（法人版 事業承継税制）

（
５
年
経
過
後
）

住宅ローン控除の拡充（令和７年度改正）
 現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、子育て世帯や若者夫婦世帯における住宅取得を支援する観点から、子育て世帯等

について、住宅ローン控除における借入限度額について、上乗せを行う。
※ 「子育て世帯等」とは、①年齢40歳未満であって配偶者を有する者、②年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は③年齢19歳

未満の扶養親族を有する者をいう。

 子育て世帯にとっての利便性の向上や、様々な世代やライフスタイルに応じた住宅取得ニーズに対応する観点から、床面積要件に
ついて合計所得金額1,000万円以下の者に限り40㎡に緩和する。（令和７年12月31日以前に建築確認を受けたものを対象。） 。

（注１）「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指す。
（注２）「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことを指す。
（注３）「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指す。
（注４） 所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の５％（最高9.75万円）の範囲内で個人住民税から控除する。
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74

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

（注１） 既存住宅は、①耐震基準に適合していること 又は②昭和57年以降に建築されていること が必要。
（注２） 東日本大震災の被災者に係る非課税限度額は1,500万円（耐震・省エネ・バリアフリー以外の住宅は1,000万円）。
（注３） 原則として贈与を受けた年の翌年３月15日までに住宅を取得する必要がある。
（注４） 適用件数 令和４年：5.0万件 令和５年：6.2万件 令和６年：4.5万件。

◯ 親・祖父母等（贈与者）から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合、非課税限度額まで非課税とする。
（令和６年１月１日～令和８年12月31日までの措置）

 住宅面積：床面積50㎡以上240㎡以下の住宅用家屋（合計所得金額が1,000万円以下の者：下限を40㎡以上に引下げ）

 受贈者 ：直系卑属（合計所得金額2,000万円以下、18歳以上）

 適用要件

 非課税限度額（令和６年度改正）

住宅の区分 非課税限度額

一定の耐震性能、省エネ性能
又はバリアフリー性能を有する住宅 1,000万円

上記以外の住宅 500万円

63 77 72 78 43 270 227 141
516

771 759 892 742 80080 51 81 110 127 224 194 230

481
397 426

443
463 453

2937
3452

2809 2661 2691

5357
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平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

事業承継税制の適用件数

73
（注１）適用件数は、各年分の申告において事業承継税制を適用した相続人又は受贈者の人数であり、平成29年分以前は一般措置の件数、H30年分以降は特例措置の件数のみを集計。
（注２）計画申請件数は年度毎に集計。
（出典）計画申請件数は中小企業庁資料より、適用件数は「国税庁統計年報書」より作成。

特例措置

○ 平成30年～令和５年の特例承継計画の申請件数と事業承継税制の適用件数の差は約13,000件。
潜在的な利用見込者が特例措置の適用期限に向けて蓄積されていくことになる。

計画申請件数

適
用
件
数贈与

相続
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76

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

小学校
入学資金

預入金

教育資金として支出

大学院
入学資金

口座（子・孫名義）親・祖父母

大学
入学資金

契約終了

（注１） 受贈者が①23歳未満である場合、 ②学校等に在学中の場合、 ③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、加算の対象外。
ただし、贈与者に係る相続税の課税価格の合計が５億円を超える場合は、受贈者の年齢等に関わらず加算。

（注２） ⑴30歳に達した日（学校等に在学・教育訓練を受講中の場合を除く）、⑵30歳に達した日後に年間で学校等に在学・教育訓練を受講した日がなかった
年の年末、⑶40歳に達した日、⑷信託財産等が零になった場合において教育資金管理契約を終了させる旨の合意に基づき終了する日、のいずれか早い日

（注３） 23歳以上の受贈者については、①学校等に支払われる費用、 ②学校等に関連する費用、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講費用に限定。
（参考）令和７年３月末時点の信託の利用実績延べ 契約件数：27万4,964件、信託財産設定額：約２兆1,041億円

教育費の範囲
入学金、授業料、塾、習い事など（注３）

（金融機関が領収書等をチェック）

30歳到達時など

教育資金を
一括拠出

非課税

◯ 概 要：親・祖父母（贈与者）が、金融機関（信託銀行・銀行等・証券会社）の子・孫（受贈者）名義の専用口座
  に教育資金を一括して拠出した場合には、1,500万円分まで非課税とする。

◯ 適 用 期 間：平成25年４月１日～令和８年３月31日
◯ 受 贈 者：子・孫（０歳～29歳、合計所得金額1,000万円以下）

◯ 贈与者死亡時：死亡時の残高を相続財産に加算（注１）

◯ 契約終了時：残高に対して、贈与税を課税
（注２）

75

4.1

7.1
7.3

6.4

7.5

6.5 6.6
5.9 5.8 5.8 5.8 6.0

7.0

5.0

6.2

4.5

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
１件当たり
適用額

（注１）計数は、国税庁の報道発表資料による。
（注２）非課税限度額は、平成27年から令和３年までは住宅取得等に係る契約の締結時期、それ以外の年分は贈与時期に応じて決まる金額。
（注３）「10％適用枠」とは、住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10％である場合の非課税限度額をいう。

適用件数（万件）

500万

1,500万

1,000万

1,500万

1,000万

1,500万
(R2.4~R3.12)

1,500万

(H31.4~R2.3)
3,000万

(H28.1~H31.3)
1,200万 1,200万

1,000万

10%適用枠

非課税限度額（最大）

1,200万 (R4.1~R8.12)
1,000万

○ 非課税限度額の水準にかかわらず、適用件数はほぼ横ばいで推移。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用状況

468万 1,014
万

813万 891万 769万 664万 933万 808万 787万 770万 942万 1,129
万

921万 678万 723万 705万
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期限内申告者数
：190万７千人

インボイス発行事業者（個人事業者）による令和６年分消費税の確定申告状況

令和６年分申告における
インボイス発行事業者（221万人）

の期限内申告割合

約86％

令和６年分申告における
インボイス発行事業者の期限内申告割合

（参考）免税事業者からインボイス発行事業者に
なった者※※の期限内申告割合

免税事業者から
インボイス発行事業者になった者

（126万３千人）
の期限内申告割合

約81％
約93％
申告義務があると

考えられる者の申告割合

（注１）インボイス発行事業者でも、登録が年の後半であったなど、その年に申告すべき取引がなければ消費税の申告義務はないため、申告が確認できない者には、国税当局から個別に申告義務の有無等の確認
を順次実施している。

（注２）令和６年分申告における２割特例適用者は、81万１千人。（令和５年分：73万４千人）
（注３）法人については、令和５年10月～令和６年９月に決算期を迎えた課税転換者の期限内申告割合は約９割。

約95％
申告義務があると

考えられる者※の申告割合

期限内申告者数
：102万９千人

○ 令和６年分申告におけるインボイス発行事業者（221万人）のうち期限内に申告した割合は約86％（令和５年分は
約88％）であった。

○ このうち、申告義務が基本的にあると考えられる者の期限内申告割合は約95％（インボイス導入前は例年85～90％となって
いるのに対し、令和５年分は約94％）。

⇒ 令和５年分同様、インボイス導入前と比べても順調な申告状況。
（参考）免税事業者からインボイス発行事業者になった者について、申告義務が基本的にあると考えられる者の期限内申告割合：約93％（令和５年分：約91％）

※ 所得税申告において、事業所得・不動産
所得・雑所得(業務)・山林所得に関して
収入金額を申告している者

※※ 令和５年10～12月に課税事業者に転換した者及び令和６年に課税事業者に転換した者の合計

78

77

教育資金贈与信託の受託状況

◯ 利用実績は、延べ約27.5万件、約2.1兆円
◯ 新規契約数は、経済対策として導入された当初よりも減少し、足元１年間で6,782件、627億円（令和７年３月時点）

4,478 

3,571 

2,827 

1,523 1,467 
2,008 

827 
1,282 

831 1,025 
575 627 

67,581 

51,913 

42,070 

20,222 17,535 21,277 

9,413 13,117 8,962 10,069 
6,023 6,782 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

新規契約数

（契約数：件） （信託財産設定額：億円）

（注）信託協会公表の実績による。

新規信託財産設定額
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○ 免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の２割に軽減す
る激変緩和措置を３年間講ずる。

○ これにより、業種にかかわらず、売上・収入を把握するだけで消費税の申告が可能となることから、簡易課税に比して
も、事務負担も大幅に軽減されることとなる。

※ 免税事業者がインボイス発行事業者となったこと等により事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる者を対象とし、インボイス制度の開
始から令和８年９月３０日の属する課税期間まで適用できる。（個人事業者の場合、令和８年分確定申告まで適用可）

小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置

売上 ７００万円
（税７０万円）

仕入 １５０万円
（税１５万円）

※通信交通費、会議費、PC購入等

納税 ５５万円－ ＝

みなし仕入 ３５０万円
（税３５万円）

※ 売上税額７０万円×５０％

〔本則課税〕

〔簡易課税（５種）〕

納税 ３５万円＝－

納税 １４万円

※ 負担軽減措置の適用に当たっては、事前の届出を求めず、申告時に選択適用できることとする。

納税額を売上税額の
２割に軽減

※ 売上税額７０万円×２割

小規模事業者に対する負担軽減措置

（小規模事業者）

【イメージ】

税負担を軽減

▲41万円

▲21万円

R5改正

80

免税事業者からの仕入れに係る経過措置について

○ インボイス制度への円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについて、
インボイス制度実施後３年間は８割、その後の３年間は５割の仕入税額控除が
可能。

軽減税率実施

令和元年10月
（2019年）

インボイス制度実施

令和５年10月
（2023年）

令和８年10月
（2026年）

令和11年10月
（2029年）

３年
３年

４年

８割控除可能 ５割控除可能 控除不可

免税事業者からの仕入れにつき
全額控除可能

インボイス制度への円滑な移行のため、１０年間の経過措置期間を設けている
（免税事業者はこの間に、課税事業者への転換の要否を見極めながら対応を検討）

（区分記載請求書等保存方式）
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⃝ 近年、ＥＣ(※)需要が大きく伸び、その後も堅調に市場規模が拡大。更に、グローバル化やプラットフォーム経済の発展により、国外事
業者が容易に他国市場へアクセスできるようになり、国境を越えたEC取引に係る世界の市場規模は、2030年には約８兆ドル
（2021年の10倍）にも達すると指摘されている。 (※) Electronic Commerce：電子商取引

⃝ 我が国においても、BtoC-EC市場の拡大が続いており、国境を越えたEC取引を利用した国外事業者からの個人輸入による購入
も急増。通常の輸入件数が横ばいの中、消費税等が免除される少額貨物は、この５年間で５倍超に増加し、2024年で約１億７
千万件となっている。

国境を越えたEC取引の拡大について

860 

1,252 

1,762 

2,288 

2,912 

4,258 

3,146 

5,402 

7,874 
9,547 

12,226 

16,966 
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2,000
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14,000

16,000

18,000

2019 2020 2021 2022 2023 2024

少額貨物の輸入金額・件数の推移

輸入金額
（少額貨物）

輸入件数
（少額貨物）

輸入件数（少額貨物以外）

（金額：億円）（件数：万件）

万件

億円

世界の越境EC市場規模の拡大予測

物販系分野のBtoC-EC 市場規模及びEC 化率の経年推移
（市場規模の単位：億円）

（出所）経済産業省「令和５年度デジタル取引環境整備事業（電子商取引に関する市場調査）」

億円

万件

（出所）財務省関税局

少額貨物
課税価格の合計額が１万円以
下の貨物で輸入時に課される消
費税等が免除されるもの

令和６年11月13日
経済社会のデジタル化への対応と
納税環境整備に関する専門家会合

財務省提出資料

82

外国人旅行者向け免税制度の見直し

〇 免税購入品の国内での横流し等の不正に対応するため、課税で販売し、事後的に消費税相当額を返金する「リファンド方式」
への見直しについて、令和７年度税制改正大綱に基づき、税制改正法案が成立。関係法令は令和７年３月末に公布済。

〇 新制度は、令和８年11月１日から適用を開始。

リファンド方式のイメージ

⑥税関確認情報を保存

出国

免税販売管理システム
（国税庁）

免税店

免税品購入者 税関

④必要に応じ検査

⑦免税が成立し、返金を実施※

③旅券提示・確認①課税で販売

※ 承認送信事業者（改正後：承認送受信事業者）等に委託することが想定される

◆ 令和７年度税制改正大綱（抜粋）

消費税の外国人旅行者向け免税制度については、不正利用を排除し、免税店が不正の排除のために負担を負うことの
ない制度とするため、令和６年度税制改正大綱で示された方針を踏まえ、出国時に持ち出しが確認された場合に免税販
売が成立する制度とし、確認後に免税店から外国人旅行者に消費税相当額を返金するリファンド方式に見直す。
その上で、本免税制度を引き続きインバウンド消費の拡大に向けた重要な政策ツールとして活用するため、外国人旅

行者の利便性向上や免税店の事務負担軽減の観点から、一般物品と消耗品の区分や消耗品の購入上限額及び特殊包装を
廃止するとともに、免税店が販売する際に「通常生活の用に供するもの」であるか否かの判断を不要とする等の措置を
講ずる。また、新方式の施行に当たっては、空港等の混雑防止確保の観点から必要な環境整備等を行うほか、関係省庁
において、業界団体等とも連携しつつ周知･広報を行う。
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令和７年度税制改正大綱（抄）

第一 令和７年度税制改正の基本的考え方

３．経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し

（３）経済のグローバル化・デジタル化への対応

③ 国境を越えた電子商取引に係る消費税の適正化

近年、物品販売に係る国境を越えた電子商取引の市場は急速に拡大しているが、国外事業者による消費税

の無申告や少額輸入貨物に対する免税により、適正な課税や国内外の事業者間の競争上の公平性の確保に課

題が生じている。

こうした課題に対応するため、諸外国における制度・執行両面での対応を参考としつつ、事業者間の公平

性や通関実務への影響等を考慮の上、国境を越えた電子商取引に係る適正な消費課税のあり方について検討

を行う。

令 和 ６ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日
自 由 民 主 党
公 明 党

84

国境を越えたEC取引の課税関係と適正な課税に向けた課題

〇 国境を越えたEC取引には一般的に次の２つの形態が存在。
① 国外事業者が、プラットフォーム事業者（PF）が管理する国内倉庫に一旦納めた商品をECサイトを通じて販売する場合（フル
フィルメントサービス）。この場合、国外事業者が国内販売に係る消費税の納税義務を負う。

② 国外事業者から海外直送する場合。この場合、国内消費者がその引き取り時に輸入消費税の納税義務を負う（少額は免税）。
〇 ①については、多くの無申告が生じている可能性があり、②については、少額な貨物が免税対象とされており、これらの取引について
国内事業者との間に競争上の不均衡が生じているおそれがある。

【課題１】国外事業者による無申告が生じているおそれ

【課題２】少額貨物に係る国内事業者との競争上の不均衡

① あらかじめPF事業者の倉庫へ② 注文を受け配送

PF倉庫
（国内）

国外事業者消費者

納税義務者

国内に所在する資産の販売
（＝消費税の課税対象）

注文を受け海外から直送

国外事業者消費者

納税義務者

消費者が輸入者として税関に申告※
（＝課税価格１万円超の場合、輸入消費税の課税対象）

※実務的には通関業者が代理して申告

国外事業者による多くの無申告が生じているおそれ。

少額貨物（課税価格１万円以下）は消費税等が免除され
る。消費税等を納めた上で国内で取引を行う小売業者等と競
争上の不均衡が生じている。

税関

※ 国外事業者によるフルフィルメントサービスの国内市場規模をEC事業者の決算情報
等を基に一定の仮定をおいて試算すると5000億円～１兆円程度と見込まれる。

令和６年11月13日
経済社会のデジタル化への対応と
納税環境整備に関する専門家会合

財務省提出資料
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令和５年度 租税特別措置の適用実態調査報告書（令和７年通常国会提出）のポイント

対象措置数：78措置（令和４年度81措置）、適用法人数：148.3万法人（令和４年度146.2万法人）

(注１) 対象措置数78措置は、上記の合計55措置に上記の種類に該当しない措置（土地税制等）34措置を加え、税額控除と特別償却の選択制の11措置を除いたもの。
(注２) 本報告書における法人税関係特別措置の適用実態調査結果を基に、一定の前提を置いて試算した全体の減収額は、2兆8,990億円程度。

措置の種類
（措置数）

適用件数
（前年度比）

適用額
（前年度比）

（参考）
増減要因となる

主な措置
適用額

（前年度比）
減収額試算 制度改正の状況

法人税率の特例
（２措置）

108.0万件）
（＋1.2万件）

4兆5,474億円）
（＋1,117億円）

中小法人等の軽減税率
4兆5,281億円）

（＋1,262億円）
1,811億円 －

税額控除
（17措置）

31.4万件）
（＋4.3万件）

1兆7,338億円）
（＋4,049億円）

賃上げ促進税制
7,278億円）

（＋2,127億円）
7,278億円 令和４年度改正：改組・拡充

研究開発税制
9,479億円）

（＋1,842億円）
9,479億円

令和４年度改正：縮減

令和５年度改正：縮減・拡充

ＤＸ・ＣＮ投資促進税制
（一部)

103億円）
（＋25億円）

103億円
令和４年度改正：縮減

令和５年度改正：縮減

中小企業投資促進税制
（一部)

211億円）
（＋22億円）

211億円 令和５年度改正：縮減

国家戦略特区設備投資
促進税制（一部)

16億円）
（＋16億円）

16億円 －

特別償却
（26措置）

３.７万件）
（▲0.2万件）

8,280億円）
（▲89億円）

中小企業経営強化税制
（一部)

4,810億円）
（▲194億円）

726億円 令和５年度改正：縮減

特定船舶の特別償却
886億円）

（＋131億円）
76億円 令和５年度改正：縮減・拡充

中小企業投資促進税制
（一部)

1,914億円）
（＋100億円）

304億円 令和５年度改正：縮減

地域未来投資促進税制
（一部)

158億円）
（▲95億円）

16億円
令和４年度改正：縮減

令和５年度改正：縮減・拡充

準備金
（10措置）

0.4万件）
（▲0.02万件）

6,474億円）
（▲100億円）

海外投資等損失準備金
149億円）

（▲110億円）
35億円 －
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自 由 民 主 党
公 明 党

１．成長型経済への移行
（３）今後の法人税のあり方

わが国では、世界的な法人税率の引下げ競争が展開される中、2010年代に、設備投資や雇用・賃上げの促進、
立地競争力の強化を図るため、法人税率を23. 2％まで引き下げた（国・地方の実効税率は29. 74%)。この
間、経済界には、法人税改革の趣旨を踏まえ、国内投資の拡大や賃上げを求めてきたが、企業部門では、収益が
拡大したにもかかわらず、現預金等が積み上がり続けた。
今般、EBPM (Evidence  Based  Policy Making :証拠に基づく政策立案）の観点からデータ分析等を行

い、法人税改革の成果について議論を行った。設備投資については、法人税改革以降、海外投資等が増加したの
に対し、大企業を中心に国内投資は低水準で推移した。賃上げについても、諸外国と比較して、長年低迷してきた。
他方、企業の利益が現預金として社内にとどまる傾向が一層強まってきた。
海外の先行研究を見ても、法人税率が設備投資や賃金に与える影響は限定的であるとの分析や、わが国の法

人税改革が国内投資の増加に効果的でなかったとの分析が示されている。また、政策対応を検討する際には、企業
の国際競争力等にも一定の配慮が求められるが、この10年間で、企業を取り巻く経済環境やそれに応じた企業行
動は大きく変化したことにも留意が必要である。
こうした振り返りを踏まえれば、法人税改革は意図した成果を上げてこなかったと言わざるを得ず、法人税のあり

方を転換していかなければならない。これまで現預金を大きく積み上げてきた大企業を中心に企業が国内投資や
賃上げに機動的に取り組むよう、減税措置の実効性を高める観点からも、レベニュー・ニュートラルの観点からも、
法人税率を引き上げつつターゲットを絞った政策対応を実施するなど、メリハリのある法人税体系を構築していく。
税制のみならず、予算や制度改正等の様々な政策手段を総動員して国内投資を促し、持続的な経済成長に向け
た動きを取引先の中小企業も含め広く経済社会全体に波及させていく。 85
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（注１） 研究開発税制の適用額については、平成10年～平成17年までは2-1決算期ベース、平成18年以降は4-3決算期ベースにより算出。試験研究費の額（企業）については、4-3決算期ベースにより算出
（注２） 平成10年度から平成13年度までの適用額は会社標本調査（国税庁）の「試験研究費の控除額等」の欄を、平成14年度から平成22年度までの適用額は同調査の「試験研究費の総額」、「中小企業者等の試験研究費」等

の欄の合計額を記載
（注３） 租税特別措置の適用実態調査（平成23年度以降）、会社標本調査（国税庁）（平成22年度以前）、科学技術研究調査（総務省）
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試験研究費の額と研究開発税制の適用額の推移

○ 平成15年度改正以降、研究開発税制の規模は大きく増加し、法人税関係の租税特別措置の中で最大の減収額となっている。特に、
足元では１兆円に迫る動き。

○ 他方、長期的に見ると、企業による試験研究費の額は概ね横ばいの動きで、必ずしも研究開発税制が試験研究費の増加につな
がっていない可能性。

○ この間、企業が有する現預金等は大きく増加（平成12～14年の平均約151兆円⇒令和３～５年の平均約311兆円）。

実績値推計値

（億円）（億円）

（年度）

試験研究費の額（企業）
【右軸】

適用額全体
【左軸】

H12~14の平均
約700億円

R3~5の平均
約7,900億円

88

所得税法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 省 略

二 賃上げ促進税制については、中小企業の実態を踏まえ、長期にわたり実施されている同税制の効果の検証を行うとともに、新たに創設された上乗せ要件
が子育てと仕事の両立支援や女性活躍支援に与える効果についても的確に把握するよう努めること。

三 新たに創設される各種の企業関係税制については、今後、各措置の適用実態を検証し、企業等の行動変容を促すインセンティブ措置
として機能しているか否か等の観点から、政策効果や必要性をよく見極めた上で、一部の企業等に対する過度の優遇にならないよう、
不断の見直しを行うこと。

四～六 省 略

＜令和６年３月２日衆議院財務金融委員会＞

＜令和７年３月４日衆議院財務金融委員会＞

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一～九 省 略

十 各種の企業関係租税特別措置については、企業等の行動変容を促すインセンティブ措置として機能しているか否か等の観点から、政策効果や必要性をよく見極めた上
で、一部の企業等に対する過度の優遇にならないよう、各措置の適用実態のより一層の透明化に向け必要な措置を講ずるよう努めること。

十一 給与等の支給額が増加した場合の所得税額及び法人税額の特別控除に関する制度については、その効果の検証を継続的に行い、その結果や賃金を巡る状況を
踏まえ、同制度の廃止を含む見直しについて検討を進め、必要な措置を講ずるよう努めること。

十二～十五 省 略
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（参考）賃上げ促進税制の概要イメージ

○企業の支払う賃金は（賃上げ分を含め）は全額損金算入されるため、黒字企業の場合、課税所得が減ることによ
り、賃上げ分の最大約３０％分の税負担が軽減される。

○ 加えて、賃上げ促進税制の適用によって賃上げ分の最大３５～４５％が税額控除されることにより、賃上げ分の
最大６５～７５％（地方法人税等を加味すれば、最大約70％～83％）につき、税負担の軽減がなされることになる。

賃金総額

賃上げ分

全額
損金
算入

賃上げ分の内訳

約30％分の税負担軽減
（法人実効税率：29.74%）

※損金算入によるもの

賃上げ促進税制の適用により
（法人税）最大35～45％分の税額控除

賃上げ分のうち
最大約65％～75%（上記の地方法人税
等を加味すれば、最大約70％～83％）の税負
担軽減 ああああああああああああああ

企業の実質的
な負担分

（賃上げ分の最大
25～35％※）

企業負担
軽減

企業負担
軽減

※ 上記の地方法人税等を加味
すれば、賃上げの最大約17％
～30％

※ その他、地方法人税、法人住民税、法人事業税で
最大約５～８％の税負担軽減あり

90

研究開発税制の適用実態

（注） 令和４年度以前において、連結法人については、企業グループ単位で申告書が提出されるため、１グループを１法人として集計している。
（出典）租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書

２３年度２４年度２５年度２６年度２７年度２８年度２９年度３０年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

研究開発税制
全体

9,895件11,177件12,703件12,527件12,287件12,262件11,956件10,241件 9,726件 9,230件 9,707件 16,402件 17,845件

3,395
億円

3,952
億円

6,240
億円

6,746
億円

6,158
億円

5,926
億円

6,660
億円

6,216
億円

5,574
億円

5,053
億円

6,527
億円

7,636
億円

9,479
億円

大法人
2,965件 3,633件 4,215件 4,131件 4,010件 3,980件 3,561件 3,141件 2,905件 2,761件 2,857件 4,947件 5,299件

3,104
億円

3,666
億円

5,916
億円

6,381
億円

5,769
億円

5,555
億円

6,253
億円

5,796
億円

5,182
億円

4,708
億円

6,106
億円

6,961
億円

8,665
億円

中小法人等
6,930件 7,544件 8,488件 8,396件 8,277件 8,282件 8,395件 7,100件 6,821件 6,469件 6,850件 11,455件 12,546件

291億円 285億円 323億円 365億円 389億円 371億円 407億円 420億円 392億円 344億円 421億円 675億円 814億円

適用額全体に
占める大法人
適用額の割合

91.4% 92.8％ 94.8％ 94.6% 93.7% 93.7% 93.9% 93.2% 93.0% 93.2% 93.5% 91.2% 91.4%

○ 平成25年度以降、研究開発税制は約6,000億円前後の規模で推移してきたが、足元では１兆円に迫る伸びと
なっている。

○ 試験研究費の額そのものが大きいことなど様々な要因が考えられるが、適用額全体の約９割以上が大法人に
よるもの。
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第一 令和７年度税制改正の基本的考え方
４．自動車関係諸税の総合的な見直し
（１）見直しに当たっての基本的考え方

自動車関係諸税は、日本の自動車戦略やインフラ整備の長期展望等を踏まえるとともに、「2050年カーボンニュー
トラル」目標の実現に積極的に貢献するものでなければならない。その上で、
① インフラの維持管理・機能強化の必要性、地域公共交通のニーズの高まり等を踏まえつつ、自動車関係諸税全体と
して、国・地方を通じた安定的な財源を確保することを前提とする

② マルチパスウェイ戦略の下で、多様な動力源（パワートレイン）が併存していくことを踏まえた税制とする
また、自動車産業を取り巻く国際環境の変化を踏まえ、市場活性化や産業基盤の維持発展に配慮するとともに、イ

ノベーションを促し、質の高い電気自動車等の普及に資する税制とする
③ 二酸化炭素排出量抑制により、脱炭素化に向けた取組みに積極的に貢献するものとする
④ ユーザーの理解にも資するよう、受益者負担・原因者負担といった課税の考え方や、これまでの沿革等を踏まえつ
つ、使途の明確化を図るとともに、受益と負担の対応関係を分かりやすく説明していく
その際、中長期的には、自動車の枠を超えたモビリティ産業の発展に伴う受益者の広がりや保有から利用への移行

等も踏まえる
との考え方を踏まえつつ、公平・中立・簡素な課税のあり方について、中長期的な視点から、車体課税・燃料課税を含
め総合的に検討し、見直しを行う。

（２）車体課税の見直し
車体課税については、カーボンニュートラルの実現に積極的に貢献するものとすべく、国・地方の税収中立の下で、

取得時における負担軽減等課税のあり方を見直すとともに、自動車の重量及び環境性能に応じた保有時の公平・中立・
簡素な税負担のあり方等について、関係者の意見を聴取しつつ検討し、令和８年度税制改正において結論を得る。

（３）利用に応じた負担の適正化に向けた課税の枠組み
異なるパワートレイン間の税負担の公平性や将来に向けた安定的な財源確保、ユーザーの納得感の観点から、利用に

応じた負担について、使途、執行・関係技術等を踏まえ検討し、課税の枠組みについて、令和８年度税制改正において
結論を得る。

令和７年度税制改正大綱（令和６年12月20日決定）（抜粋）
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賃上げ促進税制の適用実態

賃上げ促進税制
（所得拡大促進税制等） ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

全体

78,261件 90,594件 99,134件120,977件131,201件129,831件 99,355件138,063件215,294件254,483件

2,478億円 2,774億円 3,184億円 3,849億円 3,525億円 2,289億円 1,650億円 2,430億円 5,150億円 7,278億円

大法人

4,075件 3,980件 3,787件 3,645件 2,712件 1,802件 1,114件 1,986件 4,116件 5,268件

1,688億円 1,724億円 1,880億円 2,034億円 1,545億円 923億円 620億円 711億円 2,494億円 3,337億円

中小法人等

74,186件 86,614件 95,347件117,332件128,489件128,029件 98,241件136,077件211,178件249,215件

790億円 1,050億円 1,304億円 1,815億円 1,980億円 1,366億円 1,031億円 1,719億円 2,656億円 3,941億円

（注）計数については、それぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは一致しないものがある。

91

（91ページ）

（92ページ）



―78―

自動車重量税のエコカー減税（乗用車）

○ 燃費性能等が優れた自動車の開発を促す観点から、一定の排ガス性能を備えた自動車について、燃費性能に応じて、
新車の初回車検の際などの自動車重量税の税率を減免。

○ 平成21年度のエコカー減税導入以降、適用期限到来ごとに燃費基準を引き上げており、平均燃費は向上。足元では、
概ね新車10台中７台がエコカー減税の対象であり、また新車３台中１台が免税といった状況になっている。

初回車検 ２回目車検

ＥＶ・ＦＣＶ・ＰＨＶ・ＣＮＧ 免税 免税

ガソリン車
ＬＰＧ車
ＣＤ車

2030基準
①：120％達成
②：125％ 〃

免税 免税

2030基準
①：90％達成
②：100％ 〃

免税

2030基準
①：80%達成
②：90% 〃

▲50％軽減

2030基準
①：70％達成
②：80％ 〃

▲25％軽減

（注１）①はR6.1.1～R7.4.30、②はR7.5.1～R8.4.30の間に必要な達成度。
（注２）EV、FCV、PHV、CNGは、それぞれ電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッ

ド自動車、天然ガス自動車を指す。2030基準は2030年度燃費基準を指す。
（注３）ガソリン車等の減免対象は、一定の排ガス基準を満たす2020年度燃費基準達成車に限る。

免税

37％

▲50％軽減

25％

▲25％軽減

8％

減税対象外

30％

（出典）日本自動車工業会、対象期間： 令和5年4月～令和6年3月

【エコカー減税の概要】 【エコカー減税の対象車の割合（販売台数）】

計 356万台

94

免税
※２回目も
免税

免税
▲50％軽減

▲25%軽減

電気自動車等、
2030基準
125％達成

2030基準
100％達成

2030基準
90％達成

2030基準
80％達成

2030基準
75％達成 2030基準75％未達成

自動車重量税のイメージ
○ エコカー減税対象車及びこれに相当する環境性能を有する車は「本則税率」、それ以外の車は「当分の間税率」となっている。
○ その上で、エコカー減税対象車には、エコカー減税による減免が適用される。

2,500円 ／ 0.5t

4,100円 ／ 0.5t

5,700円 ／ 0.5t

6,300円 ／ 0.5t

当分の間税率

エコカー減税対象車及びそれと同等の環境性能を持つ自動車
※エコカーは下記のとおり減免

本則税率

当分の間税率

（注１）令和７年５月１日～令和８年４月30日までの間の制度を示したもの。
（注２）ガソリン車・ＬＰＧ車、クリーンディーゼル車の減免対象は、2020年度燃費基準達成車に限る。2030基準とは2030年度燃費基準を指す。
（注３）継続車検を受ける際、免税対象車等（＝エコカー減税対象車及びそれと同程度の環境性能を有する車両）に該当する場合には本則税率が適用される（13年超／18年

超の場合を含む）。なお、2030基準75％達成車は免税対象車等には該当しないが、経過措置として本則税率が適用されている。

当分の間税率

＜自家用乗用車の計算例＞
新規車検、車両重量が1.4t、
エコカー減税▲50％軽減の場合

【車両重量】 【税率】 【車検期間】 【エコカー減税】 【自動車重量税額】
３ × 2,500円 × ３ × 50%(▲50%) → 11,200円

継続車検、車両重量が1.4t、
当分の間税率・13年未満 ３ × 4,100円 × ２ ー → 24,600円

（100円未満切捨）

13年超 18年超
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 市場国に物理的拠点（PE：Permanent Establishment）を置かずにビジネスを行う企業の増加
 現在の国際課税原則「PEなくして課税なし」の下で、市場国で課税が行えない問題が顕在化。

 低い法人税率や優遇税制によって外国企業を誘致する動き
 法人税の継続的な引下げにより各国の法人税収基盤が弱体化。
 税制面において企業間の公平な競争条件を阻害。

 OECD/G20の「BEPS包摂的枠組み（IF）」（現在は147か国・地域が参加）において議論が
進められ、2021年10月、2本の柱の解決策（※）に合意。
（※）「第1の柱」（市場国への新たな課税権の配分）及び

「第2の柱」（グローバル・ミニマム課税）により構成。
 2021年12月、グローバル・ミニマム課税のモデルルールを公表。国内法での対応が求められており、各
国において法制化が進行中。
（※）日本においては、2023年に所得合算ルール（IIR）を法制化。2025年に軽課税所得ルール

（UTPR）及び国内ミニマム課税（QDMTT）を法制化。
 2023年10月、「第１の柱」の多数国間条約の案文を公表。
 2025年１月、国際課税に係る米国大統領覚書の公表。4月、IF声明を公表、議論の継続に合意。
 2025年６月、「グローバル・ミニマム課税に関するＧ７声明」の公表。IFにおいて具体的な解決策を
議論中。

国際課税に関するOECD/G20「「BEPS 包摂的枠組み」 ２本の柱について

経緯
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動力源（パワートレイン）ごとの課税関係

○ 取得段階・保有段階においては、EVへの課税はCO2削減等の観点から一律／大幅に減免。利用段階においては、EV
はそもそも税制に位置づけられていないため、負担は生じない。

○ 多様な道筋（マルチパスウェイ戦略）のもとで、当面共存するガソリン車やHVなど多様な動力源（パワートレイ
ン）の間で中立・公平な税制とする必要。

（注）令和７年４月現在の課税関係を示している。

自動車税
種別割

自動車税
環境性能割

自動車重量税

燃料課税
（揮発油税・地方揮発油税）

CEV補助金

EV

一律非課税

一律で最低税率
（25,000円/年）

※取得翌年度▲75％程度
（グリーン化特例）
重量に応じて課税

（本則：2,500円／0.5t・年）

※初回・２回目車検は
一律で免税

評価に応じて
12～90万円／台

取得

保有

利用

ガソリン車

排気量に応じて課税

環境性能に応じて
取得価額の０～３％

重量に応じて課税
当分の間：4,100円／0.5t・年
本則：2,500円／0.5t・年
環境性能に応じて減免

53.8円/ℓ

HV

環境性能に応じて
取得価額の０～３％

重量に応じて課税
当分の間：4,100円／0.5t・年
本則：2,500円／0.5t・年
環境性能に応じて減免

53.8円/ℓ

排気量に応じて課税
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米国の動向等

〇 本年１月、米国は国際課税に係る大統領覚書を公表。
〇 本年４月の「BEPS包摂的枠組み（IF ）」総会において、米国を含むIF参加国は、特に「第２の
柱」の実施と進行中の「第１の柱」の交渉に関し、国際課税システムにおける確実性と安定性の確保の
ため、議論の継続に合意した旨、公表。
〇 米国議会の動きとして、本年５月に下院で可決された財政調整法案（一つの大きく美しい予算法
案、One Big Beautiful Bill Act：OBBBA）には、米国が「不公平」と考える税制をもつ外国の政
府・企業等に対し、追加課税等の「対抗措置」を課する規定が含まれていた（通称「899 条」）。

〇 6月28日、上院案（※）から899 条が削除され、並行して29日、G7 声明が公表。
（※）財政調整法案は、7月1日に上院にて可決、7月3日に下院にて再可決、7月4日大統領署名を経て成立。

＜「899条」（下院案）の主な内容＞
米国が「不公平」と考える税制をもつ外国の居住者等が米国において稼得する所得に対する課税について、その税
率を適用日から毎年5％ずつ引き上げ、法定税率に加えて最大20％まで引き上げる。
 不公平な税制
①グローバル・ミニマム課税の一部である軽課税所得ルール（UTPR）、②デジタル・サービス税（DST）等

 適用対象者
「不公平な税制」をもつ外国の政府、居住者（個人・企業）、これらに保有されている外国企業 等

98

トランプ大統領覚書（国際課税関連 概要）

OECDの税に関するグローバルな合意

米国の主権と経済競争力を取り戻すものとして、以下を規定。

-グローバル・タックスディールに係る前政権によるいかなるコミットメントも、米国議会による立

法措置なしに、米国において効力を有しないことを、OECDに通知。

-財務長官は、通商代表と協議の上、域外適用または米国企業に不均衡な影響を与える

外国の税制措置について調査し、取るべき保護手段等のオプションを作成して、60日以内

に大統領に助言を提出。

米国第一の貿易政策

(j)外国による課税の調査；内国歳入法891条（※）に基づき、外国が合衆国の国民ま

たは法人に対して差別的または域外課税を課しているかどうかを調査。

1月20日
公表

（※）内国歳入法891条は、外国が米国企業等を差別的・域外的税制の対象としていると大統領が認める場合は、大統領令に
より、当該外国の企業等に対する税率を２倍にする旨規定。
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グローバル・ミニマム課税に関するG7声明（抄）（2025年６月28日（米国時間）公表）

○ 「一つの大きく美しい予算法案（One Big Beautiful Bill Act：OBBBA）」の上院修正案（2025年6月16日提出）におい
て最近提案されている米国の国際課税システムへの変更の考慮、OBBBAの上院版における899条の削除、及び、国内ミニマム
課税（QDMTT）の実施の成功とその影響の考慮を含めた、両ミニマム課税制度の分析に基づいて行われたこの問題に関する議
論を踏まえ、共存システムは、将来にわたり、税源浸食と利益移転に対処する中で「包摂的枠組み（IF）」 の法域が得た重要な
成果を維持し、国際課税システムにおけるより大きな安定性と確実性を提供しうるという理解が共有されている。

○ この理解は、潜在的な税源浸食及び利益移転のリスクに対処するために、「包摂的枠組み」を通じて共に協働することへの我々の
継続的なコミットメントを基盤とするものであり、以下の受け入れられた原則に基づく：
- 共存システムでは、米国親会社グループの、米国内利益および米国外利益の双方について、UTPRおよびIIRから完全に免除

する。
- 共存システムでは、その共通の政策目的を保持するため、公平な競争環境の観点から特定される重大なリスク、または税源浸

食と利益移転のリスクが対処されることへのコミットメントを含む。
- 共存システムの実現に向けた作業は、「第２の柱」全般に係る執行とコンプライアンスの枠組みの大幅な簡素化の実現と並行

して行われる。
- 共存システムの実現に向けた作業は、「第２の柱」における実質ベースの還付無税額控除の取扱いが、還付付税額控除の取

扱いとより整合的になることを確保する変更を検討することと、並行して進められる。
○ 共存システムの実現は、デジタル経済の課税に関する建設的な対話及びすべての国の課税主権の保持を含む、国際課税システム

の安定化のさらなる進展を促進する。

○ 我々は、これらの問題がより広範な法域グループにとって関連性を持つことを認識しており、「包摂的枠組み」において、すべての当事
者が受入れ可能かつ実施可能な解決策に迅速に達する観点から、この理解及びそれが基づく原則について議論し、発展させること
を期待する。
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令和８年度の地方財政の課題

１．活力ある持続可能な地域社会の実現等に向けた重要課題への対応

「経済財政運営と改革の基本方針 」等を踏まえ、地方団体が、「地方創生２．０」やＤＸ・ＧＸの推進、防災・減災対策

の取組の強化、老朽インフラの適切な管理、地域医療提供体制の確保、物価高を踏まえた公共事業や施設管理、サー

ビス等における価格転嫁の推進など、活力ある持続可能な地域社会の実現等に取り組むことができるよう、安定的な税財

政基盤を確保。

３．地域ＤＸの推進と財政マネジメントの強化

フロントヤード改革やマイナンバーカードの利活用拡大等による住民の利便性向上、自治体情報システムの標準化、

サイバーセキュリティ対策の強化、 の利用推進、デジタル人材の確保、デジタル実装の全国展開などにより、地域ＤＸ

を更に推進。

公共施設等の適正配置や老朽化対策等の推進、財政状況の「見える化」、公営企業の広域化等の経営基盤の強化

など、地方団体の財政マネジメントを強化。

東日本大震災に係る地方の復旧・復興事業等の事業費及び財源の確実な確保
東日本大震災の復旧・復興事業等について、通常収支とは別枠で整理し、所要の事業費及び財源を確実に確保。

【東日本大震災分】

【通常収支分】

２．地方の一般財源総額の確保と財政健全化等

社会保障関係費や人件費の増加、物価上昇等が見込まれる中、地方団体が、上記１に掲げた重要課題に対応しつ

つ、行政サービスを安定的に提供できるよう、「経済・財政新生計画」、「経済財政運営と改革の基本方針 」等を踏ま

え、経済・物価動向等を適切に反映しつつ、交付団体を始め地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の

総額について、令和７年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保。

地方交付税については、引き続き厳しい地方財政の現状等を踏まえ、本来の役割である財源調整機能と財源保障機

能が適切に発揮されるよう、総額を適切に確保。

臨時財政対策債、交付税特別会計借入金といった特例的な債務残高を縮小し、財政健全化の取組を着実に推進。

地方分権推進の基盤となる地方税を充実確保するとともに、拡大しつつある地方公共団体間の税収の偏在や財政力

格差の状況について原因・課題の分析を進め、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に向けた取

組を推進。

総論 ： 地方財政・地方税制の現状と課題
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一般財源総額 兆円（＋ 兆円）

水準超経費を除く交付団体ベース 兆円（＋ 兆円）

国庫支出金
＋

地方債等
（▲ ）

地方税・地方譲与税等
（＋ ）

地方交付税
＋

地地方方国国

００．．９９兆兆円円
（（＋＋００．．６６兆兆円円））

交交付付税税特特別別会会計計国国のの一一般般会会計計

１１８８．．５５兆兆円円
（（▲▲００．．２２兆兆円円））

交交 付付 額額交付税特会への

「入口」ベース
交付税特会からの

「出口」ベース

・ 交付税法定率分（国税４税）等

兆円 （▲ 兆円）

・ 法定加算

兆円 （▲ 兆円）

１１９９．．３３兆兆円円
（（＋＋００．．４４兆兆円円））

令和８年度 地方交付税の姿（概算要求）

・ 交付税法定率分（地方法人税）等
兆円 （ ▲ 兆円）

・ 特会借入金の元金償還金
▲ 兆円 （＋ 兆円）

・ 特会借入金の利払金
▲ 兆円 （▲ 兆円）

・ 機構準備金の活用等
－ 兆円 （▲ 兆円）

・ 前年度からの繰越
－ 兆円 （▲ 兆円）

【【参参考考】】令令和和８８年年度度地地方方財財政政収収支支（（仮仮試試算算）） （単位：兆円）

歳出
兆円

（＋ ）

歳入
兆円

（＋ ）

財源不足額 兆円（▲ 兆円）

※１ 表示単位未満四捨五入の関係で積上げと合計が一致しない場合がある。
※２ （ ）内は令和７年度地方財政計画（令和７年度政府予算案等の国会修正を反映）からの増減額

給与関係経費
（＋ ）

一般行政経費
＋ ）

投資的経費
（ ）

公債費
（＋ ）

その他
（＋ ）

①① ②②

① 地方交付税（法定加算）
② 建設地方債の増発

＋＋
臨臨時時財財政政対対策策債債

００円円
（（前前年年度度同同額額））

令和８年度 地方財政収支の仮試算【概算要求時】

注）１ 地方交付税の要求の考え方等については、「令和８年度 地方交付税の概
算要求の概要」のとおりである。

２ 「一般財源」は、地方税等、地方特例交付金等及び地方交付税の合計額
である。

３ 仮試算の歳出は、人件費や社会保障関係費等を除き前年度同額を計上す
るなど仮置きの計数であり、予算編成過程において、「物価上昇に合わせた公
的制度の点検・見直し」も踏まえ、経済・物価動向等を適切に反映する。あわ
せて、地域デジタル社会推進費、緊急防災・減災事業費、緊急自然災害防止
対策事業費及び脱炭素化推進事業費の取扱いも含め、「令和８年度の地方
財政の課題」、国の予算編成の動向等を踏まえ、予算編成過程において必要
な検討を行う。

４ 東日本大震災に係る地方の復旧・復興事業等に係る財源の確保については、
事項要求とする。

５ 表示単位未満四捨五入の関係で、積上げと合計、増減率が一致しない場合
がある。

６ 「Ｒ７計画」は令和７年度政府予算案等の国会修正を反映したものである。

(通常収支分) （単位：兆円） （単位：兆円）

Ｒ７計画
Ａ

Ｒ８仮試算
Ｂ

増減額
Ｂ-Ａ

増減率
（％）

仮試算の考え方
Ｒ７計画

Ａ
Ｒ８仮試算

Ｂ
増減額
Ｂ-Ａ

増減率
（％）

仮試算の考え方

地方税等 給与関係経費

地方税 退職手当以外

地方譲与税 退職手当

地方特例交付金等 △0.0 △ 22.9 一般行政経費

地方交付税 補助

国庫支出金 単独

地方債
国民健康保険・後期高齢者医療制度
関係事業費

うち臨時財政対策債
新しい地方経済・生活環境創生事業
費

その他 △0.0 △ 0.2 　地方創生推進費

　地域デジタル社会推進費

うち一般財源 地域社会再生事業費

うち（交付団体ベース）
一般財源

投資的経費

直轄・補助

単独

維持補修費

公営企業繰出金

公債費

水準超経費

計

うち一般歳出

区分 区分

歳
　
　
　
　
　
入

歳
　
　
　
　
出

計

「令和８年度 地方交

付税・地方特例交付

金等の概算要求の詳

細」参照

社会保障関係費等の増

社会保障関係費、Ｒ７人

事院勧告を踏まえた会

計年度任用職員の給与

等、委託料の増を反映

※物価高への対応として

億円を計上

Ｒ７年度同額

Ｒ７人事院勧告（令和７

年８月７日）等を反映

注）２参照

「中長期の経済財政に関

する試算」（令和７年８月７

日内閣府）による各種指

標等を踏まえて試算

Ｒ７年度同額

（ 5ページ）

（ 6ページ）
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令和６年度地方税収入決算見込額

（単位：兆円）

令和6年度
地財計画額

令和7年度
地財計画額

対R5決算 対R6地財
（③－①） （③－②）

▲0.2

　うち特別法人
　事業譲与税

(注) １．令和6年度決算見込額（令和7年7月）は地方財政計画ベースであり、地方公共団体からの速報値を集計したものである（最終的な決算額とは異同が生じることがある）。

　　 ２．表中の計数は、超過課税分、法定外税等を含んでいない。

　　 ３．計数はそれぞれ四捨五入によっているので、計とは一致しない場合がある。

　地方税計
 （特別法人事業譲与税を除く）

　その他

　　地地方方税税計計
 （特別法人事業譲与税を含む）

　地方消費税

　固定資産税

　地方法人二税
 （特別法人事業譲与税を含む）

　個人住民税

③

令和5年度
決算額

令和6年度
決算見込額
（令和7年7月）

① ②

（注）１ 各税目の％は、それぞれの合計を ％とした場合の構成比である。
２ 国税は特別会計を含み、地方税には、超過課税及び法定外税等を含まない。
３ 国税は特別法人事業税を含まず、地方税は特別法人事業譲与税を含む。（）内は、国税は特別法人事業税を含み、地方税は特別法人事業譲与税を除いた金額である。
４ 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、計とは一致しない場合がある。

国税・地方税の税収内訳（令和７年度地方財政計画額）

（ 7ページ）

（ 8ページ）
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各論： 個別地方税制の現状と課題

（注）１ 表中における計数は地方財政計画ベースであり、超過課税及び法定外税等を含まない。
２ 令和５年度までは決算額、令和６年度は決算見込額（令和７年７月）である。
３ 括弧書きは、平成 年度以降、国から都道府県に対して譲与されている特別法人事業譲与税等を除いた額。

地方税収の推移

（ 9ページ）

（10ページ）
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揮発油税（国税）
地方揮発油税（国税）

円/ℓ
本則税率 円
上乗せ分 円

消費者
・

事業者

（注 ）地方揮発油税は、地方の一般財源として都道府県及び市区町村へ全額譲与（地方揮発油譲与税）。
（注 ）令和 年度税収について、地方揮発油税は令和 年度当初予算額（案）、軽油引取税は令和 年度地方財政計画額。

石油石炭税（国税）
円/ℓ

農林漁業用
重油は免税

灯油は免税

軽油引取税（地方税）
円/ℓ

本則税率 円
上乗せ分 円

農林業、船舶等の
用途は免税

蔵出し課税
（納税義務者は元売り）

引取り課税
（納税義務者は引取りを行う者）

原油

ガソリン

灯油

軽油

重油

令和 年度税収（注 ） うち上乗せ分

地方揮発油税（注 ） ， 億円 億 円

軽油引取税 ， 億円 ， 億 円

計 兆 ， 億円 ， 億 円

うち地方揮発油税
円/ℓ

本則税率 円
上乗せ分 円

ガソリン、軽油等に関する税の概要

１．車体課税・燃料課税

（11ページ）

（12ページ）
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地方団体の意見

『いわゆる「ガソリンの暫定税率」廃止に関する議論等について』（抄）

暫定税率に係る地方税収は、軽油引取税及び地方揮発油譲与税で約５千億円と試算されてお
り、財源の乏しい地方部ほど貴重な財源となっている。今後、政府が掲げる「地方創生２．０」に対
応し、地方としても安心して生活できる持続可能な地域づくりに取り組む必要がある中、地方の
社会インフラの更新・老朽化対策や防災・減災事業などに対する財政需要が一層増していくと見
込まれることを考慮すると、財政需要に対応した地方財源が安定的に確保されていかなければ
ならない。

また、各地方自治体においては既に令和７年度予算案において関連税収を財源として編成し、
地方議会において審議しているところであり、唐突な廃止により混乱が生じることも懸念される。

このようなことから、いわゆる「ガソリンの暫定税率」の廃止については、地方の安定的な行政
サービスの提供及び財政運営に支障が生じないよう、地方の意見を尊重し、地方の減収につい
ては代替の恒久財源を措置するなど、与党税制改正大綱に記載されているとおり、国・地方を通
じた安定的な財源を確保することを前提に、丁寧に議論を進めていただきたい。

全国知事会長による要請文書抜粋（令和７年３月 日）

全国知事会「令和７年度国の施策並びに予算に関する提案・要望」抜粋（令和６年８月２日）

『 ２１ 地方分権改革の推進について』（抄）

国の政策が地方税財政に影響を及ぼす場合は、国が確実に財源を措置し、その際には自主財
源比率を低下させないよう、地方税源の充実を行うことを基本ルールとすること。

ガソリン暫定税率廃止に係る合意書

【参考】
令和６年 月 日自公国３党幹事長間合意書

【参考】
令和 年 月 日与野党国対委員長間合意書

（13ページ）

（14ページ）
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当分の間税率を廃止した場合の ₂₂排出量への影響（環境省試算）

いわゆる「ガソリンの暫定税率」廃止に関する緊急提言（令和７年８月２７日）

（略）

いわゆる「ガソリンの暫定税率」による税収は、揮発油税、地方揮発油税のほか、軽油引取税をあわせて約１．５兆

円と見込まれており、地方の道路整備や維持管理、老朽化対策等にも充てられる重要な財源となっている。また、

このうち地方の財源は、軽油引取税及び地方揮発油譲与税を合わせて約５千億円と試算されており、財源の乏しい

地方にとって極めて貴重なものとなっている。

地方は「地方創生２．０基本構想」に対応し、安心して生活できる持続可能な地域づくりに取り組む必要がある中、

社会インフラの更新や老朽化対策、防災・減災事業などに対する財政需要は今後一層高まっていくと見込まれるこ

とを考慮すると、財政需要に対応した安定的な地方財源が確保されなければ、地方の存続そのものが危ぶまれる

事態に陥る。

また、各地方自治体においては既に当該財源をもとに令和７年度予算を編成し、各種事業を実施する中、唐突な

廃止は財源不足を招き、地方行政が機能不全に陥ることも懸念される。

加えて、暫定税率の廃止はガソリンの消費拡大につながりかねず、二酸化炭素の排出削減の取組が後退するな

ど、脱炭素化に逆行するとの指摘もある。

このようなことから、いわゆる「ガソリンの暫定税率」の廃止については、安定的な行政サービスの提供及び財政

運営を担う地方への影響等を十分に考慮し、財源論なき減税が行われることがないよう、地方の減収に対しては代

替となる恒久財源を措置するなど、国・地方を通じた安定的な財源を確保することを前提に、将来世代の負担にも

十分配慮の上、責任ある議論を丁寧に進めていくことを強く求める。

村井 嘉浩

藏内 勇夫

松井 一實

丸子 善弘

棚野 孝夫

中本 正廣廣

久元 喜造

全 国 知 事 会 会 長

全国都道府県議会議長会会長

全 国 市 長 会 会 長

全 国 市 議 会 議 長 会 会 長

全 国 町 村 会 会 長

全国町村議会議長会会長

指 定 都 市 市 長 会 会 長
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揮発油税 兆 億円
地方揮発油税 億円

※全額を地方揮発油譲与税として
都道府県・市町村に譲与

：：地地方方財財源源

取 得 利 用 走 行

揮発油税

軽油引取税
（道府県税）
〔 億円〕

自動車重量
譲与税として

億円を
地方団体に譲与

・種別割
〔 兆 億円〕

・種別割
〔 億円〕

自動車
重量税

〔 億円〕

都道府県分 億円
市町村分 億円

・環境性能割
〔 億円〕

・環境性能割
〔 億円〕

自動車税（道府県税）

軽自動車税（市町村税）

保 有

【国税】 【国税】

地方揮発油税

車体課税（ 兆円）は８割超が地方財源（ 兆円）

（うち都道府県分１ 兆円、市町村分 兆円）

燃料課税（ 兆円）は４割程度が地方財源（ 兆円）

（うち都道府県分 兆円、市町村分 兆円）

※ 税額について、地方税は令和７年度地方財政計画額 （市町村分の財源には、環境性能割交付金及び軽油引取税交付金を含む。）、 国税は令和７年度当初予算額により計上している。

都道府県分 億円
市町村分 億円

自動車関係諸税（車体課税＋燃料課税）の概要

令和７年度与党税制改正大綱 （抄）

第一 令和７年度税制改正の基本的考え方

４４．．自自動動車車関関係係諸諸税税のの総総合合的的なな見見直直しし

（１）見直しに当たっての基本的考え方

自動車関係諸税については、日本の自動車戦略やインフラ整備の長期展望等を踏まえるとともに、「 年カーボン

ニュートラル」目標の実現に積極的に貢献するものでなければならない。その上で、

① ＣＡＳＥに代表される環境変化にも対応するためのインフラの維持管理・機能強化の必要性、地域公共交通のニーズの高

まり等を踏まえつつ、自動車関係諸税全体として、国・地方を通じた安定的な財源を確保することを前提とする

② わが国のマルチパスウェイ戦略の下で、多様な動力源（パワートレイン）が併存していくことを踏まえた税制とする

また、わが国の自動車産業を取り巻く国際環境の変化を踏まえ、補助金等も活用しつつ、市場活性化や産業基盤の維持

発展に配慮するとともに、電費改善等のイノベーションを促し、質の高い電気自動車等の普及に資する税制とする

③ 二酸化炭素排出量抑制により、脱炭素化に向けた取組みに積極的に貢献するものとする

④ 自動車関係諸税を負担する自動車ユーザーの理解にも資するよう、受益者負担・原因者負担といった課税の考え方や、こ

れまでの沿革等を踏まえつつ、使途の明確化を図るとともに、受益と負担の対応関係を分かりやすく説明していく

その際、中長期的には、データの利活用による新たなモビリティサービスの発展等、自動車の枠を超えたモビリティ産業の

発展に伴う経済的・社会的な受益者の広がりや保有から利用への移行等も踏まえる

との考え方を踏まえつつ、公平・中立・簡素な課税のあり方について、中長期的な視点から、車体課税・燃料課税を含め総合

的に検討し、見直しを行う。

（２）車体課税の見直し

車体課税については、カーボンニュートラルの実現に積極的に貢献するものとすべく、国・地方の税収中立の下で、取得

時における負担軽減等課税のあり方を見直すとともに、自動車の重量及び環境性能に応じた保有時の公平・中立・簡素な

税負担のあり方等について、関係者の意見を聴取しつつ検討し、令和８年度税制改正において結論を得る。

（３）利用に応じた負担の適正化に向けた課税の枠組み

異なるパワートレイン間の税負担の公平性や将来に向けた安定的な財源確保、ユーザーの納得感の観点から、利用に応じ

た負担について、使途、執行・関係技術等を踏まえ検討し、課税の枠組みについて、令和８年度税制改正において結論を得る。

令和 年 月 日
自 由 民 主 党
公 明 党

（17ページ）

（18ページ）



―97―

地方団体における自動車関係諸税の税収と
自動車に関する行政サービスに要する費用

年 月 年 月 年 月

道路橋
（橋長２ｍ以上）

約 ％ 約 ％ 約 ％

トンネル 約 ％ 約 ％ 約 ％

建設後 年以上経過する社会資本の割合

※ 国土交通省ＨＰ「インフラメンテナンス情報」を基に作成。

○ 自動車に関する行政サービスに要する費用は、自動車関係諸税（車体課税＋燃料課税）の税収を上回っている。

○ 今後見込まれる道路や橋梁、トンネルなどの更新・老朽化対策や、防災・減災事業が確実に実施できるよう、社会インフラ
財源の確保は地方団体にとって極めて重要。

（兆円）
将来の社会資本の維持管理・更新費の推計結果

〔予防保全〕
最大 倍

※平成 年 月 日「経済・財政一体改革推進委員会 国と地方のシステムワー
キング・グループ」国交省提出資料等を基に作成。

（ ） （年度）

予防保全：施設の機能等に不具合が発生する前に修繕等の対策を講じること。
事後保全：施設の機能等に不具合が生じてから修繕等の対策を講じること。

約 兆円
～

約 兆円

約 兆円
～

約 兆円
〔事後保全〕
最大 倍

約 兆円

自動車に関する行政サービスと自動車関係諸税（車体課税＋燃料課税）の状況

※歳入及び歳出については令和 年度決算額。
※端数処理の関係で合計が一致しない。

新設・維持補修、
点検、除排雪 等

救急 約 兆円

交通安全対策
約 兆円

道路関係
（農林道含む）
約 兆円

地方揮発油譲与税 約 兆円

軽油引取税
約 兆円

自動車税種別割
約 兆円

自動車重量譲与税
約 兆円

環境性能割
約 兆円

軽自動車税種別割 約 兆円

歳入 約 兆円 歳出 約 兆円

（注）表中における計数は、令和５年度までは決算額、令和６年度以降は地財計画額による。

税収ピーク

車体課税 計

軽自動車税（種別割）（＋旧軽自動車税）

旧自動車取得税

自動車税・ 軽自動車税（環境性能割）

～
～

～
～

自動車税（種別割）（＋旧自動車税）

▲ 億円程度

○ 令和７年度においては１兆 億円、ピーク時の平成８年度と比較すると▲ 億円程度の減と見込まれている。

（単位：億円）

車体課税（地方税）の税収推移
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項 目 自動車税（環境性能割） 軽自動車税（環境性能割）

１．課税団体 都道府県 市区町村
※ただし、当分の間、都道府県が賦課徴収を行う

２ 課税客体 自動車の取得（特殊自動車を除く） 三輪以上の軽自動車の取得（特殊自動車を除く）

３．納税義務者 自動車等の取得者

４．課税標準
自動車等の通常の取得価額
※その他バリアフリー自動車や先進安全装置を備えたバス・トラックについての課税標準の特例等あり

５．税 率 ０～３％（環境性能等に応じて税率が決定）
※営業用自動車及び軽自動車は、０～２％（当分の間の措置）

６．免 税 点 ５０万円

７．徴収方法 申告納付

８．交 付 金

都道府県に納付された税額の１００分の９５のうち、
１００分の４３を市区町村に交付
（更に政令指定都市には、国・県道管理分として、政令市特例分を交付）

※令和３年度以前は都道府県に納付された税額の１００分の９５のうち、
１００分の４７を市区町村に交付

９．税 収
１ ８８９億円（令和７年度地方財政計画額）
※自動車税環境性能割：１ ６５２億円、軽自動車税環境性能割：２３７億円

．沿 革 令和元年 消費税率１０％への引上げ（令和元年１０月）に伴い環境性能割の創設

（参考：自動車取得税）

昭和４３年 都道府県及び市町村の道路に関する費用に充てるため、目的税として創設（税率３％）

昭和４９年 自家用自動車（軽自動車を除く）に特例税率（いわゆる暫定税率）を導入（３％→５％）

平成２１年 道路特定財源の一般財源化に伴い、目的税から普通税に改め、使途制限を廃止

平成２２年 これまでの１０年間の暫定税率は廃止した上で、当分の間、５％の税率水準を維持

平成２６年 消費税率８％への引上げに伴う当分の間税率の見直し（自家用５％→３％、営業用及び軽自動車３％→２％）

令和元年 消費税率１０％への引上げ（令和元年１０月）に伴い廃止

自動車税・軽自動車税 環境性能割 の概要

○ 地方団体が管理する道路は国内総延長の約９ ％

○ 道路の舗装工事費の単価は、過去 年間で約１ 倍に増加

○ 老朽化した全ての橋梁に対する修繕等の措置には今後約２０年を要する見込み

地方の道路インフラにおける維持管理の現状

舗装工事費の単価は 年で約１．４倍国内の道路の管理区分

約 千万円

約 千万円

約 倍

老朽化橋梁の修繕等完了は約 年後

年度末時点
措置未完了の橋梁数
約 橋 年

１年間に減少する
判定区分Ⅲ・Ⅳの橋梁数

約 橋 年
÷

＝ 約 年

直轄国道（約 ％）

補助国道（約 ％）

都道府県道（約 ％）

市町村道（約 １％）

高速自動車国道（約 ％）

約９７％が
地方管理

供用延長 約 （ ）
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…

約 万台

③非課税

ハイブリッド車

自動車税環境性能割の税率の適用状況 令和５年度新車新規

電動車
・ ・

ガソリン車
（ハイブリッド車を除く）

（高） （低）環境性能

○ 環境インセンティブを強化する観点から、環境性能の良い電動車（ 、 、 等）は、そのほとんどが非課

税となっている。

【出典】 「自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割に係る適用状況に関する調」に基づき推計

約 万台約 万台

①

②

非課税
③

②

①

① 適用税率
② 適用税率
③ 適用税率

非課税

パワートレイン別の自動車税環境性能割の税率適用状況

車 種 ～

（自家用乗用車） 税率区分 自動車税 軽自動車税

電気自動車

プラグイン

ハイブリッド車等

非課税 すべて

ガソリン車、

石油ガス車、

ディーゼル車

（いずれも を含
む）

非課税
年度燃費基準

％ 達成～

年度燃費基準

％ 達成～

１％ ％ 達成～ ％ 達成～

２％ ％ 達成～

３％
（軽は２％）

上記以外 又は
年度燃費基準未達成

○ 環境性能割は、自動車がもたらす 排出、道路の損傷、交通事故、公害、騒音等の様々な社会的費用にかかる

行政需要に着目した原因者負担金的性格を有している。

○ 環境インセンティブを強化する観点から、自動車の環境性能に応じて税率を決定する仕組みとして設計。

⇒ 環境性能割が課税されるのは、ガソリン車等の「燃費性能の悪い（ 排出量の多い）自動車」となっている。

○ 自動車税・軽自動車税環境性能割（約 億円）は貴重な地方団体の財源となっている。

環境性能割の税収 億円

うち市町村分 ：約 億円
（ 地財計画ベース）

うち都道府県分：約 億円

（参考） ５適用件数の割合（件数）

税率区分 自動車税 軽自動車税

非課税 ％
約 万台

％
約 万台

１％
％

（約 万台）

％
（約 万台）

２％
％

（約 万台） ％
（約 万台）

３％
（軽は２％）

％
（約 万台）

半数以上が非課税

環境性能割に関する論点
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環境性能割を廃止した場合の ₂₂排出量への影響（環境省試算）

地球温暖化対策計画（抄）（令和７年２月 日閣議決定）

第３章 目標達成のための対策・施策

第２節 地球温暖化対策・施策

１．温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策・施策

（１）温室効果ガスの排出削減対策・施策

① エネルギー起源二酸化炭素

．運輸部門の取組

運輸部門における 年度の二酸化炭素排出量は、２億 万 であり、 年度比で ％減少してい

る。主な減少要因は、自動車の燃費改善や貨物輸送における輸送量の減少等であり、この排出量の減少傾向を一層

着実なものとするため、自動車・道路交通流対策、公共交通機関の利用促進、物流の効率化など、総合的な対策を推

進する。

運輸部門の二酸化炭素排出量の ％を占める自動車については、 年ネット・ゼロ実現に向け、多様な選択

肢を追求し、 年に自動車のライフサイクルを通じた二酸化炭素排出ゼロを目指す。また、物流分野における

エネルギー効率の向上、航空・港湾・海運分野における次世代燃料の活用などの取組を進めていくことが重要である。

将来の脱炭素技術の開発、実証及び実装の状況を踏まえ、適切な時期に対策の具体化・見直しを行う。

（ ）自動車単体対策

○次世代自動車の普及、燃費改善等

エネルギー効率に優れる次世代自動車（ 、 、 、ハイブリッド自動車（ ）等）の普及拡大を推進する。

そのため、現時点では導入初期段階にありコストが高いなどの課題を抱えているものについては、補助制度や税制

上の優遇等の支援措置等を行うなど、電動車・インフラの導入拡大等の包括的な措置を講ずる。蓄電池については、遅

くとも 年までに国内製造基盤 年の確立を目指して、蓄電池・部素材・製造装置の製造基盤の国内立

地・技術開発への支援等を進めていく。また、車載用蓄電池のリユースや車両からの給電設備の整備を促進し、再生

可能エネルギーの有効利用に貢献する。

こうした取組により、乗用車については、 年までに、新車販売で電動車（ 、 、 、 ） ％の

実現を目指す。また、商用車については、８トン以下の小型車については新車販売で、 年までに電動車 〜

％、 年までに電動車と合成燃料等の脱炭素燃料車で ％を目指す。８トン超の大型車については、

年代に 台の先行導入を目指すとともに、水素や合成燃料等の価格低減に向けた技術開発・普及の取組の進捗

も踏まえ、 年までに 年の電動車の普及目標を設定する。

※第７次エネルギー基本計画（令和７年２月１８日閣議決定）においても同様の記載

（25ページ）
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平成 年度 自動車税のグリーン化特例の創設

平成 年度 軽自動車税の経年車重課の創設（適用は平成 年度から）
自動車税のグリーン化特例の重課割合を引上げ

平成 年度 軽自動車税のグリーン化特例（軽課）の創設

令和元年度 種別割の税率引下げ（恒久減税）に対する地方税財源の確保策として、軽課の対象を電気自動車等に重点化
（平成 年度与党大綱において「最終的な結論」とされている。消費税率の引上げに配慮し、令和３年度取得分から適用。）

令和３年度 グリーン化特例（軽課）の対象からクリーンディーゼル車（構造要件）を除外

①これまでの改正経緯

○ 自動車税・軽自動車税のグリーン化特例は、自動車税の財産税的性格及び道路損傷負担金的性格に、環境の観

点を導入した環境配慮型税制。

電気自動車等に対して取得翌年度の自動車税・軽自動車税 種別割 の税率を軽減し、初回新規登録から一定年

数を経過した自動車の税率を重くする。

適 用 対 象 車 特 例 割 合

軽
課

電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車※ ▲ ％軽減
（取得翌年度）

重
課

ガソリン車（ 年超、ハイブリッド車は含まない）、
ディーゼル車（ 年超）

登録車 ％重課

軽自動車 ％重課

②グリーン化特例の適用対象車両 ※自家用乗用車の例

※ ２年ごとに適用期限の延長、対象車両の見直し等を実施（令和５年度改正では適用期限を３年延長）。

※ 軽課については一定の排ガス性能を要求

※ 重課の対象からは電気自動車、天然ガス自動車、（混合）メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バス及び被けん引車を除外

取得期間（軽課）：令和５年４月１日～令和８年３月３１日

グリーン化特例の概要（種別割）

項 目 自動車税種別割 軽自動車税種別割

１．課税団体 都道府県 市区町村

２ 課税客体 自動車 二輪の小型自動車､軽自動車及び特殊自動車を除く 軽自動車､二輪の小型自動車､原動機付自転車､小型特殊自動車

３．納税義務者 自動車の所有者 軽自動車等の所有者

４．賦課期日（納期） ４月１日 （自動車税は５月中、軽自動車税は４月中において、当該地方団体の条例で定める。）

５．税 率 自動車・軽自動車等の種別、総排気量等ごとに設定 （制限税率は、標準税率の 倍）

６．税 収 兆 億円 （令和 年度地方財政計画額） 億円 （令和 年度地方財政計画額）

［税率：円］

［総排気量： ］

軽自動車税 ← → 自動車税

○ 自動車税・軽自動車税（種別割）は、財産税的性格と道路損傷負担金的性格を併せ持つ税であり、税率区分の指
標として、総排気量（乗用車）や最大積載量（トラック）等が採用されている。

自家用乗用車の標準税率

車両の価格・重量等に関わらず、電気自動車・燃料
電池自動車には最低税率（ 円 年）を適用

自動車税・軽自動車税（種別割）の概要

（27ページ）
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車両性能の他、充電インフラ整備、アフターサービス体制の確保などの各メーカーの取組を総合評価や 推進に
向けた鋼材の導入に関する各メーカーの取組を評価（最大５万円を加算）し、ＥＶ１台当たり最大 万円を補助※
※ 車両価格が 万円以上の車両は、補助額に価格係数 を乗じた額を補助

車両価格１ 万円以上の高級ＥＶは近年増加傾向

（参考）クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 （令和６年度補正予算： 億円）

［ＥＶの税負担の例］

万円以上の車種 車種 車種

うち
万円以上～
万円未満

車種 車種

万円以上～
万円未満

車種 車種

万円超 車種 車種

（参考） 万円未満の車種 車種 車種

※一般社団法人次世代自動車振興センター
「令和４年度クリーンエネルギー自動車導入促進補助金業務実施細則」及び
「令和５年度補正クリーンエネルギー自動車導入促進補助金業務実施細則」より集計

電気自動車

税抜価格： 万円

全 長：

重 量：

総排気量： －

最高出力：

税 額： 円

電気自動車

税抜価格： 万円

全 長：

重 量：

総排気量： －

最高出力：

税 額： 円

（ 時点）

電気自動車（ に対する自動車税種別割の現状と課題

○ ガソリン車・ハイブリッド車との税負担の比較

ガソリン車（Ａ車） ハイブリッド車（Ｂ車） 電気自動車（Ｃ車）

税抜価格： 万円

全 長：

重 量：

総排気量：

最高出力：

税 額： 円

税抜価格： 万円

全 長：

重 量：

総排気量：

最高出力：

税 額： 円

税抜価格： 万円

全 長：

重 量：

総排気量： －

最高出力：

税 額： 円

○ 電気自動車等（ ・ ）は、エンジンを持たず総排気量の値がないため、便宜上、最低税率を適用。

⇒ この結果、その価格、出力、重量等に比して、低い税負担（ 円）となっている※。

○ 自動車税 種別割 の性格を踏まえれば、税負担の公平性（ガソリン車・ハイブリッド車との税負担の公平性、電気

自動車間でのグレード等に応じた適切な税負担の実現）について検討していくことが必要。

【出典】 各メーカー公表情報等より作成（ 時点）

※ 地方税法（昭和 年法律第 号）第 条第 項第 号ロ において総排気量が１リットル以下のものの税額は 円 年とされており、「地方税
法の施行に関する取扱いについて（道府県税関係）」（平成 年 月 日総税都第 号総務大臣通知）において、電気自動車である乗用車に係る税率につい
ては、総排気量１リットル以下の区分の税率によることが適当であるとされている。

電気自動車等の税負担の状況

（29ページ）
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２．地方消費税

地方財政審議会「自動車関係税制のあり方に関する検討会」について

＜検討会の設置＞

地方財政審議会に「自動車関係税制のあり方に関する検討会」を設置し、令和８年度税制改正
に向けて、令和７年度与党税制改正大綱を踏まえた専門的検討を行う。

＜検討会メンバー＞

委員 小西砂千夫会長ほか、地方財政審議会委員（５名）

特別委員 赤井 伸郎 大阪大学大学院国際公共政策研究科教授

岡村 忠生 京都大学名誉教授

柏木 恵 キャノングローバル戦略研究所研究主幹

勢一 智子 西南学院大学法学部教授

諸富 徹 京都大学大学院経済学研究科教授

＜スケジュール＞ 月に１～２回程度のペースで開催予定

第６回 〃 ８月２２日

第７回 〃 ８月２７日

第８回 〃 ９月２日

第９回 〃 ９月１２日

＜開催実績＞

第１回 令和７年４月 日

第２回 〃 ５月 日

第３回 〃 ６月 日

第４回 〃 ７月 ３日

第５回 〃 ８月１９日

（31ページ）

（32ページ）



―104―

地方消費税に係る国・地方の配分の経緯

兆円
地方分

％

８％時
（平成 年４月～）

地方消費税
％

地方分
％

％時
令和元年 月～）

地方交付税分
％

地方消費税
１ ％

消費税
（国分

％）

地方分
％

５％時
（平成９年４月～）

地方分
％

３％時
（平成元年４月～）

消費税導入前
（～平成元年３月）

○ 消費税の創設に際し、個別間接税（地方税）を廃止・縮減。以降、消費税収の約４割は地方財源。

○ 現在、消費税収のうち地方分は 兆円。なお、地方の社会保障施策に要する経費（※）は 兆円。

※ 地方税法第 条の において使途として規定されている社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費（地方単独事業を含む）。

－消費税収に占める
地方分の割合

※ 料理飲食等消費税

娯楽施設利用税

電気税、ガス税

木材引取税 等の地方税

％ ％ ％ ％

地方消費税
１ ％

地方交付税分
％

消費税
（国分

％）

消費譲与税
％

個別間接税※

地方消費税
１ ％

地方消費税
％

地方交付税分
％

消費税
（国分 ％）

地方交付税分
％

消費税
（国分

％）

注 ： 金額は令和７年度地方財政計画及び令和７年度予算ベース。
グラフ上の％表記は消費税率相当に換算したもの。

兆円
国・地方
合計

地方消費税について

消消費費税税収収のの約約 割割
地地方方分分
（約 兆円）

地方交付税分

地方交付税分

地方消費税

地方消費税軽軽減減税税率率

標標準準税税率率

消消費費税税収収のの約約 割割
地地方方分分
（約 兆円）

約 兆円
（合計の約 ％）

消費税

消費税

約 兆円
（合計の約 ％）

○ 消費税収の約４割（ 兆円）は地方分。なお、地方の社会保障施策に要する経費は 兆円。

合計
約 兆円

注 ： 金額は令和７年度地方財政計画及び令和７年度予算ベース。
グラフ上の％表記は消費税率相当に換算したもの。
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地方の社会保障施策に要する経費の将来見通し

○ 地方の社会保障施策に要する経費※ は、増加している。

※１ 金額は、地方財政計画ベース。 単位：兆円）
※２ 年を見据えた社会保障の将来見通し（議論の素材）（内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省平成 年５月 日）

２

（ ） （ ）

兆円 兆円

約＋ ％

１０年間で

＋ ４兆円
（約＋ ３％）

19.5

23.9

８ ９ ３０ ３１ ２ ３ ４ ５ ６

23.622.922.522.121.821.020.319.8

（参考）

我が国の社会保障給付の見通し※２

地方消費税等の社会保障財源としての活用状況

※ 金額は令和７年度地方財政計画ベース。

【主な社会保障施策】

＜医療＞

国民健康保険 ・・・ １． 兆円

後期高齢者医療制度 ・・・ ３．１兆円

障がい者医療 ・・・ ０．３兆円

＜介護＞

介護保険 ・・・ ３．６兆円

＜子育て等＞

保育所等 ・・・ ２．４兆円

児童手当 ・・・ ０．７兆円

地方の
社会保障施策
に要する経費

２３．９兆円

３１．４兆円

地方消費税
２．２％（１．７６％）

６．５兆円

消費税
※地方交付税分含む
７．８％（６．２４％）

２４．９兆円

地方交付税分
１．５２％（１．２２％）

４．９兆円

消
費
税
収
の
約

割

歳出税収
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地方団体の意見（消費税減税）

消消費費税税にに関関すするる緊緊急急提提言言

消消費費税税は、令和７年度予算ベースで約 兆円の税収が見込まれ、特定の世代に限定されることなく、
全国民、すなわち全世代共通の社会保障制度の基盤としてあらゆる世代で負担を分かち合うものであり、
地域住民の生命と生活を支える根幹たる基礎年金、高齢者医療、介護、そして次世代育成のための子育
て支援といった諸諸施施策策をを支支ええるる極極めめてて重重要要なな財財源源となっている。

また、消消費費税税収収のの約約４４割割、、約約 兆兆円円はは地地方方税税財財源源であり、その減収は、地方団体の財政運営に直接
的かつ甚大な打撃を与え、ひいてはこれらのサービスの質と量を大きく低下させることが懸念される。
少子高齢化が進行する中にあっては、これらのサービスの財源として、将来世代に負担を残すことなく
恒久的な財源を確保することが重要である。

加えて、消費税率の変更は、価格表示の変更やシステム改修、買い控え・駆け込み需要とその反動な
ど、現場に混乱をもたらす様々な課題が生じる可能性があり、これまでの累次の消費税率引上げにおい
ても、地方団体及び事業者の負担や経済への影響に最大限配慮し、相当の準備期間を設けた上で慎重に
進められてきたものである。

地地方方財財政政はは、、継継続続的的にに増増嵩嵩すするる社社会会保保障障関関係係費費にに加加ええてて、、昨昨今今のの急急激激なな物物価価高高ななどど、、増増加加すするる歳歳出出にに
対対応応ししななけけれればばななららなないい極極めめてて厳厳ししいい状状況況ににああるるが、そのような中にあっても、地地方方団団体体はは、、安安定定的的にに
行行政政ササーービビススをを維維持持ししつつつつ、、政政府府がが掲掲げげるる「「地地方方創創生生２２．．００」」へへのの対対応応ををははじじめめ、、ここどどもも・・子子育育てて政政策策
等等のの人人口口減減少少対対策策やや防防災災・・減減災災・・国国土土強強靱靱化化対対策策とといいっったた重重要要課課題題へへ的的確確にに対対応応ししてていいくく必必要要がある。

上記のとおり、消消費費税税がが社社会会保保障障制制度度のの基基盤盤ととししてて果果たたししてていいるる役役割割やや、、日日々々住住民民とと接接ししななががらら行行政政
ササーービビススをを提提供供ししてていいるる地地方方へへのの影影響響等等をを十十分分にに考考慮慮しし、、将将来来世世代代のの負負担担にに十十分分配配慮慮ししたた丁丁寧寧なな議議論論をを
強強くく求求めめるる。

令和７年６月３日
全国知事会

会長 宮城県知事 村井 嘉浩

地方税財政常任委員会

委員長 宮崎県知事 河野 俊嗣

都道府県ごとの地方消費税収等（試算）

※ 令和 年度決算統計を基に作成。なお、地方消費税は、清算後の額であり、市町村への交付分を含む。
※ 地方交付税（消費税法定率分）は、令和 年度決算額に、令和 年度の地方交付税総額（出口ベース）に対する消費税法定率分の割合（約 ％）を乗じて
機械的に算出した額。なお、同様の考え方をとると、市市町町村村分分のの地地方方交交付付税税（（消消費費税税法法定定率率分分））のの合合計計はは２２兆兆 億億円円となる。

※ 四捨五入の都合上、合計が一致しないことがある。

（参考）指定市分 （単位：億円）

団体名
地方消費税
交付金

地方交付税
（消費税法定率分）

合計

札幌市 529 322 851
仙台市 285 72 357

さいたま市 312 32 344
千葉市 246 60 307
横浜市 884 100 984
川崎市 350 1 351
相模原市 164 63 227
新潟市 202 182 385
静岡市 180 70 250
浜松市 203 86 288
名古屋市 621 22 643
京都市 360 156 516

大阪市 764 108 873

堺市 191 112 303
神戸市 370 211 581
岡山市 179 109 288
広島市 303 154 457
北九州市 231 178 409
福岡市 416 113 528
熊本市 186 134 320
計 6,977 2,286 9,262

（単位：億円） （単位：億円）

団体名 地方消費税
(市町村分含む。)

地方交付税
(消費税法定率分)

合計 団体名 地方消費税
(市町村分含む。)

地方交付税
(消費税法定率分)

合計

北海道 2,786 1,556 4,342 滋賀県 667 329 996
青森県 626 537 1,163 京都府 1,233 463 1,696
岩手県 617 549 1,166 大阪府 4,352 805 5,157
宮城県 1,156 389 1,544 兵庫県 2,591 861 3,452
秋田県 499 490 989 奈良県 579 432 1,011
山形県 552 455 1,007 和歌山県 452 453 905
福島県 985 517 1,502 鳥取県 273 356 629
茨城県 1,409 492 1,900 島根県 328 454 782
栃木県 1,000 353 1,353 岡山県 907 423 1,329
群馬県 1,006 369 1,375 広島県 1,374 474 1,848
埼玉県 3,386 639 4,024 山口県 654 441 1,095
千葉県 2,966 553 3,519 徳島県 333 380 713
東京都 7,443 0 7,443 香川県 489 315 803
神奈川県 4,238 364 4,602 愛媛県 654 439 1,092
新潟県 1,098 633 1,731 高知県 351 442 792
富山県 542 358 900 福岡県 2,505 739 3,244
石川県 589 363 952 佐賀県 398 378 776
福井県 384 339 723 長崎県 648 564 1,212
山梨県 426 347 773 熊本県 865 552 1,417
長野県 1,090 519 1,609 大分県 552 447 999
岐阜県 1,006 474 1,480 宮崎県 548 466 1,014
静岡県 1,862 457 2,319 鹿児島県 788 692 1,479
愛知県 3,839 296 4,135 沖縄県 684 555 1,239
三重県 906 395 1,301 計 62,632 22,901 85,533
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３．いわゆる「 万円の壁」

※ 各都道府県における棒グラフ上の数値は、人口一人当たりの金額
（全国平均を100とした場合）の指数を示す。
なお、人口は令和６年１月１日現在の住民基本台帳人口による。

※ 左表は課税状況調に基づく、各都道府県の令和５年度決算の値。
※ 右表は令和５年度に適用される清算基準に基づき清算を行った
場合の理論値。

清算基準
（消費に相当する額）

ウェイト

①「小売年間販売額（商業統計）注」
②「サービス業対個人事業収入額（経
済センサス活動調査）」
の合算額

５０％

③「人口（国勢調査）」 ５０％

清算

各都道府県の「消費に相当する額」に
基づき、清算を行うことで、税収の適
正な帰属が図られる

北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都

神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県

和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県

鹿児島県
沖縄県
合 計

北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都

神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県

和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県

鹿児島県
沖縄県
合 計

注 令和６年４月１日以後に行われる清算については、経済セン
サス活動調査を適用

清算前 （本社所在地において申告・納付） 清算後

地方消費税の清算制度について
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物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応

改正内容
個人住民税

（令和７年分所得に係る令和８年度分から適用）
所得税

（令和７年分所得から適用）

①給与所得控除の
見直し

所得税と同様の対応（※）
＜最低保障額＞
改正前： 万円 → 改正後： 万円

②基礎控除の見直し 改正なし（最高 万円）

＜給与収入 万円相当以下の場合＞
改正前：最高 万円 → 改正後：最高 万円
※収入に応じ控除額が逓減（例：給与収入 万円相当

超の場合は 万円）

③大学生年代の子等
（特定扶養控除関係）

所得税と同様の対応

① 現行「 万円まで」の子等の給与収入について、
「 万円まで」を対象とする新たな特別控除を創設

② 子等の給与収入が「 万円～ 万円」の場合、
控除額に階段を設けて控除

④扶養親族等に係る
所得要件の引上げ

所得税と同様の対応 改正前： 万円 → 改正後： 万円

非課税ライン
（単身者の場合）

基本額等 万円 万円

給与所得控除 万円 万円

計 万円 万円

基礎控除 万円 万円

給与所得控除 万円 万円

計 万円 万円

減収見込額 平年度： 億円程度 平年度： 億円程度

※給与所得控除の見直しについては、所得割に係る所得計算が所得税の計算の例によるとされているため、地方税法の改正は不要。

改正前 改正後

万円

（変更なし）

改正前 改正後

万円

万円

（注）地方税独自の非課税限度額が適用 ※給与収入 万円相当以下の場合

令和７年度税制改正大綱（抜粋）
令和 ６年 月 日

自 由 民 主 党

公 明 党

第一 令和７年度税制改正の基本的考え方

１ 成長型経済への移行

（１）物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応

所得税については、基礎控除の額が定額であることにより、物価が上昇すると実質的な税負担が増えるという課題がある。

わが国経済は長きにわたり、デフレの状態が続いてきたため、こうした問題が顕在化することはなかったが、足元では物価が上

昇傾向にある。一般に指標とされる消費者物価指数（総合）は、最後に基礎控除の引上げが行われた平成７年から令和５年にかけ

て ％程度上昇し、令和６年も 月までに３％程度上昇しており、今後も一定の上昇が見込まれる。また、生活必需品を多く含む

基礎的支出項目の消費者物価は平成７年から令和５年にかけて ％程度上昇している。こうした物価動向を踏まえ、所得税の基

礎控除の額を現行の最高 万円から最高 万円に 万円、 ％程度引き上げる。

給与所得控除については、給与収入に対する割合に基づき計算される控除であり、物価の上昇とともに賃金が上昇すれば、控除

額も増加する。しかしながら、最低保障額が適用される収入である場合、収入が増えても控除額は増加しない構造であるため、物

価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、最低保障額を現行の 万円から 万円に 万円引き上げる。

また、現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているとの指摘

がある。このため、 歳から 歳までの大学生年代の子等の合計所得金額が 万円（給与収入 万円に相当）までは、親等が

特定扶養控除と同額（ 万円）の所得控除を受けられ、また、大学生年代の子等の合計所得金額が 万円を超えた場合でも親等

が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入する。

さらに、扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、現行の基礎控除と同額の 万円を、基礎控除の

引上げを踏まえ、 万円とする。

以上については、源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和７年から適用する。

個人住民税については、「地域社会の会費」的な性格を踏まえ、所得税の諸控除の見直しのほか、地方税財源への影響や税務手

続の簡素化の観点等を総合的に勘案し、給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除の創設並びに扶養親族及び

同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件の引上げについて対応することとし、令和８年度分の個人住民税から適用する。

上記の所得税及び個人住民税の見直しについては、デフレからの脱却局面に鑑み、基礎控除や給与所得控除の最低保障額が定

額であることに対して物価調整を行うものであることを踏まえて、特段の財源確保措置を要しないものと整理する。仮に今後、こ

れを超える恒久的な見直しが行われる場合の財政影響分については、歳入・歳出両面の取組みにより、必要な安定財源を追加的

に確保するための措置を講ずるものとする。

従来、給付や負担の決定にあたって所得税及び個人住民税の所得・税額を参照してきた各種制度について、見直し後の給付や負

担の決定基準のあり方については、負担能力に応じて支え合う全世代型社会保障の考え方や給付と負担のバランスの安定性確保

の重要性等も踏まえ、所管省庁において検討し、その結果を踏まえ、必要な対応を行う。
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個人住民税所得割の計算の仕組み

算出税額 納付税額

前
年
中
の

《収
入
金
額
》

所得金額の
計算

税額の
計算

前
年
中
の

《合
計
所
得
金
額
》

所
得
控
除

《課
税
所
得
金
額
》

基礎控除

扶養控除

特定扶養控除

最高 万円（所得税最高 万円）

万円（所得税 万円）

万円（所得税 万円）

など

【比例税率】 ％（県４％、市６％）

税額控除

個人住民税独自の計算

所
得
計
算
上
の
控
除

所得税と同一の計算

課税所得金額の
計算

所得控除

税 率

所得の区分・種類に応じた配慮

給与所得控除 など

所得計算上の控除

家族構成や家族の収入等の事情に応じた配慮（人的控除）

「地域社会の会費」という
性格からいずれも所得税
より低く、地方税独自に設定

個人住民税の概要等

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

５％

％

％

％

％

％

％

（給与収入：万円）

（限界税率：％）

［単身者の場合］

（個人住民税）

税収：約 兆 億円、納税義務者数：約 万人
【内訳】 市町村：約 兆円（うち、指定都市：約 兆円）、都道府県：約 兆円

市町村民税 道府県民税

標準税率 ６％ ４％

※指定都市は、市民税８％ ・道府県民税２％。

所得税

〔令和８年度～〕
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大学生年代の子等に関する特別控除の創設（令和７年度税制改正）

○ 就業調整対策の観点から、国税と同様の措置として、大学生年代の子等に係る新たな控除（特定扶養
控除と同額の 万円）を創設する（令和８年度分の個人住民税から適用）。

○ 控除対象の子等の所得要件を 万円から 万円に拡大するのに合わせて、子等の所得に応じて
控除額を逓減させる仕組みを設ける。

＜＜特特定定扶扶養養控控除除とと特特定定親親族族特特別別控控除除のの対対象象＞＞

特定扶養控除 ： 給与収入 万円以下である、 歳以上 歳未満の扶養親族
（改正前：給与収入 万円以下）

特定親族特別控除 ： 給与収入 万円超 万円以下である、 歳以上 歳未満の親族等
（控除額は給与収入 万円から逓減）

＜＜控控除除イイメメーージジ＞＞
控除額
（万円）

対象となる親族
の給与収入

（合計所得金額）

特定扶養控除 特定親族特別控除

個
人
住
民
税

所
得
税

基礎控除

（単位：万円）

年度（年） 個人住民税 所得税

昭和 ～

～

〃

～ 〃

〃

～

〃

平成 元 〃

〃

～ 〃

～令和元

〃 最高

～ 最高 〃

〃 最高

【控除額の推移】 【基礎控除の沿革等】

政府税調答申（昭和 年 月）

・ 所得税の改正がそのまま住民税に影響をおよ

ぼさないよう、その各種の控除の金額に地方税

独自の金額を定めることを基本とした。

昭和 年度より、所得課税の方式をとりつつ、

所得税の影響を遮断できるよう、個人住民税独自

の基礎控除を創設（＝現行の個人住民税制度の

創設）。

※１ 平成 年度改正により、給与所得控除の 万円引下げに伴い、 基礎控除を 万円引き上げることとなった。
※２ 令和３年度分個人住民税（令和２年分所得税）より、基礎控除の控除額は、本人の合計所得金額 万円から３段階で逓減、 万円超で消失する。
※３ 収入に応じ控除額が逓減（例：給与収入 万円相当以下の場合は、最高 万円）。

※３

○ 基礎控除は、昭和 年度の個人住民税創設時（シャウプ勧告）に、所得税の計算の例によるものとして導入された。

○ 昭和 年度より、個人住民税独自の所得控除として創設され、基本的に所得税における基礎控除額の引上げ等を踏まえて、
以下のように、控除額の引上げが行われてきた。

○ 個人住民税における基礎控除は、「地域社会の会費」という個人住民税の基本的性格から、控除額を所得税よりも低く設定。
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４．地方団体間の税収の偏在や
財政力格差の状況の原因・課題の分析

大綱決定を受けた各地方団体の声明

○全国知事会「令和７年度与党税制改正大綱」について（抜粋）（令和６年（ 年） 月 日）

いわゆる「１０３万円の壁」に係る個人住民税については、給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除の創設並び

に扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件の引上げについて対応することとされた。個人住民税が「地域社会の会

費」的な性格であることや、地方税財源への影響、税務手続の簡素化の観点等に配慮いただいたことに深く感謝申し上げる。仮に今

後、今回を超える恒久的な見直しが行われる場合の財政影響分については、地方の担う行政サービスに支障を来すことがないよう、

国の責任において代替となる財源を適切に確保いただくよう強く求める。

○全国市長会「令和７年度与党税制改正大綱について」（抜粋）（令和６年（ 年） 月 日）

個人所得課税については、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、令和７年分以後の所得税の基礎控

除の額及び給与所得控除の最低保障額がそれぞれ 万円引き上げられるとともに、令和８年度分以後の個人住民税の給与所得控

除の最低保障額が 万円引き上げられるなどとされたところである。こうした見直しについては、現下の物価動向において、人手

不足等への対応として、「働き控え」の解消など様々な働き方改革の取組を進めていく中で、地方税財政への影響等を勘案しつつ、個

人住民税の「地域社会の会費」としての性格も踏まえ、とりまとめがされたことは理解するものである。

言うまでもなく、個人住民税は都市自治体における最大の税目であるとともに、住民に身近な行政サービスの基盤となっている。

今後、何らかの見直しが行われる場合においても、地方の担う行政サービスに支障をきたすことがないよう、地方交付税原資の減少

分も含め、国の責任において、地方一般財源を確保することを強く求める。併せて、地方に大きな影響を及ぼす改正を行う場合、地

方の意見を十分に踏まえて対応するよう強く求める。

○全国町村会「令和７年度与党税制改正大綱について」（抜粋）（令和６年（ 年） 月 日）

いわゆる「１０３万円の壁」については、令和７年分以後の所得税の基礎控除の額及び給与所得控除の最低保障額を引き上げること

とされ、令和８年度分以後の個人住民税については、「地域社会の会費」的な性格や地方税財源への影響等を総合的に勘案し、給与

所得控除の最低保障額を引き上げるなどとされた。仮に今後、さらなる見直しが行われる場合には、地方財政への影響分について、

町村の財政運営に支障が生じないよう、必要な安定財源を確保するための万全な措置を講じていただきたい。

（47ページ）
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個人住民税の仕組み（所得類型別）

※１ 譲渡益は源泉徴収口座におけるものに限る。
※２ 所得割は住所地市町村にも納付、上場株式等の配当等は源泉徴収されるが、確定申告可能（総合課税又は申告分離）。
※３ 利子等の支払い事務を行なう営業所等の所在都道府県。昭和 年度の制度創設時においては、預金は預金者の住所

地に近い金融機関に預けられることが通常で都道府県単位での住所地とのずれはそれほど大きなものとはならないと
考えられていたことや金融機関の事務負担等の理由から、住所地課税の例外となっている。

所得類型 給与・事業所得等 上場株式等の配当 上場株式等の譲渡益 預金利子等

住民税の

種別
所得割 配当割 株式等譲渡所得割 利子割

税率
１０％

所得税 ５％～４５％

５％

所得税 １５％

納付先 納税義務者の住所地都道府県
（※２）

納税義務者の

口座所在地都道府県

（※３）

税収
（Ｒ５決算）

１３兆６８３億円 ２ ４０７億円 ２ ６８３億円 ２２２億円

（※１）

令和７年度税制改正大綱（抜粋）

令和 ６ 年 月 日
自 由 民 主 党
公 明 党

○ 令和７年度税制改正大綱（抄）

第一 令和７年度税制改正の基本的考え方

２．地方創生や活力ある地域経済の実現

（３）都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築

地方経済の活性化及び地方の生活環境の改善に向けた基盤づくりとして、地方税の充実確

保を図る。また、東京一極集中が続く中、既に地方に居住している人の流出を防止するととも

に、都市部から地方への移住を拡大する観点から、「若者・女性にも選ばれる地方」をつくるこ

とが重要である。このため、行政サービスの地域間格差が顕在化する中、拡大しつつある地方

公共団体間の税収の偏在や財政力格差の状況について原因・課題の分析を進め、税源の偏在

性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に向けて取り組む。

特に、住所地課税の例外となっている道府県民税利子割については、インターネット銀行の

伸長等の経済社会の構造変化により、あるべき税収帰属との乖離が拡大していることから、金

融機関等の事務負担に配慮するとともに、地方公共団体の意見を踏まえつつ、税収帰属の適

正化のための抜本的な方策を検討し、令和８年度税制改正において結論を得る。
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あるべき税収帰属地と課税団体

個人住民税所得割 個人住民税利子割 （参考） 地方消費税

①あるべき税収帰属地
納税義務者の

住所地都道府県等
納税義務者の
住所地都道府県

最終消費地の
都道府県

課税団体と
できない理由

なし
利子等の発生の大量性、
口座の住所地把握の困難さ、
利子課税全体の合理性 等

膨大な課税取引ごとに、
県境税調整を行う必要 等

②課税団体
納税義務者の

住所地都道府県等
納税義務者の

口座所在地都道府県
本店等所在地の
都道府県

あるべき税収帰属地に
税収を帰属させるため
の制度

なし
なし

（①と②が概ね一致すると
の考えに基づく）

清算

インターネット銀行の伸長等の社会経済の構
造変化により、①と②の乖離が拡大

→ 清算制度を導入することが考えられる

一致

個人住民税（割毎）に係る東京都シェアの推移

配 当 割

所 得 割

株 式 等
譲渡所得割

利 子 割

＜参考＞東京都人口シェア ％

※１ 決算統計データを基に作成。
※２ 東京都人口シェアは令和 年度国勢調査人口等基本集計に基づき作成。
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○道府県民税利子割について、課税団体（金融機関等の営業所等所在地）とあるべき税収帰属地
（納税義務者の住所地）との間に乖離が生じる構造となっている。

○この乖離を都道府県間で調整するための地方税制上の措置として「清算制度」を導入すべき。
○清算基準は、利子等の発生源である預貯金との相関が見られる所得に関する課税データを用
いることが考えられる。

利子割における税収帰属の適正化に係る対応

口座名義人
（納税義務者）

県 県

（Ａ県に本店所在）

ネット上の
銀行口座
に預金

インターネット銀行

（Ｂ県が住所地）

利子割
を納付

（Ｂ県の支店口座）

利子割
を納付

住所地の
銀行口座
に預金

住民以外の
利子割税収も
すべて 県に
帰属する構造

住民の利子割
税収がネット
銀行所在地へ
帰属

県庁 県庁

銀行等

地方税制のあり方に関する検討会 道府県民税利子割に関する中間整理（概要）令和７年７月

与党税制改正大綱を踏まえ、道府県民税利子割の課税団体とあるべき税収帰属地との乖離が生じている状況に対
応するための方策について検討を行った。その概要は以下のとおり。

道府県民税利子割における現状と課題

具体的な対応策・清算制度の導入

⚫ 利子割は、納税義務者の住所地（あるべき税収帰属地）と預貯金の口座所在地が概ね一致するとの制度創設
時の考えから、住所地課税の例外として、預貯金の口座所在地都道府県で課税

⚫ 近年、インターネット銀行の伸長等の経済社会の変化により、あるべき税収帰属地と課税団体との間に乖離
が生じる構造となっている

⚫ まずは住所地課税の実現が検討されるべきだが、金融機関・地方団体の事務負担や所得税を含めた利子課
税全体の合理性を踏まえ、直ちに実現することは困難

⚫ 利子割の現状に早急に対応するため、あるべき税収帰属地と課税団体との乖離を都道府県間で調整する地
方税制として、清算制度を新たに導入すべき

⚫ 清算基準は、信頼性、安定性、簡素さ等が求められるところ、利子等の発生源である預貯金との相関がある、
住所地ベースの所得に関する課税データを用いることが考えられる

⚫ 詳細については、実務的な観点から、地方団体の事務負担に配慮し検討することが望ましい

○ 利子割税収の東京都シェアは令和４年度～令和６年度（速報値）で ％超の状況が継続
➢ 他の個人住民税（所得割・配当割・株式等譲渡所得割）はいずれも近年 ％程度で推移
➢ 住所地都道府県別の預貯金額シェアの推計値も近年 ％程度で推移

○ 本店以外の営業所等を持たない「インターネット銀行」の口座や実店舗が存在しない支店である「インターネット支店」に
紐付いた口座に係る利子割は、口座開設者の住所地にかかわらず、本店所在地に納入される構造
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「骨太方針 」

○ 経済財政運営と改革の基本方針 ５（令和７年６月１３日、閣議決定）（抄）

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現

２．主要分野ごとの重要課題と取組方針

（５）持続可能な地方行財政基盤の強化

急速な人口減少や東京一極集中により深刻化する地方公共団体における地域の担い手を始めとする資源の
不足や偏在に対応し、将来にわたり持続可能な形で行政サービスを提供していく観点から、市町村に対する
垂直補完、市町村間の水平連携、多様な主体との連携、デジタル技術の活用といった取組を推進し、地方公
共団体における事務執行上の課題に対応するため、国・都道府県・市町村の役割の見直しを含めた課題解決
に向けた議論を促進する。また、地方公共団体が連携して地域に必要な人材を確保・育成する取組や複数団
体による広域的な公共施設の集約化・複合化や共同利用を進めるための取組を推進する。

東京一極集中が続き行政サービスの地域間格差が顕在化する中、拡大しつつある地方公共団体間の税収の
偏在や財政力格差の状況について原因・課題の分析を進め、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系
の構築に向けて取り組む。

地方公共団体が行う公共事業や施設管理、サービス等における価格転嫁の推進等や、地域を支える老朽イ
ンフラの適切な管理、地域医療提供体制の確保等のための取組を進めるとともに、地方の一般財源の総額を
確保して、地域における賃上げを起点とした成長型経済の実現を支える地方行財政基盤の持続性を確保・強
化する。

持続可能な地方行財政に向け、地方における生産性向上を推進するとともに、計画策定の効率化、経由事
務の廃止、経由調査の見直し、デジタル技術の活用といった事務の簡素化・効率化を進め、地方分権改革に
取り組む。

令和７年度与党税制改正大綱（令和６年 月 日）（抄）

第一 令和７年度税制改正の基本的考え方

２．地方創生や活力ある地域経済の実現

（３）都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築

地方経済の活性化及び地方の生活環境の改善に向けた基盤づくりとして、地方税の充実確保を図る。また、

東京一極集中が続く中、既に地方に居住している人の流出を防止するとともに、都市部から地方への移住を拡大

する観点から、「若者・女性にも選ばれる地方」をつくることが重要である。このため、行政サービスの地域

間格差が顕在化する中、拡大しつつある地方公共団体間の税収の偏在や財政力格差の状況について原因・課題

の分析を進め、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に向けて取り組む。

特に、住所地課税の例外となっている道府県民税利子割については、インターネット銀行の伸長等の経済社

会の構造変化により、あるべき税収帰属との乖離が拡大していることから、金融機関等の事務負担に配慮する

とともに、地方公共団体の意見を踏まえつつ、税収帰属の適正化のための抜本的な方策を検討し、令和８年度

税制改正において結論を得る。
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東京都の税収の推移

（注） 令和５年度までは決算額、令和６年度は予算額及び 末現在の収入済額、令和７年度は予算額であり、特別法人事業譲与税等を含まない。

（出所）東京都 より

３

兆円

（主な内訳）
○地方法人二税

４７億円
○個人都民税

億円
○地方消費税

３５億円
○固定資産税・都市計画税

２億円

＋ 億円

予算 予算見込

全国に占める東京都の税収シェアの推移

地方消費税

個人住民税

固定資産税

地方法人二税
（譲与税含む）

地方法人二税
（譲与税除く）

（注）１ 税収額については決算額であり、超過課税及び法定外税等を除いた額並びに地方消費税清算後ベースである。
２ 平成 年度以降の地方法人二税の点線は、国から都道府県に対して譲与されている特別法人事業譲与税等を除いた額。
３ 東京都の税収は、東京都及び都内区市町村の税収である。

偏在是正の
取組による
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※総務省 「徴収実績調」（ ３０以前）、「地方財政状況調査」（ 以降）の決算額より

○ 全国に占める東京都の固定資産税の税収シェアは年々拡大。特に土地については、この
年間で＋ ％となり、令和５年度では全国の２５％を超えている。
○ 家屋・償却資産はほぼ横ばいとなっている。

全国に占める東京都の固定資産税収シェアの推移

年間で
％

土地 家屋 償却資産 合計

（注） 東京都の税収は特別区及び都内市町村における決算額の合算額であり、税収には超過課税及び法定外税等を含まない。

法人事業税

所得割（外形）

付加価値割

資本割

所得割（非外形）

その他

全国に占める東京都の地方法人二税の税収シェアの推移

法人住民税 法人事業税

（注）１ 東京都の税収は東京都及び都内区市町村における決算額の合算額であり、税収には超過課税及び法定外税等を含んでいない。
２ 法人事業税には、国から都道府県に対して譲与されている特別法人事業譲与税等を含んでいない。
３ 法人事業税の「その他」は、収入割が課される法人に係る税収である。

法人住民税

均等割

法人税割

注

注：所得割（外形）の シェアは、外形拡大（所得割
の税率引下げ）等のにより異常値が生じているため
表示していない。
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東京都の基金残高の推移

○ 東京都の基金残高は、近年、高い水準で推移している。
（単位：億円）

東京オリンピック・
パラリンピック開催準備期金

東京 大会
レガシー基金

＜特目基金のうちオリンピック関連基金（単位：億円）＞

元

財政調整基金 減債基金 オリパラ関係基金 特定目的基金（オリパラ関係基金除き）

東京都・特別区の財源超過額等の推移

（単位：億円）

※ 東京都にあっては、地方交付税法第 条の規定により都及び特別区の基準財政需要額、基準財政収入額をそれぞれ合算して算定。
３～ 年度は再算定結果による。

○ 東京都・特別区の財源超過額は、令和７年度で 兆円。
偏在是正措置を講じる前の水準（平成 年度、 兆円）を大きく上回っている状況。

財源超過額：普通交付税の算定において、基準財政収入額が基準財政需要額を上回る額
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各指標で見る東京都への経済活動の集中

○ 東京都では、法人の新設数が高い水準にあるほか、大法人が多く所在すること等を反映して企業所得も集中
している状況。

（出所）①法務省「 登記統計」、②日本取引所グループ「東証上場会社情報サービス（ 時点）」、
③内閣府「 県民経済計算」、④総務省「 住民基本台帳」、⑤⑥総務省「 経済センサス基礎調査（速報値）」より作成

東京都

道府県

東京都

道府県

①株式会社設立登記数 ②プライム市場上場企業数 ③民間法人企業所得

東東京京都都

道府県

東東京京都都

道府県

東東京京都都

道府県

④④人人口口 ⑤⑤企企業業数数 ⑥⑥従従業業者者数数（（参参考考））

東京都

道府県

地方団体の一般財源（地方税等と地方交付税）の構造

○ 地方交付税制度を通じて、地方団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも標準的な行政サー
ビスを提供できるよう財源を保障。

○ 地方団体の標準的な行政サービス以外の財政需要については、「留保財源 」（地方税収入見込額の原則

％）により対応。加えて、不交付団体においては標準的な水準の行政サービスの提供に必要な財源を上回る
「財源超過額 」が存在。

地方交付税標
準
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス

基
準
財
政
需
要
額

※ 各地方団体の基準財政収入額は、地方税等収入の原則として ％であるが、一部（個人住民税の一部、地方消費税の一部など） ％のものもある。

財政力が弱い団体

独

自

施

策

等

独 自 施 策 等

財政力が強い団体

地

方

税

等

２５％ ７５％

留
保
財
源

地
方
交
付
税

地

方

税

等

留

保

財

源

留

保

財

源

基準財政
収入額

基準財政
収入額

基準財政
収入額

財源超過額

＋ → 独自施策等に充てられる財源

歳出 ← → 歳入

［ 交付団体 ］ ［ 交付団体 ］

［ 不交付団体 ］

地

方

税

等

２５％ ７５％ ２５％ ７５％
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電子商取引の拡大

○ 電子商取引（ ・ ）の進展により、店舗を必要としない事業形態が拡大。

○ 特に 分野においては、コロナ禍以降 化率が大きく増加。

市場規模（注１）

化率（注２）

（注１）物販系分野、サービス系分野、デジタル系分野の合計額
（注２）物販系分野の 化率

市場規模

化率

（兆円） （兆円）

（出所）経産省「電子商取引に関する市場調査」より作成

市場規模 及び 化率の推移 市場規模 及び 化率の推移

企業の本社等の大都市への集中

○ 大法人の本社の多くが東京都に集中し、課税ベースも東京都に集中。

（注）東京都本社所在法人のデータであり、実際の税収は、分割基準に基づき関係道府県に分割して納税される。

大法人数 万法人 所得金額 兆円

付加価値額 兆円 資本金等の額 兆円

東京都道府県
東京都

道府県

東京都
道府県

東京都
道府県

（出所）総務省「令和５年度 道府県税の課税状況等に関する調」における外対象法人に係る課税実績より作成
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○ 東京都（特別区）の商業地の地価水準は、全国平均の約８． 倍となっている。

地価の状況（商業地・県庁所在地）

※１ 令和７年度地価公示の実施状況（国土交通省）をもとに作成 ※２ 全国平均は県庁所在地（東京都は特別区）の額の平均値

③ 福岡市
平均価格： 円

① 東京都（特別区）
平均価格： 円

ああああ： 万超

ああああ： 万超～ 万以下

ああああ： 万超～ 万以下

ああああ： 万超～ 万以下

ああああ： 万超～ 万以下

ああああ： 万 ～ 万以下

② 大阪市
平均価格： 円

④ 京都市
平均価格： 円

⑤ 名古屋市
平均価格： 円

令和７年度
全国平均 円／㎡

企業の組織形態の多様化 （フランチャイズチェーン）

○ フランチャイズ事業の売上高は、コロナ禍により外食業・サービス業を中心に減少に転じたが、足下では増加。

（出所）日本フランチャイズチェーン協会 「ＪＦＡフランチャイズチェーン統計調査」より作成

※サービス業には、レジャー･ホテル、リース･レンタル、その他サービスが含まれる。

売上高の推移 （単位：兆円）

コンビニ除く
小売業

コンビニ

外食業

サービス業

小売業
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商業地の平均価格の推移

千

東京都 大阪府 愛知県 地方圏 全国 特別区

（千円／㎡）

※１ 地価公示は、地価公示法に基づき、毎年１月１日を調査時点として国土交通省（土地鑑定委員会）が評価主体となって行うもの。
※２ 「平均価格」とは、地点ごとの１㎡当たりの価格の合計を総地点数で除して求めたものをいう。
※３ 地方圏とは、三大都市圏（東京圏、大阪圏、名古屋圏）を除く地域をいう。

ミニバブル

リーマンショック
（平成 年 月）

新型コロナウイルス
流行

（特別区）

（東京都）

○ １００万円以上の地価公示価格の地点（商業地）のうち、約 ％を東京都が占めている。

地価公示価格の分布（商業地・全国）

万
円
未
満

万
円
以
上

万
円
未
満

万
円
以
上

万
円
未
満

万
円
以
上

万
円
未
満

万
円
以
上

万
円
未
満

万
円
以
上

地価公示価格

東京都

地点

（ ％）

大阪府

８地点

神奈川県

５０地点

道府県

地点

【 万円／㎡以上の都道府県内訳】

（地点数）

（
円
／
㎡
）

（計 地点）

（出所）「令和７年度地価公示」（国土交通省）をもとに作成
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．ふるさと納税

（出所） 総務省「令和６年度固定資産の価格等の概要調書」をもとに作成

○ 商業地等に関する東京都のシェアは、面積ベースでは、全国で ％だが、土地の評価額
ベースでみれば、 ％と集中している。

面積ベース 評価額ベース

その他

府県

％

①北海道

％

②愛知県

％

①東京都

％

②大阪府

％

③千葉県

％

⑰東京都

％ その他

道府県

％

③愛知県

％

（※） ①、②、③・・・はシェアの順位を表している。

④神奈川県

％

商業地等の状況
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ふるさと納税制度の見直し（指定制度の導入）について【令和元年６月～】

ふるさと納税受入額（億円）

ふるさと納税受入件数（万件）

、 の２度にわたる
総務大臣通知において
良識ある対応を要請

法律改正前 法律改正後（令和元年６月１日施行）
返礼品競争
の過熱

制度の
健全な発展を図る必要

○地方団体への寄附は、

全てふるさと納税の対象

・「寄附額－ 円」（一定の上限あり）

を、住民税及び所得税から軽減

・ 実質 円の負担で、納税先を

選択可能

○ふるさと納税の対象となる地方団体を

総務大臣が指定

○指定を受けない地方団体への寄附金は、

ふるさと納税の対象外

○受入額及び受入件数の推移

募集適正基準

返礼割合３割以下基準

地場産品基準

基準①

基準②

基準③

○総務大臣による指定の基準

① 制度趣旨に沿った募集の方法
② 経費総額５割以下
③ 食品の産地名の適正な表示確保

兆 億円
住民税控除額（億円）

控除適用者数（万人）

○住民税控除額及び控除適用者の推移

億円

※各地方団体は、指定を受けている期間を

通じて各基準に適合した募集を行う必要

⇒ 基準のいずれかに適合しなくなった

又は適合していなかったと認めるとき

には、指定を取消し

万件
８０万人

（年度） （年度）

（億円）
（億円）

基準④
基準⑤

指定日前１年
基準適合等基準

制度の趣旨

ふるさとやお世話になった地方団体に感謝し、若しくは応援する気持ちを伝え、又は税の使

い途を自らの意思で決めることを可能とするもの。

【ふるさと納税の流れ（イメージ）】

税制上の寄附金控除の仕組みを活用し、個人が地方団体に対して寄附金を支出した場合に、

「寄附額－ 円」（一定の上限あり）を、個人住民税（地方税）及び所得税（国税）から軽減

することによって、 実質 円の負担で、納税先を選択可能とする仕組み。

制度の基本的な仕組み

ふるさと納税制度
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ふるさと納税に係る住民税控除額及び控除適用者数の推移（全国計）

※ 各年度の計数は、前年中（例えば、令和６年度については、令和５年 月 日～令和５年 月 日の間）のふるさと納税に係るその翌年度の控除の適用状況である 。

※ 表中（ ）内の数値は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用実績である。

※ 令和５年度までの計数は、各年度の「市町村税課税状況等の調」をもとに、令和６年度の計数は、現況調査の結果をもとに算出している。

○ふるさと納税に係る住民税控除額及び控除適用者数（全国計）の推移は、下記のとおり。

○令和６年度課税における控除額の実績は約 億円（対前年度比：約 倍）、控除適用者数は約 万人（同：約 倍）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

住民税控除額（億円）

控除適用者数（万人）

（単位：万人）（単位：億円）

（単位：万人、億円）

課税年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

住民税控除額

控除適用者数

○ ふるさと納税の受入額及び受入件数（全国計）の推移は、下記のとおり。

○ 令和６年度の実績は、約 兆 億円（対前年度比：約 倍）、約 ９万件（同：約 倍）。

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

ふるさと納税受入額（億円）

ふるさと納税受入件数（万件）

（単位：億円）

※ 受入額及び受入件数については、地方団体が個人から受領した寄附金を計上している。

※ 平成 年東北地方太平洋沖地震に係る義援金等については、含まれないものもある。

※ 表中（ ）内の数値は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用実績である。

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 年度

受入額
（

受入件数
（

（単位：億円、万件）

（単位：万件）

ふるさと納税の受入額及び受入件数の推移（全国計）
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都道府県名
令和６年度 令和５年度

受入額 受入件数 受入額 受入件数

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

（単位：百万円、件）

都道府県名
令和６年度 令和５年度

受入額 受入件数 受入額 受入件数

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県

合 計

ふるさと納税の受入額及び受入件数（都道府県別） ※都道府県分と市区町村分の合計

（単位：百万円、件）

団体名 寄附受入額 寄附件数

兵庫県 宝塚市※

北海道 白糠町

大阪府 泉佐野市

宮崎県 都城市

北海道 別海町

北海道 根室市

愛知県 名古屋市

宮崎県 宮崎市

北海道 紋別市

宮城県 気仙沼市

静岡県 焼津市

京都府 京都市

山梨県 富士吉田市

岩手県 花巻市

福井県 敦賀市

北海道 千歳市

山梨県 甲府市

新潟県 南魚沼市

茨城県 守谷市

静岡県 富士宮市

（単位：百万円、人）

団体名 住民税控除額 控除適用者数

神奈川県 横浜市

愛知県 名古屋市

大阪府 大阪市

神奈川県 川崎市

東京都 世田谷区

埼玉県 さいたま市

福岡県 福岡市

兵庫県 神戸市

北海道 札幌市

京都府 京都市

東京都 港区

千葉県 千葉市

広島県 広島市

東京都 大田区

東京都 江東区

東京都 杉並区

東京都 品川区

宮城県 仙台市

東京都 渋谷区

東京都 練馬区

○ ６年度におけるふるさと納税受入額 上位２０団体 ○ ７年度課税における住民税控除額 上位 団体

ふるさと納税受入額及び住民税控除額の上位 団体（市区町村別）

※宝塚市によると、寄附受入額約 億円には、市立病院に対する市民２人からの約 億円の寄附を含んでいる。
※ 「 ６年度におけるふるさと納税受入額」は、 ６年度（ ６ 月～ ７ 月）の受入実績。「 ７年度課税における住民税控除額」は、 ６年中（ ６ 月～ ６ 月）の

ふるさと納税に係る住民税控除の適用実績。
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令和６年度受入実績

兆 億円

送付・広報・決済
億円

自治体財源
億円

事務費等
億円

ふるさと納税の募集に要した費用（全団体合計額）

返礼品
億円

上限３割 地方税法で規定

上限５割 総務省告示で規定

区 分

令和 年度 令和 年度

①－②
金 額

受入額に
占める
割合
（①）

金 額

受入額に
占める
割合
（②）

返礼品の調達に
係る費用

％ ％ ▲

返礼品の送付に
係る費用

％ ％ ▲

広報に係る費用 ％ ％ ▲

決済に係る費用 ％ ％ ▲

事務に係る
費用等

％ ％

合計 ％ ％ ▲

（単位 億円、ポイント）

うちポータルサイト運営事業者に支払った費用 億円

（寄附金額に占める割合： ％）

（募集費用に占める割合： ％）

（単位：百万円、人）

都道府県名
令和 年度課税

住民税控除額 控除適用者数

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合計

都道府県名
令和 年度課税

住民税控除額 控除適用者数

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

ふるさと納税に係る住民税控除の適用状況 ※都道府県分と市区町村分の合計
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ふるさと納税の指定基準の見直し【令和７年６月 日付け告示第 ２０号】

指定対象期間（略）において第一号寄附金の募集に

要する費用（略）の額の合計額が、当該指定対象期間

において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分

の五十に相当する金額以下であること。

地場産品基準［平成 年告示第 号第５条］

募集適正基準［平成 年告示第 号第２条第２号］

・ ふるさと納税の規模拡大に伴

い、募集費用が 億円を

超える規模に拡大しており、透

明性の向上が必要

・ 付加価値の算出方法が地方

団体により様々となっており、

真に区域内で価値の過半が生

じているか疑義が生じている

・ 単に市町村名等を記載したも

のについて、広報への活用実

態にかかわらず返礼品等とし

ているケースが見受けられる

三 当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、

加工その他の工程のうち主要な部分を行うことに

より相応の付加価値が生じているものであること。

ただし、当該工程が次に掲げるものである場合には、

それぞれに定めるものに限ることとする。

五 地方団体の広報の目的で生産された当該地方団

体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他こ

れらに類するものであって、形状、名称その他の特

徴から当該地方団体の独自の返礼品等であること

が明白なものであること。

指定基準等の現状・課題
見直し内容
［ ～］

② 価格に基づく算出を原則とし、製

造者から当該返礼品の価値の過半

が区域内で生じたことを証明すると

ともに、地方団体が証明事項を公表

［告示改正 ～］

③ 広報に活用されているかの判断基

準を明確化（広報目的には、返礼品

提供は含まない）

➣返礼品等として提供する数量が、
直近１年間に、広報目的で自ら調

達・配布・販売を行った実績数量を

超えないこと

➣指定対象期間において、当該対象
品目を広報目的で自ら調達・配布・

販売する計画を定めていること
［告示改正 ～］

① 透明化を促進するため、募集費用

の支払先・支払額・支払目的を公表

［告示改正 ～］

○ ふるさと納税制度の適正な運用を確保する観点から、指定基準となる告示等を改正。

事務効率化［地方税法施行規則第１条の 第３項］

３ 総務大臣は、都道府県等の指定に関し支障がない

と認める場合には、当該都道府県等について、前項

各号に掲げる書類の一部又は全部を省略させるこ

とができる。

・ 返礼品等の確認件数は、約

万件を超え、地方団体か

らも確認事務の効率化・簡素化

に係る要望があがっている

④ 返礼品の確認で基準不適合が

なかった団体について、 指定手

続から一部書類の提出を省略（返礼

品の事前確認を行わない）

（81ページ）




